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 調達案件の概要に関する事項 

 調達案件名 

日本年金機構プリンタ設備等の更改に伴う拠点展開統括業務 

 調達の背景 

日本年金機構（以下、「機構」という。）の各種業務において使用しているプリンタ、スキャナ及び複合機（以

下、「プリンタ設備等」という。）は、保守耐用期限が到来することから新規機器へ更改する。プリンタ設備等は

全国の年金事務所等への展開が必要となることから、令和 9 年 11 月から令和 10 年 3 月にかけて、段階的に

拠点展開を行う。また、本更改では、対象機器が複数の種類に分かれており、それぞれ別途調達を実施する

ことから、複数の事業者が関与することが見込まれている。 

 目的及び期待する効果 

本案件は、プリンタ設備等の更改における拠点展開を円滑に実施するため、プリンタ設備等を納入する複

数事業者が行う拠点展開時における現場管理等の工事を統括する役務を調達することを目的とし、作業品質

の確保を図る。 

 用語の定義 

 用語の定義 

本書で用いる用語について、「表 1.4.1.1 用語の定義」に示す。 

表 1.4.1.1 用語の定義 

項番 用語 説明 

1  拠点 機構本部、年金事務所等を合わせた総称。 

2  機構本部 日本年金機構の本部。 

3  年金事務所 年金業務を実施するために、全国に設置されている機構の拠点。 

4  街角の年金相談センター 年金事務所より小規模な機構の拠点。 

5  コールセンター 電話により対応が可能なお客様からの年金受給等に関する照会について集中的に対応する

ために、設置・運営されている拠点。 

6  事務センター 各都道府県における届書処理業務等を集約して行う拠点。 

7  保守拠点 機構の日本全国の拠点に対し、運用保守業務を提供するために設置される運用管理事業者

の保守用拠点。 

8  本番機 機構の業務で利用する機器。本番環境に設置する。 

9  稼働維持環境 本番環境へ移行する前の事前検証や保守訓練に用いる、システムの維持保守を目的とした

システム環境。 

10  保守機 機器交換等に備え、端末設備等運用管理事業者の保守拠点にて管理されている機器。 

11  拠点展開 本番機を拠点へ納入すること。※稼働維持機を除く 

12  SLCP-JCF2013 ソフトウェアを中心としたシステムの開発及び取引きのための共通フレームワーク体系(2013

年版)のこと。 

13  休日 行政機関の休日に関する法律第一条にて定められた行政機関の休日。 
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項番 用語 説明 

14  平日 休日以外の日。 

15  機器 調達するプリンタ本体、設置台、及び内部ハードウェア構成部品(NIC、等)で構成されるプリン

タ装置一式を指す。 

なお、プリンタ本体に内蔵されるファームウェア及びドライバ等も含める。 

16  電子計算機 サーバ装置、パソコン、タブレット、スレート PC、プリンタ等の周辺機器及び通信回線装置を

いう。 

17  情報システム 電子計算機等とネットワークにより構築されるシステムをいう。 

18  要保護情報 「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」に規定された、機密性 2 情報、

機密性 3 情報、完全性 2 情報及び可用性 2 情報のいずれかに該当する情報。 

19  社会保険オンラインシステム 基礎年金番号管理システム、記録管理システム及び年金給付システムの 3 つのサブシステ

ムにより構成されるシステム。機構本部に設置された基幹システムと全国の年金事務所等に

設置された専用端末機を、専用ネットワークで結び運用している。 

20  厚生労働省統合ネットワーク

(統合ネットワーク) 

「厚生労働省ネットワーク(共通システム)最適化計画」に基づき、本省、地方支分部局、検疫所

等の各組織において、個別の業務ごとに構築されてきた専用通信回線の集約・統合及び運

用管理の一元化を図る目的で運用されているネットワーク基盤。 

21  (外部/内蔵)電磁的記録媒体 文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された、紙その他の有体物

と、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの（電磁的記録）に係る記

録媒体（電磁的記録媒体）の総称を記録媒体と呼ぶ。また、電磁的記録媒体は、サーバー装

置、端末、通信回線装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体と、外部電磁的記録媒体(USB

メモリ、外付けハードディスクドライブ、DVD-R 等)に区別される。 

 

 関連事業者の一覧 

受託者は、「表 1.4.2.1 関連事業者一覧」に示す関連事業者と連携する必要がある。関連事業者との役

務分担については別紙 4「関連事業者との役務分担表」に示す。 

表 1.4.2.1 関連事業者一覧 

項番 総称 名称 説明 

1 プリンタ設備等更改事業

者（以下、「機器導入事

業者」という。） 

モノクロプリンタ導入事業者  日本年金機構端末設備(モノクロプリンタ)のリース及び保

守業務等」の受託者。 

 機器の導入計画、納品及び詳細設計、構築、単体テスト、

保守を実施する。 

 アプリケーション保守等事業者が実施するテスト(結合及

び総合テスト)及び移行を支援する。 

2 納付書プリンタ導入事業者  「日本年金機端末設備(納付書プリンタ)のリース及び保守

業務等」の受託者。 

 機器の導入計画、納品及び詳細設計、構築、単体テスト、

保守を実施する。 

 アプリケーション保守等事業者が実施するテスト(結合及

び総合テスト)及び移行を支援する。 

3 カラープリンタ等導入事業者  「日本年金機構端末設備(カラープリンタ等)のリース及び

保守業務(令和 8 年度～令和 15 年度)」の受託者。 

 機器の導入計画、納品及び詳細設計、構築、単体テスト、

保守を実施する。 

 アプリケーション保守等事業者が実施するテスト(結合及

び総合テスト)及び移行を支援する。 

4 複合機導入事業者  「日本年金機構端末設備(複合機)のリース及び保守業務

等」の受託者。 

 機器の導入計画、納品及び詳細設計、構築、単体テスト、

保守を実施する。 

 アプリケーション保守等事業者が実施するテスト(結合及

び総合テスト)及び移行を支援する。 
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項番 総称 名称 説明 

5 アプリケーション保守等

事業者 

社会保険オンラインシステムア

プリケーション保守等事業者 

 社会保険オンラインシステムに係るアプリケーション保守

等業務を担う。 

 事前検証で、アプリケーションの印刷出力の確認を行い、

プリンタ設定情報をプリンタ導入事業者に連携する。 

 結合テスト、総合テスト及び移行を主体的に実施する。 

10 その他外部システムアプリケー

ション保守等事業者 

 機構の業務を行うためのシステムを保守するその他外部

システム約 30 システムのアプリケーション保守等事業者

の総称。 

 事前検証で、アプリケーションの印刷出力の確認を行い、

プリンタ設定情報をプリンタ導入事業者に連携する。 

11 統括事業者 

(受託者) 

同左  拠点展開の計画立案、各機器導入事業者の拠点展開作

業の統括等を実施する。 

 機構が決定した設置場所に係る図面の取りまとめ及び作

成を行う。 

※詳細は「4.1.1 役務に係る内容」を参照 

12 端末運用管理事業者 同左  「機構 ICT 基盤（共通基盤システム等）の構築及び運用・

保守業務 一式」の受託者。 

 プリンタの納品及び設置に係る情報整理を行い、設置場

所及び IPアドレス等の設定情報を各プリンタ導入事業者

へ連携する。 

 社会保険オンラインシステムアプリケーション保守等事業

者及び外部システムアプリケーション保守等事業者群の

印刷出力の確認結果を取りまとめ、機構への報告を行う。 

13 統合運用管理事業者 同左  「年金給付システム周辺サーバ等の統合運用管理業務」

の受託者。 

 機構本部におけるネットワークの設定変更や年金給付シ

ステム周辺サーバ等、複数のシステムの運用保守を行

う。 

14 その他運用管理事業者 同左  端末運用管理事業者及び統合運用管理事業者以外の運

用管理事業者。 

 

 業務・プリンタ設備等の概要 

 システムの概要 

本システムの概要として、プリンタの機種と用途を「表 1.5.1.1 プリンタ機種と用途の一覧」に示す。 

表 1.5.1.1 プリンタ機種と用途の一覧 

項番 調達区分 機器種別 略称 用途 

1 モノクロプリンタ モノクロプリンタ INS 年金相談業務における、センタ側システム

の記録の照会結果画面を印刷する。応用

帳票(普通紙)の業務帳票を印刷する。 

年金給付業務における、受給者関連帳票

(普通紙)を印刷する。 

シール等、特殊な帳票を印刷する。 

2 納付書プリンタ 納付書用モノクロプリ

ンタ 

NPR コンビニエンスストア等で保険料を納付でき

る国民年金保険料納付書を印刷する。 

3 カラープリンタ等 カラープリンタ CPR INS の機能に加え、年金相談業務における

年金受給見込額試算結果グラフ等をカラー

印刷する。 

機構内の共通業務や一般事務における

OA 帳票を印刷する。 

4 複合機等 ネットワークスキャナ SCAN 機構内の業務における OA 帳票を読取す

る。 

複合機 XPR 機構内の共通業務や一般事務における

OA 帳票を印刷・読取を行う。 
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※本紙に記載の調達区分は令和 7 年 12 月時点の想定であるため、確定情報は、別途機構より提示する。 

 

 契約 

 契約期間 

本調達の契約期間は、令和 9 年 3 月 22 日から令和 10 年 4 月 30 日までとする。 

なお、以下に記載している内容は現時点での想定であり、契約日以降に機構と協議し決定すること。 

 契約日（予定） 

令和 9 年 3 月 22 日 

 履行開始日 

令和 9 年 4 月 5 日 

 統括役務の実施期間 

令和 9 年 4 月 5 日から令和 10 年 4 月 30 日まで

 

 支払 

本案件における支払いについて「表 1.7.1 支払い」に示す。 

表 1.7.1 支払い 

項番 区分 条件 時期 支払い形態 

1  本案件における統括役務に係る

経費 

「プロジェクト完了報告書」の検査

合格 

「プロジェクト完了報告書」の検査

合格後 

一括 

 作業スケジュール 

契約の履行開始日以降に実施する作業のスケジュールを別紙 2「全体概要スケジュール」に示す。 

ただし、記載している内容は現時点での想定であるため、契約日以降に機構と協議し決定すること。 

 作業期間 

令和 9 年 4 月 5 日から令和 10 年 4 月 30 日まで 

 作業内容 

各機器導入事業者の作業の統括を実施する。 

 担当部署・連絡先 

本仕様書に関する問い合わせ先を以下に示す。 

〒168-8505 東京都杉並区高井戸西 3-5-24 日本年金機構本部内 

システム企画部 システム基盤整備グループ(担当:廣瀬、嶋崎、丸山、永安) 

電話: 03-6892-0785 
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 当該調達及び関連調達に関する事項 

 調達の単位、調達の方式、実施時期 

当該調達及びこれと関連する調達の調達単位、調達の方式、実施時期を、「表 2.1.1 当該調達及び関連調

達」に示す。 

表 2.1.1 当該調達及び関連調達 

項番 調達案件名 調達方式 実施時期 

1 日本年金機構プリンタ設備等（モノクロプリン

タ）のリース及び保守業務等 

 

一般競争入札 

(総合評価落札方式) 

意見招請（官報公示）：令和８年５月 

入札公告（官報公示）：令和８年９月 

2 日本年金機構プリンタ設備等（納付書プリン

タ）のリース及び保守業務等 

 

一般競争入札 

(総合評価落札方式) 

意見招請（官報公示）：令和８年５月 

入札公告（官報公示）：令和８年９月 

3 日本年金機構プリンタ設備等（カラープリンタ

等）のリース及び保守業務等 

 

一般競争入札 

(総合評価落札方式) 

意見招請（官報公示）：令和８年５月 

入札公告（官報公示）：令和８年９月 

4 日本年金機構プリンタ設備等（複合機）のリー

ス及び保守業務等 

 

一般競争入札 

(総合評価落札方式) 

意見招請（官報公示）：令和８年５月 

入札公告（官報公示）：令和８年９月 

5 日本年金機構のプリンタ設備等の更改に伴う 

拠点展開統括業務 

一般競争入札 

(総合評価落札方式) 

意見招請（官報公示）：令和８年８月 

入札公告（官報公示）：令和８年１２月 

 

 調達案件間の入札制限 

本調達と「表 2.1.1 当該調達及び関連調達」に示す関連する調達案件との間の入札制限は設けないことと

するが、本調達における入札制限の詳細については、「8.2 入札制限」を参照のこと。 

  

 

本調達範囲 
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 情報システムに求める要件に関する事項 

本調達の実施にあたっては、別紙 1「要件定義書」の各要件を満たすこと。 
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 作業の実施内容に関する事項 

 調達内容 

 役務に係る内容 

別紙 1「要件定義書」及び別紙 4「関連事業者との役務分担表」に基づいて、「表 4.1.1.1 役務概要」に示

す役務を実施すること。 

表 4.1.1.1 役務概要 

項番 作業 概要 

1 プロジェクト管理 受託者は主に以下の作業を実施し、作業に関連した成果物を作成すること 

・機構及び関連事業者とのコミュニケーション管理 

・定期的なプロジェクトの進捗状況管理 

・プロジェクトにおける納品成果物の適切な保管及び管理 

・納品成果物の変更履歴管理 

・プロジェクト遂行中に発生する各種課題の管理 

・情報セキュリティ対策の遵守方法策定及び管理 

・プロジェクトの定期的なリスク管理及び回避・受容方法の策定 

2 移行（事前対応） (1) 設置レイアウトの最終確定・拠点展開計画の立案 

(2) 搬入経路等の確認・調整 

(3) 拠点展開当日タイムチャートの拠点合意取り付け 

(4) 拠点における事前準備事項の取りまとめ 

(5) 拠点展開における統制要員の訓練 

(6) 拠点展開実施手順書の作成 

(7) 事前申請の取りまとめ 

(8) コンティンジェンシープランの策定 

(9) 機構が作成する各拠点向け事務連絡等の支援 

３ 移行(拠点展開 

リハーサル） 

(1) 拠点展開リハーサルの計画策定 

(2) 拠点展開リハーサル作業手順書の作成 

(3) 拠点展開リハーサルの全体統制 

(4) 拠点展開リハーサルの現地統制 

(5) 印字テストの実施 

(6) 課題発生への対応 

(7) 不具合解決に向けた対応 

４ 移行(拠点展開) (1) 拠点展開の全体統制 

(2) 拠点展開の現地統制 

(3) 印字テストの実施 

(4) 課題発生への対応 

(5) 不具合解決に向けた対応 

(6) 機器利用開始日立ち合い対応 

(7) 運用管理事業者への引継ぎ 

 

 成果物の範囲、納品期限等 

 成果物等 

 成果物 

本調達における主な成果物を、「表 4.2.1.1 成果物一覧」に示す。 

ドキュメントについては､記載レベル､記載内容等を明らかにし､メンテナンス性を考慮したものとするこ
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と｡ 

各成果物の作成様式については、機構と協議すること。 

また、SLCP-JCF2013 のアクティビティについては、各成果物の作成工程の目安とし、作成工程の詳細

については、別途機構及び関連事業者と調整のこと。
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表 4.2.2.1 成果物一覧 

項番 対応する役務内容 成果物 概要 納品期限 
SLCP-JCF2013 

のアクティビティ 

1  プロジェクト管理 プロジェクト実施計画書 プロジェクトに係る以下内容等が記載されたドキュメント。 

・役務の目的・概要 

・スコープ定義 

・体制図(参画する担当者とその役割を示すドキュメント) 

・マスタスケジュール(役務等の実施及び機器等の納品スケジュール) 

・要員計画 

・プロジェクト管理計画(品質管理、課題管理、リスク管理、進捗管理、変更管理) 

・推進計画(納品する成果物、進捗報告の確認方法と時期等) 

履行開始後 2 週間

以内 

1.2.4 契約の実行 

5.1.2 プロジェクト計画 

2  WBS（事前） 本プロジェクトにおいて実施される全ての作業について、進捗投入工数を、細分化・階

層構造化して記述する。 

本ドキュメントのフォーマットは機構から提供するが、プロジェクト管理ツール等を用い

て作成したものでもよい。 

また、本成果物の納品以降に実施される、機構及び受託者による進捗報告会議にお

いては、本成果物を活用した報告資料を作成・提出すること。 

履行開始後 2 週間

以内 
1.2.4 契約の実行 

5.1.2 プロジェクト計画 

 

3  WBS（事後） 「WBS(事前)」に対して、下記項目の実績値を反映した資料で、以下の事項を含むも

の。 

・WBS 番号 ・タスク名 ・開始日(予定及び実績) ・終了日(予定及び実績) 

・工数(予定及び実績) ・達成率 ・作業責任者 

令和 10 年 4 月 30

日まで 
5.2.4 プロジェクトの終了 

4  情報セキュリティ管理計画

書 

情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制等に関する計画を取りまとめたドキュメ

ント。 

履行開始後 2 週間

以内 

1.2.4 契約の実行 

5.5.1 構成管理計画 

5   経費内訳 機構が指定するフォーマットを用い、経費内訳を「担当部署・連絡先」に示す問い合わ

せ先に提出すること。 

履行開始後 2 週間

以内 

 

6  移行（事前対応） 拠点展開作業計画書 拠点展開作業範囲、作業方法、作業手順、作業スケジュール、コンテンジェンシープラ

ン等を含む具体的な拠点展開作業計画を定義した文章。 

サービスイン判定 

3 週間前 

3.1.2 運用テスト及びサー

ビスの提供開始 

3.1.3 業務及びシステム

の移行 

7  拠点展開作業手順書 拠点展開当日に受託者が実施する作業内容を整理した手順書。 サービスイン判定 

1 週間前 

 

8  移行（拠点展開リハ

ーサル） 

拠点展開リハーサル計画

書 

拠点展開リハーサルにおける作業範囲、作業方法、作業手順、作業スケジュール等を

含む具体的な拠点展開リハーサル作業計画を定義した文章。 

リハーサル実施 

1 カ月前 

 

9  拠点展開リハーサル 

作業手順書 

拠点展開リハーサルにおける各関連事業者とのコミュニケーション手順や機構への報

告の手順等、リハーサルの統制にかかる作業手順を定義。 

リハーサル実施 

2 週間前 

 

10  拠点展開リハーサル 

結果報告書 

拠点展開リハーサルを実施した結果（検証含）を記載した報告書。 リハーサル実施 

完了後 5 営業日 

以内 
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項番 対応する役務内容 成果物 概要 納品期限 
SLCP-JCF2013 

のアクティビティ 

11  移行(拠点展開） 拠点図面 拠点の座席、設備等の場所、種別、台数サマリ等を漏れなく記載した事後図面 令和 10 年 4 月 30

日まで 

 

12  拠点展開作業完了報告書 納品する成果物の検査を受けるにあたり、拠点毎の展開結果を記載した報告書。 全拠点の展開完了

後 2 週間以内 

 

13  プロジェクト完了報告書 拠点展開完了までの役務の実施結果を報告するドキュメント。 

プロジェクト実施計画書で定義した項目に加え、各成果物の提示状況、プロジェクト目

標と達成状況、スケジュール、残リスクと対策、品質確保施策の結果、会議体系とシス

テムの稼働状況、トラブル発生状況、問い合わせ状況等を記載すること。 

令和 10 年 4 月 30

日まで 

1.2.4 契約の実行 

5.1.2 プロジェクト計画 

 

14  契約完了報告書 契約が満了したことを報告するドキュメント。 

今後への課題、教訓等を記載すること。 

契約終了後 1.2.4 契約の実行 

1.2.6 供給プロセスの終

了 

5.2.3 プロジェクトアセスメ

ント 

5.2.4 プロジェクトの終了 
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 その他提出物  

本調達における成果物以外に、機構への提出が必要となる主な資料等を、「表 4.2.1.2 その他提出物一覧」に示す。 

表 4.2.1.3 その他提出物一覧 

項番 提出時期 提出資料 概要 記載箇所 

1  資料閲覧時 調達仕様書 別添 2 

資料閲覧申請書兼秘密保持誓約書 

応札を希望する事業者で本調達に係る資料について閲覧を希望する場合は、別添 2「資料

閲覧申請書兼秘密保持誓約書」を提出すること(閲覧日当日の提出で可)。 

調達仕様書「11.5 閲覧

要領」 

2  提案書提出期限の 15 営業

日前まで 

情報セキュリティ管理計画書(案) 本業務に従事する受託者、再委託業者、再々委託業者の情報について､情報セキュリティ管

理計画書(案)の一部として､機構が指定するフォーマットにより､提案書の提出期限の 15 営業

日前までに提出すること｡ 

 

調達仕様書「6.4 情報セ

キュリティ管理」 

3  応札前 提案書 提案書に「8.1.3 履行可能性審査に関する要件」に関する要件を記載ないし、添付すること。 

なお、提案書の作成にあたっては、提案書作成要領に従い、必要に応じて社名等にマスクを

すること。 

また、提案書等の提出後、機構が提案内容等に関するプレゼンテーションを求めた場合に実

施すること。 

調達仕様書「8.1.3 履行

可能性審査に関する要

件」 

4  履行開始の前日まで 調達仕様書 別添 3 

守秘義務に関する誓約書 

本業務の実施にあたり、契約締結後速やかに、本調達仕様書の別添 3「守秘義務に関する誓

約書」を機構に提出すること。 

「日本年金機構情報セキュリティポリシー」、「情報セキュリティ対策実施手順書群」及び「日本

年金機構個人情報保護管理規程」については、契約締結後、受託者が機構に「守秘義務に

関する誓約書」を提出した際に開示する。 

調達仕様書「6.1 機密保

持、情報・資料の取扱

い」 

調達仕様書「6.3 遵守す

る法令等」 

5  再委託又は再々委託の実施

前まで 

※審査期間を要するため留

意すること 

再委託等に関する申告書 受託業務の一部を再委託等する場合､受託者は再委託等に係る事業者から､｢再委託等に関

する申告書｣を徴取し機構へ提出するとともに承認を受けること｡ 

調達仕様書「9.2 承認手

続」 

6  再委託等に係る承認申請書 再委託等に係る事業者の商号又は名称及び住所､再委託等を行う業務の範囲､再委託等を

行う合理的理由､契約金額及びその他必要と認められる事項について記載した｢再委託等に

係る承認申請書｣を提出し､機構の承認を受けること｡ 

7  再委託又は再々委託の内容

変更時 

再委託等に係る承認申請書 当初申請内容に変更が生じた場合は､改めて｢再委託等に係る承認申請書｣を提出した上で､

承認を受けること｡ 

8  再委託等の承認通知後 調達仕様書 別添 8 

受託証明書 

機構からの承認通知を受領した際は､申請書のとおりに再委託､再々委託が行われていること

を証明するため､受託者は別添 8｢受託証明書｣を再委託先､再々委託先から徴取し機構へ提

出すること｡ 

9  再委託又は再々委託の承認

通知後、機構から提示の要求

があった場合 

 

再委託先（又は再々委託先）との守

秘義務等の契約書の写し 

機構から受託者に課せられている守秘義務等と同等以上の条件（本契約終了後の秘密保持

を含む。）及び必要に応じ、受託者が自ら、再委託先等に対して調査等を実施することを可能

とする条項が含まれた契約を締結することとし、機構からその契約書の写しについて提示の

要求があった場合は、速やかにこれを提示するものとする。 

契約書 
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項番 提出時期 提出資料 概要 記載箇所 

10  「委託開始後速やかに」及び

「委託開始後 1 年を経過する

ごとに」 

調達仕様書 別添 5 

法令及び契約内容の遵守状況に関

する報告書 

外部委託開始後速やかに、別添 5「法令及び契約内容の遵守状況に関する報告書」を提出

すること。 

また、外部委託を複数年で契約した場合は、外部委託の開始後１年を経過するごとに、本調

達仕様書の別添 5「法令及び契約内容の遵守状況に関する報告書」を提出すること。 

調達仕様書「6.3 遵守す

る法令等」 

11  別途指示 情報セキュリティ等履行状況報告書 

(任意様式) 

機構が受託者に求める情報セキュリティ対策の履行状況を記載した報告書｡ 調達仕様書｢6.5.2 情報

セキュリティ監査｣ 

12  認証終了日から 1 か月以内 第三者評価等の公的資格・認証の

証明書 

受託者が委託業務開始前に機構へ提出した、情報セキュリティに関する第三者評価の認証

を証明できる書類(プライバシーマーク又は ISO/IEC27001 又は JISQ27001 の写し)におい

て、契約期間中にその認証期間が切れる場合、受託者は、その認証期間を更新すること。 

受託者は、認証終了日から 1 か月以内に、情報セキュリティに関する第三者評価の認証期間

が更新されたことが証明できる書類の写しを機構に提出すること。 

調達仕様書「10.1.3 情報

セキュリティに関する第

三者評価の認証を証明

できる書類の提出」 

13  受託業務完了後 調達仕様書 別添 4 

個人情報等の返却・廃棄等に関する

報告書 

受託業務完了後、本業務の実施の過程で機構が開示した情報、他の受託者が提示あるいは

作成した情報を削除又は返却し、本調達仕様書の別添 4「個人情報等の返却・廃棄等に関す

る報告書」を機構へ提出すること。 

調達仕様書「6.1 機密保

持、情報・資料の取扱

い」 
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 情報システムの経費区分 

受託者は、開札から 5 営業日以内に、「表 4.2.2.1 情報システムの経費区分」を参考とし、対応する調達

内容欄に記載された経費区分から成る「経費内訳」を機構へ提出すること。 

表 4.2.2.1 情報システムの経費区分 

項番 経費区分 摘要 対応する調達内容 

1  整備経費 情報システムの整備(新規開発、機能改修・追加、更改及びこ

れらに付随する環境の整備をいう)に要する一時的な経費。 

 

2   調査研究等経費 情報システムの整備にあたり、業務の設計、要件定義を行う

目的で行う現状分析、プロトタイプ作成、ドキュメント作成支

援、調査研究等に要する経費（最適化計画の策定に要する

経費を含む）。 

 

3  設計経費 情報システムの整備に際し、その開発に関する設計書の作

成に要する経費。 

 

4  開発経費 情報システムの整備に際し、情報システムのプログラミング、

パラメータ設定等による情報システムの開発(単体テストを含

む)に要する経費。 

 

5  据付調整経費 ハードウェア製品の搬入・据付け、ネットワークケーブルの敷

設等、情報システムの物理的な稼働環境の整備に要する経

費。 

 

6 
 

テスト経費 開発する情報システムの接続テスト及び受入テストに要する

経費。 

 

7  移行経費 情報システムのシステム移行及びデータ移行に要する経費。 表 4.1.1.1 役務概要 

項番 2 移行(事前対応） 

項番 3 移行(拠点展開リハーサル） 

項番 4 移行(拠点展開) 

8  廃棄経費 情報システムの廃止及び更改に伴う、ハードウェア製品やネ

ットワークケーブル等の撤去及び廃棄に要する経費。 

 

9  プロジェクト管理 

支援経費 

情報システムの整備に関するプロジェクト管理に要する経

費。 

表 4.1.1.1 役務概要 

項番 1 プロジェクト管理 

10  施設整備等経費 情報システムを構成するハードウェア製品を設置する施設、

データ等を保管する施設又は運用事業者等が運用、保守等

を行うために駐在する施設の整備、改修等に要する経費。 

 

11  ハードウェア 

買取り経費 

情報システムを構成するハードウェア製品の買取りに要する

経費。 

 

12  ソフトウェア 

買取り経費 

情報システムを構成するソフトウェア製品のライセンスの買取

り又は更新に要する経費。 

 

13  その他整備経費 項番 2 から 12 までのいずれにも該当しない情報システムの

整備に要する経費。 

 

14  運用等経費   

15   システム 

運用経費 

情報システムの正常な稼働を保持するために行うハードウェ

ア製品の状態把握、ファイルの管理、アプリケーションプログ

ラムの設定等の管理、障害に対する予防等の措置等、仕様

変更や構成変更を伴わない情報システムの技術的及び管理

的業務の実施に要する経費。 

 

16  業務運用支援経

費 

情報システムの稼働にあたって、業務実施部門が行う業務

（データ作成（Web サイトや e ラーニングのコンテンツ作成

等）の運用支援に要する経費。） 

 

17  操作研修等経費 情報システムの利用にあたって、当該情報システム部門の担

当者又は情報システムの利用者に対する操作研修等（教材

作成・更新を含む経費。） 

 

18  ヘルプデスク経

費 

情報システム利用者からの問い合わせに対し、解決策を講

ずるために行う業務に要する経費。 

 

19  コールセンター

経費 

情報システム利用者からの問い合わせに対し、あらかじめ決

められた事項を案内又は回答する業務に要する経費（主に

大量の問い合わせがある場合が該当）。 
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項番 経費区分 摘要 対応する調達内容 

20  アプリケーション

プログラム保守

経費 

開発した情報システムについて、障害や技術革新等の外部

環境の変化に対して情報システムの機能を仕様どおり正常

な状態に保つために行うアプリケーションプログラムの改修、

設定変更等に要する経費。 

 

21  ハードウェア 

保守経費 

情報システムを構成するハードウェア製品について、障害や

技術革新等の外部環境の変化に対して情報システムの機能

を仕様どおり正常な状態に保つために行う業務に要する経

費。 

 

22  ソフトウェア 

保守経費 

情報システムを構成するソフトウェア製品について、障害や

技術革新等の外部環境の変化に対して情報システムの機能

を仕様どおり正常な状態に保つために行う業務に要する経

費。 

 

23  監査経費 情報システムについて、システム監査又は情報セキュリティ

監査の実施に要する経費。 

 

24  情報セキュリティ

検査経費 

情報システムについて、ペネトレーションテスト、脆弱性診断

等の情報セキュリティ検査・診断の実施に要する経費。 

 

25  ハードウェア 

リース料 

情報システムを構成するハードウェア製品について、その使

用に要するリース料。 

 

26  ソフトウェア 

リース料 

情報システムを構成するソフトウェア製品について、その使

用に要するリース料。 

 

27  サービス利用料 情報システムの稼働又は利用にあたって、ASP、SaaS、PaaS、

ホスティングサービス等、国の行政機関以外の者が提供する

サービスの利用に要する経費。 

 

28  通信回線料 情報システムを構成するネットワークにおいて必要となる通

信回線の利用に要する経費。 

 

29  施設利用等経費 情報システムを構成するハードウェア製品を設置する施設、

データ等を保管する施設又は運用事業者等が運用、保守等

を行うために駐在する施設の利用等に要する経費。 

 

30  その他運用 

等経費 

項番 15 から 29 までのいずれにも該当しない情報システム

の運用等に要する経費。 

 

 

 納品方法 

成果物は、以下の内容を遵守した上で納品すること。 

 成果物の作成要領 

 成果物は、全て日本語で作成すること。ただし、日本国においても、英字で表記されることが一般的な

文言については、そのまま記載しても構わないものとする。 

 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の考え方(建義)(令和 4 年 1 月 7 日 文化審

議会)」に準拠すること。 

 情報処理に関する用語の表記については、原則、日本産業規格(JIS)の規定に準拠すること｡ 

 納品形態及び形式 

 成果物は紙媒体又は電磁的記録媒体(CD-R 等や機構が用意するセキュア USB)により作成し、機構

から特別に示す場合を除き、原則紙媒体及び電磁的記録媒体を 1 部ずつ納品すること。 

ただし、紙媒体が大量になる場合は、機構と協議、合意のうえ、電磁的記録媒体のみでの納品を可と

する。 

また、テスト結果等であって電子ファイルにて納品できないものについては、機構は協議に応じるもの

とする。 

 媒体での納品を求める場合の用紙のサイズは原則として日本産業規格A列 4 番とするが､必要に応

じて日本産業規格A列 3 番を使用すること｡ 
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 電磁的記録媒体による納品について､ファイルは Office Open XLM の docx 拡張子､xlsx 拡張子又は

pptx 拡張子のファイル形式で作成すること｡ただし､左記ファイル形式で納品が困難な場合は､機構と

事前に協議の上､PDF のファイル形式で作成すること｡ただし､機構が他の形式による提出を求める場

合は､協議の上､これに応じること｡ 

なお､受託者側で他の形式を用いて提出したいファイルがある場合は､協議に応じるものとする｡ 

 納品に関する留意事項 

 納品後､機構において改変が可能となるよう､図表等の元データも併せて納品すること｡ 

 成果物の作成に当たって､特別なツールを使用する場合は､機構の承認を得ること｡ 

 成果物が外部で不正に使用されたり､納品過程において改ざんされたりすることのないよう､安全な納

品方法を提案し､成果物の情報セキュリティの確保に留意すること｡ 

 電磁的記録媒体により納品する場合は､不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行う等して､成果

物に不正プログラムが混入することのないよう､適切に対処すること｡なお､対策ソフトウェアに関する情

報(対策ソフトウェア名称､定義パターンバージョン､確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること｡ 

 機構が指定する｢納品物等確認依頼書｣に､受託者の責任者､品質管理責任者及び担当者が押印し､

成果物に添付すること｡ 

 納品場所 

原則として、成果物を、「表 4.2.4.1 納品場所一覧」に示す場所において引渡しを行うこと。 

ただし、機構が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。 

表 4.2.4.1 納品場所一覧 

項番 納品品目 納品場所 

1 成果物 機構本部(高井戸) システム企画部 システム基盤整備グループ 

東京都杉並区高井戸西 3-5-24 

 作業の実施体制・方法に関する事項 

 作業実施体制 

 本業務における、受託者に求める作業実施体制は、「図 5.1.1 作業実施体制(統括役務)」及び「表 

5.1.1 作業実施体制と役割」のとおりである。なお、移行（拠点展開）における機器導入事業者の統括で

あり、開発工程は対象外であることに留意すること。 

 受託者は、統括役務の実施期間において、関連事業者が担当する作業への支援、機構及び関連事

業者からの問い合わせ等について速やかに対応すること。 

 その他 

受託者内のチーム編成については想定であり、受託者決定後に協議の上、決定する。  
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図 5.1.1 作業実施体制(統括役務) 

表 5.1.1 作業実施体制と役割 

項番 組織又は要員 役割 

1  プロジェクト管理グループ プロジェクトの全体を統括するグループ。 

2   プロジェクト統括責任者 本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う。 

3  プロジェクト管理者 本業務全体の管理者として、機構への報告、各種調整作業を行う。 

4  情報セキュリティ管理グループ 本業務における情報セキュリティ対策全般について、第三者的な立場で指導・助言・管理

を行うグループ。 

5   情報セキュリティ管理責任者 独立的な立場から、情報セキュリティの遵守状況を管理するため、他の管理又は作業グ

ループの管理者又は要員でないこと。 

6  品質管理グループ 品質マネージメントシステムに基づいて、品質管理を行うグループ。 

7   品質管理責任者 役務及び成果物の品質を管理する。 

8  拠点展開作業グループ 拠点展開作業を統括するグループ 

9   

 

拠点展開作業グループ 

責任者 

拠点展開作業を統括し、必要な判断・指示を行う。 

10  拠点展開作業グループ要員 拠点展開に係る具体的な作業を担う。 

11  各作業グループ プロジェクトを適正に運用できるよう、体制全体を適宜作業単位に分割したグループ。 

12   

 

作業グループ責任者 担当する作業グループに係る各工程の計画策定及び進捗管理並びに納期・品質の確保

に必要なプロジェクト管理を実施するものとする。 

13  作業グループ要員 担当する作業グループに係る具体的な作業を担う。 

 

 管理体制 

 本調達の実施にあたり、委託先企業、その従業員、再委託先、再々委託先又はその他の者による、機

　※移行において機器導入事業者の統括を行う。

日本年金機構

本調達受託者

機器導入事業者

プロジェクト管理グループ
・プロジェクト統括責任者
・プロジェクト管理者

情報セキュリティ管理グループ
・情報セキュリティ管理責任者

各作業グループ
・作業グループ責任者
・作業グループ要員

品質管理グループ
・品質管理責任者

その他関連事業者

・モノクロプリンタ受託者
・納付書プリンタ受託者
・カラープリンタ受託者
・複合機等受託者

・アプリケーション保守等事業者
・端末運用管理事業者

報告・説明

指示・管理指示・管理

報告・説明

指示・管理
報告・説明

統括
報告・説明 連絡・調整

拠点展開作業グループ
・拠点展開作業グループ責任者
・拠点展開作業グループ要員

連絡・調整
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構が意図しない変更を防止するため、一貫した品質保証体制の下で管理されていること。また、当該品

質保証体制が書類等で確認できること。 

 当該管理体制を確認する際の参照情報として、資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務

従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報の提供

を行うこと。 

なお、国籍に関する情報の確認は、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」の規定に

より実施するものであり、主に委託事業者に対して外国政府からの影響を受けるおそれが十分排除さ

れていることを確認することを目的とする。 

 受託者は､本業務で知り得た情報を適切に管理するため､次に掲げる体制を確保し､当該体制を確保し

ていることを証明するため､担当部署に対し｢情報取扱者名簿｣(当該業務に従事する者のうち､保護を

要する情報を取り扱う可能性のある者の名簿をいう｡業務の一部を再委託する場合は再委託先も含

む｡)､｢情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図､情報管理に関する社内

規則等)｣(業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む｡)及び｢業務従事者名簿｣(当該業務に従事

する者の名簿をいう｡)を提出すること｡ 

 確保すべき体制 

 情報取扱者は､本業務の遂行のために必要最低限な範囲の者とすること｡ 

 受託者が本業務で知り得た情報について､担当部署が承認した場合を除き､受託者の役員等を含め､

情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有し

ていること｡ 

 受託者が本業務で知り得た情報について､担当部署が承認した場合を除き､受託者の親会社､地域統

括会社､ブランド･ライセンサー､フランチャイザー､コンサルタントその他の受託者に対して指導､監督､

業務支援､助言､監査等を行う者を含め､受託者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する

履行体制を有していること｡ 

※｢情報取扱者名簿｣には､情報管理責任者(当該業務の情報取扱の全てに責任を有する者)､情報取

扱管理者(当該業務の進捗管理等を行い､保護を要する情報を取り扱う可能性のある者)､その他保護

を要する情報を取り扱う可能性のある者について､氏名､住所､生年月日､所属部署､役職等を､業務の

一部を再委託する場合は再委託先も含めて､記載すること｡なお､情報管理責任者は､情報の取扱い

に関して､情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合等の非常時における対策を定める

とともに､その内容を従事者に徹底すること｡また､情報取扱管理者を指定すること｡ 

※｢業務従事者名簿｣には､当該業務に従事する者について､氏名､所属部署､役職､学歴､職歴､業務

経験､研修実績その他の経歴､専門的知識その他の知見､母語及び外国語能力､国籍等を記載するこ

と｡ 

 機構は、受託者の管理体制等に不備があり、案件の遂行に支障があると認められる場合、受託事業

者の体制について変更を要求することができる。受託者は、機構の要求を受けて体制の見直しを含

む改善策を検討し、早急に機構に報告すること。 

 受託者は、拠点展開後に機構の業務が円滑に実施できるよう、必要な関連事業者との調整を主体的

に実施し、必要に応じて機構への意見具申を行うこと。 

また、関連事業者との意思疎通を図るための窓口を設定するなど、関連事業者間の意思疎通が円滑

に行われるよう対策をすること。 
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 受託者は､(4)の｢情報取扱者名簿｣､｢情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理

体制図､情報管理に関する社内規定等)｣及び｢業務従事者名簿｣に変更がある場合は､あらかじめ担当

部署に申請を行い､承認を得なければならないこと｡ 

 受託者は､本業務で知り得た情報について､担当部署が承認した場合を除き､受託者の役員等を含め､

情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと｡受託者は､本業務で知り得た情報につい

て､担当部署が承認した場合を除き､受託者の親会社､地域統括会社､ブランド･ライセンサー､フランチ

ャイザー､コンサルタントその他の受託者に対して指導､監督､業務支援､助言､監査等を行う者を含め､

受託者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと｡ 

 本業務の実施に当たっては､進捗や作業内容を共有するため､定例会議を毎月 1 回以上開催するもの

とする｡ 

また､定例会議の議事録を作成し､機構の内容確認を受けること｡ 

なお､機構が認めた場合は､稼働実績や稼働状況の報告書並びに各種資料や成果物の提出を受ける

ことで定例会議の代わりとすることができるものとする｡ 

 (1)～(3)で求める内容や体制(情報セキュリティ管理体制を含む)等に変更等がある場合は､直ちに機構

へ連絡し指示を受けるとともに､定例会議等でその内容を報告すること｡ 

 本業務の｢プロジェクト実施計画書｣を作成し､機構に提出すること｡提出後､｢プロジェクト実施計画書｣に

変更が生じた場合には､速やかに変更後の｢プロジェクト実施計画書｣を提出すること｡ 

 作業要員に求める資格等の要件 

 プロジェクト管理グループ 

 プロジェクト管理グループに、以下の要員を配置すること。 

 プロジェクト統括責任者 

 プロジェクト管理者 

 プロジェクト統括責任者 

以下に示す要件に該当する者をプロジェクト統括責任者として配置し、プロジェクト全体を統括し、必要

な意思決定を行わせることによって、委託業務を円滑に遂行すること。 

 本調達と同等規模の拠点に対する機器設置・設置業務全体を統括し、必要な意思決定を行う責任者

を務めた経験を有すること。 

 プロジェクト管理者 

以下に示す要件に該当する者をプロジェクト管理者として配置し、その者に、「プロジェクト実施計画

書」の作成、要員の配置等必要な体制の確立及び納期・品質の確保に必要なプロジェクト管理を実施

させることによって、委託業務を円滑に遂行すること。 

 本調達と同等規模の拠点に対する機器設置・設置業務全体の管理者として、「委託元への報告、各種

調整作業を行う管理者としての経験を有すること。 

 その他の事項 

 プロジェクト管理者は、原則として全ての進捗会議に出席することを義務づけるものとする。 
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 作業品質の確保のため、プロジェクト統括責任者及びプロジェクト管理者は、プロジェクト終了まで継

続して従事すること。万一交代する場合は、同等以上の資格及び経験等を有する人物が担当するも

のとし、事前に機構の承認を得ること。 

 情報セキュリティ管理グループ 

 情報セキュリティ管理グループには、情報セキュリティ管理責任者を配置すること。 

 情報セキュリティ管理責任者 

情報セキュリティ管理責任者は、以下に示す要件の全てを満たすこと。 

 独立的な立場から、情報セキュリティの遵守状況を管理するため、他の管理又は作業グループの管

理者又は要員でないこと。 

 以下に掲げるいずれかの資格等を有すること。 

(i) 「情報処理の促進に関する法律」に基づき実施される情報処理技術者試験の情報セキュリティス

ペシャリスト試験(テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験かつ情報セキュリティアドミニストレ

ータ試験を含む)の合格者 

(ii) 「情報処理の促進に関する法律」に基づき実施される情報処理技術者試験の情報処理安全確保

支援士試験の合格者 

(iii) 「情報処理の促進に関する法律」に基づき実施される情報処理技術者試験のシステム監査技術

者試験の合格者 

(iv) (ISC)2 が認定する情報セキュリティプロフェッショナル認定資格「CISSP」の資格保有者 

(v) 情報システムコントロール協会(ISACA)が認定する、公認情報セキュリティマネージャ(CISM)又は

公認情報システム監査人(CISA)の資格保有者 

(vi) 日本セキュリティ監査協会（JASA）が認定する、公認情報セキュリティ監査人（CAIS）の資格保有者 

 品質管理グループ 

 品質管理グループには、品質管理責任者を配置すること。 

 品質管理責任者 

品質管理責任者は、品質管理業務の管理責任者として、納品物や作業の品質管理経験を有すること。 

 拠点展開作業グループ 

 拠点展開作業を適正に実施できるよう、以下の要員を配置すること。 

 拠点展開作業グループ責任者 

 拠点展開作業グループ要員 

 拠点展開作業グループ責任者 

拠点への機器設置の経験（複数回）を有する者を配置すること。 

 拠点展開作業グループ要員 

情報システム機器の取扱いに関する見識、スキル及び経歴を有する者を配置すること。 

 各作業グループ 
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 各作業を適正に運用できるよう、体制全体を適宜作業グループに分割するとともに、それぞれのグル

ープに以下の要員を配置すること。 

 作業グループ責任者 

 作業グループ要員 

 作業グループ責任者 

担当するグループの管理業務を遂行するために必要な見識、スキル及び経歴を有する者を配置する

こと。 

 作業グループ要員 

情報システムの設計・開発に関する見識、スキル及び経歴を有する者を配置すること。 

 作業場所 

 各種業務の作業場所並びに作業にあたり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受託者の

責任において用意すること。機構の什器や設備を利用する場合は、事前に機構の了承を得ること。 

なお、作業場所については、機構は現地確認を実施することができるものとする。 

 機構で作業を実施するにあたって、所定の手続に従って承認を得ること。 

 受託者側組織内で作業を行う場合、作業実施場所は、IC カード等電磁的管理による入退室管理がな

されていること。 

 作業の管理に関する要領 

 機器導入事業者の統括役務 

 基本事項 

受託者は、機構が承認したプロジェクト実施計画書に基づき、機器導入事業者のコミュニケーション管

理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理を行うこと。なお、納品期限は、「4.2.1 成果物等」に示

す。 

 プロジェクト実施計画の策定及び完了報告 

 プロジェクト実施計画の策定 

各作業工程における具体的なタスクの定義及びスケジュールを具体化することを目的として、プロジ

ェクト実施計画を策定するとともに、以下に示す成果物を作成すること。 

なお、作成にあたっては、別添 1「システム基盤開発 開発管理標準・開発標準」を参照のこと。 

(i) プロジェクト実施計画書 

(ii) WBS(事前) 

 プロジェクト完了報告の実施 

移行工程における具体的なタスクの実績及びスケジュールの実績を評価することを目的として、プロ

ジェクト完了報告書を作成すること。 

なお、プロジェクト完了報告書の作成にあたっては、別添 1「システム基盤開発 開発管理標準・開発

標準」を参照のこと。 

 プロジェクト管理業務 
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受託者は、「プロジェクト実施計画書」に基づき、プロジェクト管理業務を実施すること。 

また、プロジェクト管理業務に関して、機構から指摘、指導及び助言等を受けた場合は、速やかに対応

すること。 

なお、プロジェクト管理業務の実施にあたっては、別添 1「システム基盤開発 開発管理標準・開発標

準」を参照のこと。 
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 作業の実施に当たっての遵守事項 

 機密保持、情報・資料の取扱い 

 受託者は、受託業務の実施の過程で機構が提供した情報(公知の情報を除く。以下同じ。)、他の受託

者が提示及び作成した情報・資料を、本受託業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏え

いしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。 

 受託者は､本受託業務を実施するに当たり､機構が提供した情報･資料については管理台帳等により適

切に管理し､かつ､以下の事項に従うこと｡ 

 複製はしないこと。 

 受託者組織内に移送する際は､暗号化や施錠等適切な方法により､情報セキュリティを確保すること｡

また､機構との調整等に必要な場合及び返却時以外は原則として､受託者組織外に持ち出さないこと｡ 

 作業管理 

 受託者は、機構が承認したプロジェクト実施計画書に基づき、統括業務のコミュニケーション管理、体

制管理、工程管理、品質管理、リスク管理を行うこと。 

 受託者は作業の進捗状況等を報告するため､機構の担当職員と会議を定期的に行うこと｡また､当該会

議の開催をプロジェクト実施計画書に記載すること｡ 

 当該会議の開催の都度､原則 3 営業日以内に議事録を作成し､関係者に内容の確認を行った上で､機

構の担当職員の承認を得ること｡ 

 情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は､担当部署にその問題の内容につ

いて報告すること｡ 

 個人情報等の重要な情報が記載された情報･資料に関しては､原則として社外に持ち出さないこと｡ 

 受託者組織内で作業を行う場合には､作業を行う施設は､IC カード等電磁的管理による入退館管理

がなされていること｡ 

 作業を行う施設内の作業実施場所は､IC カード等電磁的管理による入退室管理がなされていること｡ 

 電磁的に情報･資料を保管する場合には､当該業務に係る体制以外の者がアクセスできないようアク

セス制限を行うこと｡また､アクセスログにより不審なアクセスがないかの確認を行うこと｡ 

 情報･資料を保管する端末やサーバ装置等は､受託者の情報セキュリティポリシー等により､サイバー

攻撃に備え､ウイルス対策ソフト､脆弱性対策及び検知･監視等の技術的対策が講じられ､適切に管

理･運用される必要があるため､政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準や日本年

金機構情報セキュリティポリシーに準拠し､管理等することとし､準拠した対応ができない場合は､代替

のリスク軽減策を講じ､機構の承認を得ること｡ 

 用務に必要がなくなり次第､速やかに機構に返却すること｡ 

 受託業務完了後､機構が提供した情報･資料を削除又は返却し､受託者において該当情報を保持しな

いことを誓約する旨の書類を機構へ提出すること｡ 

 機密保持及び情報・資料の取扱いについて、適切な措置が講じられていることを確認するため、機構

が遵守状況の報告や実地調査を求めた場合には応じること。 
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 受託業務の実施に当たり、契約締結後速やかに、別添 3「守秘義務に関する誓約書」を機構に提出す

ること。様式については機構から提供を受けること｡ 

 遵守する法令等 

 「日本年金機構情報セキュリティポリシー」及び「情報セキュリティ対策実施手順書群」の最新版を遵守

すること。 

なお、「日本年金機構情報セキュリティポリシー」及び「情報セキュリティ対策実施手順書群」は非公表

であるが、参考資料 1「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」、参考資料 2「政

府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」及び参考資料 3「政府機関等の対策基準策

定のためのガイドライン」に準拠しているので､必要に応じ参照すること｡ 

「日本年金機構情報セキュリティポリシー」､｢日本年金機構個人情報保護管理規程｣及び「情報セキュリ

ティ対策実施手順書群」の開示については､契約締結後､受託者が担当職員に守秘義務の誓約書を提

出した際に開示する｡ 

 受託業務の実施において､現行情報システムの設計書等を参照する必要がある場合は､作業方法等に

ついて機構の指示に従い､秘密保持契約を締結する等した上で､作業すること｡作業場所は､機構内と

すること｡ 

 受託者は、受託業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法

律、個人情報の保護に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。 

 「日本年金機構情報セキュリティポリシー」及び「情報セキュリティ対策実施手順書群」の改正が行われ

た場合は、改正点に関する影響調査及び対処方法の検討を行い、対応についての協議に応じること。 

 履行開始後すみやかに、別添 5「法令及び契約内容の遵守状況に関する報告書」を提出すること。 

また、受託業務を複数年で契約した場合は、外部委託の開始後１年を経過するごとに、別添 5「法令及

び契約内容の遵守状況に関する報告書」を提出すること。 

 情報セキュリティ管理 

本調達案件の応札希望者は､情報セキュリティ対策として､以下を含む情報セキュリティ管理計画書(案)を応

札時に提出すること｡ 

また、契約締結後、本調達仕様書「5.2 管理体制」及び「第 6 章作業の実施に当たっての遵守事項」におい

て記載した情報セキュリティ要件を満たす情報セキュリティ管理計画書を提出し、機構の承認を受けた上で、

それに基づき情報セキュリティ対策を実施すること。 

なお、機構は実施状況について、随時、実地調査できるものとする。 

 機構から提供する情報の目的外利用を禁止すること。 

 本業務の実施に当たり､受託者又はその従業員､本業務の役務の内容の一部を再委託する先､若しく

はその他の者による意図せざる不正な変更が加えられないための管理体制が整備されていること｡ 

 受託者の資本関係･役員等の情報､本業務の実施場所､本業務従事者の所属･専門性(情報セキュリテ

ィに係る資格･研修実績等)･実績及び国籍に関する情報提供を行うこと｡ 
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 情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること｡ 

 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し､機構へ報告すること｡ 

 情報セキュリティ対策の履行が不十分であると機構が判断した場合は､速やかに改善策を書面にて提

出し､機構の承認を受けた上で実施すること｡ 

 機構が求めた場合に､速やかに情報セキュリティ監査を受入れること｡ 

 本調達の役務内容を一部再委託する場合は､再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリ

ティが十分に確保されるように､｢情報セキュリティ管理計画書｣に記載された措置の実施を担保するこ

と｡ 

 機構から要保護情報を受領する場合は､情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと｡ 

 機構から受領した要保護情報が不要となった場合は､これを確実に返却､又は抹消し､書面にて報告す

ること｡ 

 本業務において､情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合は､速

やかに機構に報告すること｡ 

 本業務に従事する受託者、再委託業者、再々委託業者の情報について､情報セキュリティ管理計画書

の一部として､機器等リストにより､提案書の提出期限の 15 営業日前までに提出すること｡提出された機

器等リストについて､機構がサプライチェーンに係る懸念が払拭されないと判断した場合には､当該リス

クに対応するため､代替品又はリスク低減対策の提出を求めることがあるので留意すること｡なお､機器

等リストの機器等を変更する場合には､事前に機構に申請し､承認を得ること｡ 

 機構へ提示する電子ファイルは事前にウイルスチェック等を行い、悪意のあるソフトウェア等が混入して

いないことを確認すること。 

 監査 

 監査に関する事項 

 受託者は､機構から立入監査の実施を求められた場合は､予告･無予告に関わらずこれに協力するこ

と｡立入監査は履行前､履行中､履行後にそれぞれ行うことがある｡ 

また､複数年契約の場合､履行中に行う立入監査は 1 年ごとに行う｡ 

 受託者は､機構が要求した監査項目を準拠できていることが確認できる書類を可能な限り機構へ提出

すること｡ 

 前項において､受託者の社内規程等のため､書類の提出ができない場合においても､機構が当該書類

の閲覧を求めた場合はこれに応じること｡ 

 再委託先並びに再委託先から更に業務を委託する第三者においても(1)～(3)が適用される｡ 

 機構が受託者の再委託先等への立入監査を求めた場合､受託者は再委託先等に協力させること｡ 

 情報セキュリティ監査 
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 本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために､機構が情報セ

キュリティ監査の実施を必要と判断した場合は､機構がその実施内容(監査内容､対象範囲､実施者等)

を定めて､情報セキュリティ監査を行う(機構が選定した事業者による外部監査を含む)｡ 

 受託者は､機構から監査等の求めがあった場合に､速やかに情報セキュリティ監査を受け入れる部門､

場所､時期､条件等を｢情報セキュリティ監査対応計画書｣等により提示し､監査を受け入れること｡ 

 受託者は自ら実施した外部監査についても機構へ報告すること｡ 

 情報セキュリティ監査の実施については､これらに記載した内容を上回る措置を講ずることを妨げるも

のではない｡ 

 業務履行後において当該業務に関する情報漏えい等が発生した場合であっても､監査を受け入れるこ

と｡ 

 履行完了後の資料の取扱い 

受託者は､担当部署から提供した資料又は担当部署が指定した資料の履行完了後の取扱い(返却･削除等)

について､本仕様書の定めの他､担当部署の指示に従うこと｡ 

 通報窓口の周知 

機構では､受託者の社員等からの通報を受け付ける専用窓口を設置しているので､以下の内容を社内で説

明･周知すること｡ 

 機構では､契約の適正な履行の確保を目的として､受託者に契約違反がある場合に､受託者の社員等

からの通報を受け付けることができるよう専用窓口を設置します｡ 

 今般､貴社との契約を締結したので､当該契約について､今後､不適正な業務の実施が確認された場合

又は疑われる場合は､次の専用窓口までご連絡する｡ 

(通報窓口)日本年金機構へのご意見･ご要望 

 ホームページの場合 

機構ホームページの｢日本年金機構へのご意見･ご要望｣の投稿フォームにより受け付けます｡ 

https://www2.nenkin.go.jp/do/mail/ 

 郵送の場合 

〒168-8505 東京都杉並区高井戸西 3-5-24 

日本年金機構｢日本年金機構へのご意見･ご要望の手紙｣宛てに送付する｡ 

 既存システムへの影響 

本役務の実施の際及び機器導入事業者の作業時に、プリンタ設備等の更改において調達する機器が関係

する既存システムに不具合等の影響を与えた場合には、機構及び関連事業者等と対応について協議の上、

直ちに対応を行うこと。 

 

  

https://www2.nenkin.go.jp/do/mail/
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 成果物の取扱いに関する事項 

 知的財産権の帰属 

 調達に係り作成・変更・更新されるドキュメント類及びプログラムの著作権(著作権法第 21 条から第 28

条までに定める全ての権利を含む。)は、受託者が調達の情報システム開発の従前から権利を保有し

ていた等の明確な理由により、あらかじめ知的財産権の帰属に係る表明書にて権利譲渡不可能と示さ

れたもの以外、機構が所有する現有資産を移行等して発生した権利を含めて全て機構に帰属するも

のとすること。 

また、機構は、納品された当該プログラムの複製物を、著作権法第 47 条 3 の規定に基づき、複製、翻

案すること及び当該作業を第三者に委託し、当該者に行わせることができるものとする。 

なお､当該表明書は応札時に技術提案書と併せて提出すること｡ 

 本件に係り発生した権利については、受託者は著作者人格権を行使しないものとすること。 

 調達に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であっても、受託者は

原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとすること。 

 調達に係り作成・変更・修正されるドキュメント類及びプログラム等に第三者が権利を有する著作物(以

下「既存著作物等」という。)が含まれる場合、受託者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用負担

や使用許諾契約等に係る一切の手続を行うこと。 

この場合、受託者は、事前に当該既存著作物の内容について機構の承認を得ることとし、機構は、既

存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。 

 調達に係り第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争の原因が専ら

機構の責めに帰す場合を除き、受託者の責任、負担において一切を処理すること。 

この場合、機構は係る紛争の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受

託者に委ねる等の協力措置を講ずる。 

 検査 

受託者は､納品する成果物の検査を受けるものとする｡検査における実施事項を以下に示す｡ 

 成果物を、「4.2.1(1)成果物」に示す納品期限に、「4.2.4 納品場所」で指定する場所に納品すること。 

 提案書の記載内容について保証すること。 

 「4.2.1(1)成果物」に記載された以外にも、必要に応じて成果物の提出を求める場合があるので、作成

資料は常に管理し、最新状態に保っておくこと。 

  



 
調達仕様書（日本年金機構プリンタ設備等の更改に伴う拠点展開統括業務） 

32 

 入札参加資格に関する事項 

 入札参加要件 

 公的な資格や認証等の取得 

 プライバシーマーク付与認定、ISO/IEC27001 認証(国際規格)、JIS Q 27001 認証(日本産業規格)のう

ち、いずれかを取得していること。 

また、応札時､そのいずれかの認証の写し提出すること。 

 受託実績 

本調達と同等規模で、機器（端末やプリンタ、スキャナ、複合機等）の拠点展開 

の統括を行った実績があること。また、具体的な実績については、提案書に記載すること｡ 

 履行可能性審査に関する要件 

提案書に以下の事項を記載ないし、添付すること。 

なお、提案書の作成にあたっては、「提案書作成要領」に従い、必要に応じて社名等にマスクをすること。 

また、提案書等の提出後、機構が提案内容等に関するプレゼンテーションを求めた場合に実施すること。 

 本調達仕様書「6.4 情報セキュリティ管理」に基づいて作成した「情報セキュリティ管理計画書(案)」を作

成し提出すること。 

また、「情報セキュリティ管理計画書(案)」は、本業務で取り扱う情報等の特性を十分に踏まえて作成し

たものであること。 

なお、提出された「情報セキュリティ管理計画書(案)」において、履行可能性を認めることができないと

機構が判断した場合は、入札に参加することはできない。 

 「5.3 作業要員に求める資格等の要件」に示す、作業要員の実績、経験年数及び本調達のプロジェクト

に参画することを証明する体制図等を記載すること。 

各責任者及び各管理者について、氏名を記載すること。 

また、各要員が有する資格の証明書を添付すること。 

記載した要員を交代する場合は、「5.3 作業要員に求める資格等の要件」を満たした交代要員の氏名を

報告すること。その際、当初記載の体制と同等の資格等が維持される体制であること。 

 入札制限 

本件調達の公平性を確保するため、参加者は、以下に挙げる事業者並びにこの事業者の「財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第 8 条に規定する親会社及び子会

社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者でないこと。 

 「厚生労働省全体管理組織（PMO）の支援【調達支援等】一式」（本調達の契約日の属する年度の前々

年度以降）の受託者 

 「日本年金機構におけるシステム支援等業務」（本調達の契約日の属する年度の前々年度以降）の受

託者 
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 「社会保険オンラインシステム監査に係る外部委託」（本調達の契約日の属する年度の前々年度以降）

の受託者 

 「日本年金機構における情報セキュリティ監査に係る支援業務」（本調達の契約日の属する年度の前々

年度以降）の受託者 

 「日本年金機構における最高情報セキュリティアドバイザー及び情報セキュリティ対策支援等業務」（本

調達の契約日の属する年度の前々年度以降）の受託者 
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 再委託に関する事項 

 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 

 受託者は､受託業務の全部又は受託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分

(主体的部分)を第三者(受託者の子会社(会社法第 2 条第 3 号に規定する子会社をいう｡)を含む｡)に再

委託することはできない｡ 

また､本事業の契約金額に占める再委託金額の割合は､原則 2 分の 1 未満とすること｡ 

受託者は､知的財産権､情報セキュリティ(機密保持及び遵守事項､ガバナンス等に関して本調達仕様

書が定める受託者)の債務を､再委託先事業者も負うよう必要な処置を実施すること｡ 

また､再委託先事業者の対応について最終的な責任を受託者が負うこと｡ 

なお、本件受託業務における主体的部分及び主体的部分以外の分類を、「表 9.1.1 主体的部分と主

体的部分以外」に示す。 

表 9.1.1 主体的部分と主体的部分以外 

項番 作業分類 作業概要 

1  主体的部分 

企画・判断・管理 

「4.1.1 役務に係る内容」に示す役務のうち以下の作業 

 項番 1「プロジェクト管理」にあたる作業 

 項番 2「移行（事前対応）」のうち（1）、（8）にあたる作業 

項番 3「移行（拠点展開リハーサル）」のうち（1）、（3）、（5）、（6）にあたる作業 

項番 4「移行（拠点展開）」のうち（1）、（3）、（4）、（6）にあたる作業 

2  主体的部分以外 

各種作業 

「4.1.1 役務に係る内容」に示す役務のうち、項番 1 に記載した以外の作業及びそれに付帯

する作業 

 

 承認手続 

受託業務の一部を再委託等する場合は､受託者は再委託等先事業者から､別添 6「再委託等に関する申告

書」を徴取し機構へ提出し､あらかじめ再委託等の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託等を行う業

務の範囲､再委託の必要性及び契約金額について記載した別添 7「再委託等に係る承認申請書｣を提出し､承

認を受けること｡なお､再委託等の相手方は本調達仕様書「8.2 入札制限」の対象となる事業者でないこと。 

当初申請内容に変更が生じた場合は別添 7｢再委託等に係る承認申請書｣に変更内容を記載して提出し､

承認を受けること｡ 

機構からの承認通知を受領した際は､申請書のとおりに再委託､再々委託が行われていることを証明するた

め､受託者は別添 8｢受託証明書｣を再委託先､再々委託先から徴取し機構へ提出すること｡ 
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 その他特記事項 

 前提条件及び制約条件 

 提案内容の変更 

本件受託後に、調達仕様書(別紙 1「要件定義書」を含む)の内容の一部について変更を行おうとする場

合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって機構に申し入れを行うこと。 

 仕様書等の明確化等 

 業務の処理方法等、別途委託要領に定めがある場合は同要領によることとする。 

 仕様書等では業務の処理方法が一義に定まらない事項があることを把握した時、又は仕様書等には

定めがないが判断を要する事項がある時には、機構と受託者は協議の上、仕様書等の不明瞭な点を

明確にするための書面を速やかに取り交わすこととする。 

 前項の書面の取り交わしが完了するまでの間の対応方法については、機構と受託者が協議の上決定

することとする。 

 情報セキュリティに関する第三者評価の認証を証明できる書類の提出 

受託者が委託業務開始前に機構へ提出した、情報セキュリティに関する第三者評価の認証を証明できる

書類(プライバシーマーク又は ISO/IEC27001 又は JISQ27001 の写し)において、契約期間中にその認証期

間が切れる場合、受託者は、その認証期間を更新すること。 

受託者は、認証終了日から 1 か月以内に、情報セキュリティに関する第三者評価の認証期間が更新され

たことが証明できる書類の写しを機構に提出すること。 

 受託者の能力を生かした自由な提案 

受託者は調達仕様書で定める仕様を遵守することを前提に、プロジェクト管理手法、作業を効率化するツ

ール等の提案を行う事を可とする。 

 環境への配慮 

 調達に係る納品物については、参考資料 5「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グ

リーン購入法)」第 6 条に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定める判断の基準を満

たすこと｡ 

なお、本調達に関連する品目及び目標を「表 10.2.1 グリーン購入法対象(参考)」に示すため、受託者

は留意すること。 

表 10.2.1 グリーン購入法対象(参考) 

項番 区分 品目 目標 

1 画像機器等 コピー機等 コピー機、複合機、拡張性のあるデジタルコ

ピー機 

各品目の当該年度の調達（リース・レンタル

契約を含む。）総量（台数）に占める、基準値

１及び基準値２それぞれの基準を満たす物

品の数量（台数）の割合を 100％とする。 

2 プリンタ等 プリンタ、プリンタ複合機、ファクシミリ、スキャ

ナ、プロジェクタ、トナーカートリッジ、インク

カートリッジ 

各品目の当該年度の調達（リース・レンタル

契約を含む。）総量（台数又は個数）に占め

る、基準を満たす物品の数量（台数又は個

数）の割合を 100％とする。 
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項番 区分 品目 目標 

3 電子計算機等 電子計算機、磁気ディスク装置、ディスプレ

イ、記録用メディア  

各品目の当該年度の調達（リース・レンタル

契約を含む。）総量（台数又は個数）に占め

る、基準を満たす物品の数量（台数又は個

数）の割合を 100％とする。   

4 設備 テレワーク用ライセンス 調達を行う場合は、基準を満たす総調達件

数（ライセンス数）となるよう調達を実施する。 

5 Web 会議システム Web 会議システム 調達を行う場合は、基準を満たす総調達件

数（システム数）となるよう調達を実施する。 

6 役務等 会議運営 当該年度に契約する会議の運営を含む委託

業務の総契約件数に占める、基準を満たす

会議の運営を含む委託業務の契約件数の割

合を 100％とする。 

 

 その他 

 厚生労働省全体管理組織(PMO)が担当部署に対して指導、助言等を行った場合には、受託者もその

方針に従うこと。 

 受託者は、デジタル･ガバメント推進に係る政府の各種施策・方針等(今後出されるものを含む。)に従う

こと。 

 厚生労働省全体管理組織(PMO)が担当部署に対して指導･助言等を行った場合や工程管理支援事業

者が担当部署に対して助言等を行った場合には､受託者もその方針に従うこと｡ 
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 附属文書 

 要件定義書 

別紙 1「要件定義書」を参照すること。 

 開発管理標準・開発標準 

別添 1「システム基盤開発 開発管理標準・開発標準」を参照すること。 

 参考資料 

本仕様書に記載の各府省で公表されている各種施策方針については、下の資料を参照すること。 

また、各府省で公表されている各種施策方針及びガイドラインについても必要に応じて確認すること。 

参考資料1 「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」 

参考資料2 「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」 

参考資料3 「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン」 

参考資料4 「IT 製品の調達におけるセキュリティ要件リスト」 

参考資料5 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」 

参考資料6 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」 

参考資料7 「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル」 

参考資料8 「高度サイバー攻撃対処のためのリスク評価等のガイドライン」 

参考資料9 「電子政府推奨暗号リスト」 

参考資料10 「IT スキル標準V3 2011」 

参考資料11 「ITSSのキャリアフレームワークと認定試験・資格の関係」 

参考資料12 「政府情報システムにおけるサポート終了等技術への対応に関する技術レポート」 

参考資料13 「政府情報システムにおけるセキュリティ・バイ・デザインガイドライン」 

 応札希望者が閲覧できる資料一覧表  

入札期間中に開示予定の事業者が閲覧できる資料を以下に示す。 

 業務委託及び機器等の購入における情報セキュリティ対策実施手順書 

 日本年金機構セキュリティパッチ適用基準書 

 脆弱性対策計画（セキュリティパッチ適用）の実施手順書 

 成果物指定フォーマット 

 提案書作成要領 

 閲覧要領 

応札希望者が資料の閲覧を希望する場合は､公告期間中に本調達仕様書「1.9 担当部署・連絡先」に事前

に連絡し承認を得た上で､別添 2｢資料閲覧申請書兼秘密保持誓約書｣を提出した場合に閲覧を許可する｡ 

なお､別添 2｢資料閲覧申請書兼秘密保持誓約書｣の提出は閲覧当日でよい｡ 

 閲覧条件 

 閲覧する者は、「8.2 入札制限」に該当せず、「8.1 入札参加要件」を満たしており、当該入札に参加す

る予定の者、又は予定の法人に勤務する者とする。 
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 閲覧場所 

東京都杉並区高井戸西 3-5-24 

日本年金機構本部(高井戸)構内の指定場所 

※機構の都合により閲覧場所を変更する場合がある。 

 閲覧日時 

閲覧可能期間:官報公告日から提案書作成要領に示す日まで(土、日、祝祭日を除く) 

閲覧可能時間:10:00 から 17:00 まで(12:00 から 13:00 までの時間帯を除く) 

 閲覧手順 

 閲覧希望日の 3 営業日前までに希望日時を申請窓口に連絡する。希望日が複数社で重複した場合

は、機構において調整を行うのでその指示に従うこと。 

なお、希望日時に応じられない場合がある。 

 指定された日時に閲覧場所で、「資料閲覧申請書兼秘密保持誓約書」の確認及び、閲覧者の本人確

認を行う。「資料閲覧申請書兼秘密保持誓約書」については、閲覧期間中に一度提出すれば閲覧日

ごとに提出する必要はない。 

 閲覧者の本人確認は、社員証等、入札予定法人等の社員であることが確認できるもので行う。 

 閲覧には機構の職員が立ち会うので、閲覧者はその指示等に従うこと。 

 閲覧場所にはカメラ等の撮影機器及びパソコン等の記録媒体は持ち込めない。 

また、閲覧時に複写、又は写真撮影等を禁止する。違反行為があった場合は、機構は閲覧を中止、

退去を求める場合がある。 

 閲覧資料の内容についての質問の受付期限は提案書作成要領に示す日までとし、提案書作成要領

に示す日までに回答する。 

 契約締結後に開示する資料 

契約締結後に開示する資料を以下に示す。 

 日本年金機構情報セキュリティポリシー 

 日本年金機構個人情報保護管理規程 

 情報システムの主体認証方式に係る基準書 

 本調達業務遂行に必要となる機構が定める規定及び実施手順等 

 「11.4 応札希望者が閲覧できる資料一覧表」に示す資料 
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 調達案件名 

日本年金機構プリンタ設備等の更改に伴う拠点展開統括業務 

 業務要件の定義 

 業務の範囲 

 業務概要 

機構職員は、本案件で調達する機器を用い、主に以下の業務を行う。 

 適用調査業務 

国民年金・厚生年金にかかる、資格取得（加入）手続きを行う適用業務 

 保険料徴収業務 

個人及び事業主から、保険料を納付を受けるための徴収業務 

 年金給付業務 

年金請求書の受付、年金証書の交付、年金の支払いを行う業務 

 相談業務 

年金に関する相談に窓口等で対応し、年金制度、手続き等の説明及び助言を行う業務 

 記録管理・提供業務 

年金記録を正確に管理するとともに、ねんきん定期便等により年金記録を提供する業務 

 内部管理業務 

機構内の管理を行ううえで必要となる事務用文書等の作成業務 

 業務に必要な体制 

業務の実施に必要な体制を、「表 2.1.2.1 機器を利用する業務の実施に必要な体制」に示す。 

表 2.1.2.1 機器を利用する業務の実施に必要な体制 

項番 実施体制 概要 

1  機構職員 プリンタ設備等の利用者 

2  端末運用管理事業者 機構職員からの問い合わせに対する窓口、運用保守手順に基づくプリンタ設備等の操作及

びプリンタ設備等の運用管理業務の実施者 

 規模 

 利用者数 

プリンタ設備等の利用者数の合計は、「表 2.2.1.1 利用者数」のとおりである。 

表 2.2.1.1 利用者数 

項番 所属 利用者 利用者数 

1 機構本部 機構職員 約 42,000 人 

2 年金事務所等 
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 業務の稼働時間 

業務時間は、原則「表 2.3.1 業務時間」のとおりである。 

ただし、時間外勤務等のため、記載されている時間以外に執務を行う場合がある。 

表 2.3.1 業務時間 

項番 区分 稼働日 時間 備考 

1 平日 月曜から金曜日まで(12 月 29 日から 1 月 3 日、国民の祝日を

除く。) 

8:30 から 17:45 - 

2 休日 土曜日(第 2 週)及び国民の祝日のうちサービス提供が必要と

された日 

8:30 から 17:00 月に 1 回程度 

 

 場所等 

 業務の実施場所 

プリンタ設備を利用する場所は、機構本部、事務センタ及び年金事務所等とする。場所の詳細について

は、別紙 3「機器納品場所一覧」を参照すること。 

 諸設備、必要な物品等の資源の種類及び量 

本機器を使用する上で必要となる机、椅子等の備品、電源等の設備は機構にて準備する。なお設置台

は機器導入事業者の調達範囲のため、機構の準備の対象外とする。 
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 非機能要件の定義 

 統括役務対象システムの全体構成 

本調達における統括の対象機器を含むシステムの構成の概要を、「図 3.1.1 システム全体構成」に示す。 

 

図 3.1.1 システム全体構成 

 規模に関する事項 

 機器数及び設置場所 

 機器数 

本更改において機器導入事業者が納品するハードウェア一覧及び機器数を、別紙 3「機器納品場所

一覧」に示す。 

 設置場所 

本更改において機器導入事業者が納品するハードウェアの設置場所を、「表 3.2.1.1 機器の設置場

本調達の 

責任範囲 
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所」に示す。 

表 3.2.1.1 機器の設置場所 

項番 対象機器 設置場所 

1 モノクロプリンタ、納付書用プリンタ、カラー

プリンタ、ネットワークスキャナ、複合機 

本番機は以下に設置する。 

・ 機構本部 

・ 機構が指定する全国の事務センタ、年金事務所、年金相談センタ等 

先行評価機及び評価機は以下に設置する。 

・ 機構本部(三鷹) 

・ 機構本部(高井戸) 

(詳細は、別紙 3「機器納品場所一覧」を参照すること。) 

 

保守機は、端末運用管理事業者の保管場所及び保守拠点に設置する。 

(当該保管場所及び保守拠点の所在及び設置数は、契約締結後に提示する。) 

 情報セキュリティに関する事項 

 基本事項 

「日本年金機構情報セキュリティポリシー」、「業務委託及び機器等の購入における情報セキュリティ対策

実施手順書」に準拠した情報セキュリティ対策を講ずること。 

なお、「日本年金機構情報セキュリティポリシー」は非公表であるが、参考資料 1「政府機関等のサイバー

セキュリティ対策のための統一基準群」、参考資料 2「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統

一基準」及び参考資料 3「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン」に準拠しているため、必要に

応じ参照すること。 

「日本年金機構情報セキュリティポリシー」の開示については、契約締結後、受託者が機構に守秘義務に

関する誓約書を提出後に開示する。 

情報セキュリティ対策要件の適切な組込みのため､次の内容を実施すること。 

 適合性確認資料の作成 

「日本年金機構情報セキュリティポリシー」で規定した遵守事項及び基本対策事項に記載したセキュリ

ティ対策に適合しているか適合性を判定するため、閲覧資料「情報セキュリティ要件確認実施要領」に

基づき作成された適合性確認資料を確認し、必要に応じ、適合性確認箇所欄に資料・成果物の記載

箇所や名称を記載する等の修正を行い、機構へ提出すること。 

 情報セキュリティ対策要件 

 情報セキュリティが侵害された場合の対処 

本調達に係る業務の遂行において、情報セキュリティが侵害される又はその恐れがある場合には、受

託者は、対面又は電話等の即時性が高い連絡手段にて当該情報セキュリティインシデントに係る第一

報を直ちに機構へ伝達し、必要な対策を講ずるとともに、対応状況を書面にて機構へ報告すること。 

なお、情報セキュリティ侵害の具体例を以下に示す。 

(i) 機構が受託者に提供した情報又は受託者によるアクセスを認めた情報の、外部への漏えい及び

目的外利用 

(ii) 機構が受託者に提供した情報又は受託者によるアクセスを認めた情報以外に対する、受託者の

従業員等による機構のその他の情報へのアクセス 

 情報セキュリティ対策の履行状況の報告 
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本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の実績について、機構から情報の秘密保持

等に係る管理状況の報告を求めた場合には速やかに提出すること｡ 

 情報セキュリティ監査への対応 

機構が別途実施する第三者による情報セキュリティ監査に対応すること。 

 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処 

本調達に係る業務の遂行において、受託者における情報セキュリティ対策の履行が不十分であると認

められる場合には、受託者は、機構の求めに応じ機構と協議を行い、合意した対応を実施すること。 

 情報システム稼働環境に関する事項 

 稼働環境 

今回の更改の対象となるハードウェアは、「表 3.4.1.1 システム環境概要」に示す環境のうち本番環境で

用いて運用される。 

表 3.4.1.1 システム環境概要 

項番 名称 概要 

1  本番環境 機構職員が本番機を用いて業務処理を行う環境として利用する環境。 

2  稼働維持環境 本番稼働後の保守業務に関して、以下の用途で利用する環境。 

①障害発生時の検証 

再現テスト、調査、分析、復旧手順等の検証を行う。 

②本番環境へのリリースに際しての事前検証 

追加機能開発時の検証、パッチ適用、ソフトウェアのバージョンアップ及びハードウェアのフ

ァームウェアのバージョンアップ時の検証、リリース手順、各種設定変更手順の確認等を行

う。 

③機構職員及び関連事業者への保守教育訓練 

機構職員及び関連事業者に対して、運用保守上で必要となる作業の教育等を行う。 

 統括役務に関する事項 

機構及び関連事業者と連携し、以下のとおりプリンタ設備等更改における作業を統括すること。 

また、成果物作成に係る期限に関しては調達仕様書「4.2.1 成果物等」を参照すること。 

なお、本受託者が行う統括役務の範囲は、移行（拠点展開）における機器導入事業者の統括である。 

 プロジェクト管理 

受託者は主に以下の作業を実施し、作業に関連した成果物を作成すること。 

なお、アプリケーション保守等事業者の作業遅延が発生した場合は、機構、アプリケーション保守等事業

者、機器導入事業者と協議で行う協議において、機器導入事業者の作業スケジュールの調整等、拠点展

開工事に影響が出ないような対策実施に協力すること。 

・機構及び関連事業者とのコミュニケーション管理 

・定期的なプロジェクトの進捗状況管理 

・プロジェクトにおける納品成果物の適切な保管及び管理 

・納品成果物の変更履歴管理 

・プロジェクト遂行中に発生する各種課題の管理 

・情報セキュリティ対策の遵守方法策定及び管理 

・プロジェクトの定期的なリスク管理及び回避・受容方法の策定 
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 移行（事前対応） 

 設置レイアウトの最終確定・拠点展開計画の立案 

機構の各拠点と調整のうえ、以下の点に留意し、設置レイアウトと拠点展開日の最終確定を行い、シス

テム間に跨る調整事項を整理したうえで、整合性のある拠点展開作業計画書を立案し、各機器導入事

業者へ通知すること。また、各機器導入事業者の進捗状況や課題を把握し、必要に応じて整合性を維

持したうえで拠点展開計画を適宜見直し・変更すること。 

(i) 拠点展開は、土日祝日及び平日夜間で行うこと。 

ただし、一部拠点において平日日中帯での展開が必要となる場合がある。 

(ii) 事前に端末運用管理事業者から各拠点における機構担当者の連絡先等については共有を受け

ること。 

(iii) 端末運用管理事業者から払い出された図面をもとに、受託者が各拠点における機構担当者と協

議を行い、最終的な設置場所を決定のうえ、その設置場所を記載した図面を作成すること。な

お、拠点側との調整で課題が生じた場合は、本調達仕様書「1.9 担当部署・連絡先」と協議の上、

対策を講じること。 

(iv) 拠点と合意した図面は、端末運用管理事業者が運用工程において管理することとなるため、端末

運用管理事業者に引き渡す必要があるが、提出様式や編集方法について本調達仕様書「1.9 担

当部署・連絡先」と事前に協議すること。 

なお、端末運用管理事業者への引き渡し後に、当該修正内容に起因する誤りや不備が判明した

場合は、契約期間の満了時期に関わらず、瑕疵対応として図面を修正すること。 

(v) 拠点展開前に、機器の増設、撤去及び移設を原則として行わない図面凍結期間を機構と協議し

決定すること。なお、業務上やむを得ない事情により増設又は撤去が必要となる場合は、機構と

協議のうえ対応を決定するものとする。 

(vi) 拠点展開計画の立案にあたっては、不具合等により予定どおり進捗しない場合も考慮して予備日

を設定すること。 

(vii) 拠点展開作業は、複数拠点の展開作業が発生することに留意すること。また、大規模拠点等では

1 拠点の拠点展開作業が 1 日に複数回行われ、複数日に及ぶ場合があるため留意すること。各

回に展開する機器の台数については、受託者が各拠点における機構担当者と協議を行い、現地

拠点との調整を踏まえて決定すること。 

 搬入経路等の確認・調整 

各拠点における搬入経路、駐車スペース、養生の要否・方法、開梱・梱包等の作業場所等を確認し、

各拠点や関連事業者へのヒヤリングや現地訪問等で関連事業者への情報提供等の調整を実施するこ

と。 

 拠点展開当日タイムチャートの拠点合意の取り付け 

各拠点における拠点展開開始から終了までの作業を記載したタイムチャートを作成し、機構の合意を

得ること。 

 拠点における事前準備事項の取りまとめ 

機構にて拠点展開の前日までに必要な作業について拠点へ周知をするため、拠点が事前に準備す
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るべき事項を取りまとめ、機構に報告すること。 

 拠点展開における統制要員の訓練 

拠点展開の統括を実施する要員に対し、事前に留意事項の周知や必要に応じて拠点展開を想定した

訓練を徹底すること。 

 拠点展開作業手順書の作成 

受託者が実施する拠点当展開日の作業内容を整理し、手順書として整理すること。この際、拠点職員

への説明や検収に関する作業についても整理すること。 

 事前申請の取りまとめ 

拠点展開工事における一般道での車両駐車の警察への申請や、年金事務所等の機構敷地内におけ

る車両駐車許可取りの申請を、入館する要員氏名等の情報等を機器導入事業者から必要な情報を収

集し、受託者にて一括申請を行うこと。 

 コンティンジェンシープランの策定 

拠点展開において、災害や事故などの不測の事態により計画どおりの作業実施が困難となった場合

に備え、各機器導入事業者が策定したコンティンジェンシープランを整理し、取りまとめること。また、コ

ンティンジェンシープランが発動された際には、受託者は情報提供および実施支援を行うこと。 

※拠点展開作業計画書の内容の一部として策定するものとする。 

 拠点への周知資料等の作成 

機構本部から各拠点へ連絡・周知を行う際に使用する資料等を受託者が作成すること。 

 移行（拠点展開リハーサル） 

 拠点展開リハーサルの計画策定 

拠点展開リハーサル当日の実施計画について、関連事業者と調整のうえ、策定する。 

 拠点展開リハーサル作業手順書の作成 

拠点展開リハーサル当日に受託者が実施する作業内容を整理し、手順書として整理すること。 

 拠点展開リハーサルの全体統制 

拠点展開リハーサルにおいて、複数拠点が同時に更改することを前提として、各拠点の進捗状況を管

理し、併せて、各アプリケーション保守等事業者の作業についても円滑にコミュニケーションが実施さ

れるよう、リハーサル作業の全体を統制すること。 

 拠点展開リハーサルの現地統制 

拠点展開リハーサルにおいて、作業を実施する拠点で各機器導入事業者等と連携し、必要な情報提

供や調整支援を行い、リハーサルを安全に完了できるように推進すること。 

 印字テストの実施 

各機器導入事業者が、機器単体での印字テストを実施した後、接続先システムからの印刷指示に基づ

き、問題なく印字できるか等の確認テストを行うこと。 

 課題発生への対応 
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(i) 拠点展開リハーサルにおいて、本受託役務の範囲で課題が発生した場合、迅速に必要な対策を

講じられるよう対応体制を整備すること。 

(ii) 他業者が管理する課題については、情報提供や調整支援を行い、進捗状況を把握すること。 

 不具合解決に向けた対応 

拠点展開リハーサルにおいて発見された不具合について、解決に向けた対策を検討し、関連事業者

と協議の上、本番における拠点展開までに課題解消に向けた取り組みを実施すること。対策の検討に

あたっては、原因の切り分けと担当する業者を明確に割り当てること。また、他業者が実施する取り組

みについては、必要に応じて情報提供や調整支援を行うこと。 

 移行（拠点展開） 

 拠点展開の全体統制 

(i) 拠点の進捗状況を管理し、機器導入事業者、各アプリケーション保守等事業者及び端末運用管

理事業者とコミュニケーションをとりつつ、拠点展開作業の全体を統制すること。また、作業の進捗

状況を適宜、機構の担当職員に報告すること。 

(ii) 現場統制の状況を把握し、当日の全ての拠点展開が完了し次第、機構に対して完了報告をメー

ル、または電話で実施すること。 

 拠点展開の現地統制 

(i) 拠点展開当日において、作業を実施する拠点において各機器導入事業者等と連携し、必要な情

報提供や調整支援を行い、拠点展開を安全に完了できるように推進すること。 

また、現地での作業進捗状況を適宜、拠点展開本部の要員を通して、機構の担当職員に報告す

ること。 

なお、各拠点に配置する要員数については、別紙 3「機器納品場所一覧」に記載の機器台数、フ

ロア数、階数を参照し、拠点展開作業の統制に必要と判断する人数を割り当てること。 

(ii) 拠点展開の開始前及び終了後に、機器導入事業者も交えてミーティングを実施し、作業におい

て齟齬が生じないよう対応する。 

(iii) 展開作業日当日に機構からの要望を受けて拠点内における機器の設置場所について変更の要

望があった場合は、機構及び関連事業者と協議の上対応し、最終的な設置場所を機構に図面を

用いて報告すること。 

 印字テストの実施 

各機器導入事業者が、機器単体での印字テストを実施した後、接続先システムからの印刷指示に基づ

き、問題なく印字できるか等の確認テストを行うこと。 

 課題発生への対応 

(i) 拠点展開において、本受託役務の範囲で課題が発生した場合、迅速に必要な対策を講じられる

よう対応体制を整備すること。 

(ii) 他業者が管理する課題については、情報提供や調整支援を行い、進捗状況を把握すること。 

(iii) 拠点展開の立会い責任者からの問い合わせやトラブル対応発生時の窓口としての対応を行うこ

と。 

 不具合解決に向けた対応 
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(i) 機器導入事業者に対して、導入する機器で不具合が発生した場合に備え、保守機の用意につい

て事前調整を行うこと。 

(ii) 不具合発生時に、各関連事業者と対応について連絡できる準備をしておくこと。 

(iii) 発見された不具合について、関連事業者と協議し、原因を切り分けたうえで担当業者を明確に割

り当てること。 

(iv) 他業者が実施する対応策については、必要に応じて情報提供や調整支援を行い、進捗状況を

把握すること。 

 機器利用開始日立ち合い対応 

利用開始日に立ち合いを行い、発生したトラブルへの対応及び状況管理を実施すること。 

 トラブルや課題の対応状況の報告 

機器設置後に発生したトラブルや課題を確認・整理し、拠点展開完了までの間、機構へ定期的に報告

すること。報告頻度は受託後に協議とする。 

 運用管理業者への引継ぎ 

拠点展開が全て完了した後に、拠点展開実施後の各拠点の図面及び各機器導入事業者にて対応し

たサービス開始後のトラブルや課題の対応状況について、端末運用管理事業者に契約終了までに引

き継ぐこと。 



別紙2_全体概要スケジュール

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

主要マイルストン
（統括事業者）

統括事業者

機器導入事業者

端末運用管理事業者

事業者
令和9年 令和10年

▲
履行開始 ▲

拠点展開リハーサル

▲
サービスイン判定 ▲

拠点展開開始

▲
拠点展開終了

影響調査/基盤基本設計 基盤結合テスト 総合テスト
基盤詳細
設計

基盤環境構
築/単体テスト

受入

移行（拠点展開準備）
移行（拠点展開）
※複数回に分けて実施

リース及び保守/運用支援
※先行評価機・評価機納入から令和10年3月31日までは、先行評価機及び評価機のみ対象、令和10年4月1日～令和15年3月31日は、全台が対象

移行（拠点展開準備）
移行（拠点展開）
※複数回に分けて実施

移行
（拠点展開リハーサル準備/実施）

運用管理業務

移行（拠点展開）
※複数回に分けて実施

各種成果物
作成



別紙3_機器納品場所一覧
※ 本紙に記載の内容（拠点、台数等）は過去時点の情報であるため、確定情報は、別途契約後に機構より提示する。
拠点規模の定義
特大 拠点 更改台数が80台以上
大 拠点 更改台数が50～79台
中 拠点 更改台数が10～49台
小 拠点 更改台数が1～9台
外部 組織 外部組織

項番 拠点種別 都道府県 拠点名称 規模 フロア数

1 事務センタ 北海道 北海道事務センター 特大 5 123 6 13 2 3
2 事務センタ 宮城 仙台広域事務センター 特大 8 245 8 33 0 5
3 事務センタ 埼玉 埼玉広域事務センター 特大 8 177 8 26 2 5
4 事務センタ 群馬 高崎広域事務センター 特大 5 79 4 15 0 4
5 事務センタ 東京 東京広域事務センター 特大 18 541 8 28 4 8
6 事務センタ 神奈川 神奈川事務センター 特大 4 115 4 15 1 2
7 事務センタ 石川 金沢広域事務センター 大 5 46 3 8 0 3
8 事務センタ 大阪 大阪広域事務センター 特大 10 452 8 37 5 5
9 事務センタ 愛知 名古屋広域事務センター 特大 7 242 16 40 1 9
10 事務センタ 兵庫 兵庫事務センター 特大 3 151 3 15 2 2
11 事務センタ 京都 京都事務センター 特大 3 97 3 11 2 2
12 事務センタ 岡山 岡山広域事務センター 特大 2 79 2 12 0 3
13 事務センタ 広島 広島広域事務センター 特大 6 103 3 17 3 2
14 事務センタ 香川 高松広域事務センター 特大 6 120 6 17 5 4
15 事務センタ 福岡 福岡広域事務センター 特大 8 290 12 34 1 9
16 事務所 北海道 札幌東年金事務所 中 2 33 4 5 1 1
17 事務所 北海道 札幌西年金事務所 大 3 42 2 7 1 1
18 事務所 北海道 函館年金事務所 中 2 29 3 5 1 1
19 事務所 北海道 旭川年金事務所 中 2 27 2 5 1 1
20 事務所 北海道 釧路年金事務所 中 2 20 2 5 1 1
21 事務所 北海道 岩見沢年金事務所 中 2 13 1 5 1 1
22 事務所 北海道 室蘭年金事務所 中 1 13 1 4 0 1
23 事務所 北海道 小樽年金事務所 中 2 15 1 5 1 1
24 事務所 北海道 北見年金事務所 中 2 17 2 5 1 1
25 事務所 北海道 帯広年金事務所 中 2 22 3 5 1 1
26 事務所 北海道 砂川年金事務所 中 1 12 1 4 0 1
27 事務所 北海道 稚内年金事務所 中 1 8 1 4 0 1
28 事務所 北海道 留萌年金事務所 中 1 9 1 4 0 1
29 事務所 北海道 苫小牧年金事務所 中 2 17 2 5 0 1
30 事務所 北海道 札幌北年金事務所 中 2 26 3 5 1 1
31 事務所 北海道 新さっぽろ年金事務所 中 2 26 2 6 1 1
32 事務所 青森 青森年金事務所 中 2 20 2 5 1 1
33 事務所 青森 八戸年金事務所 中 2 20 2 5 0 1
34 事務所 青森 弘前年金事務所 中 1 22 2 5 0 1
35 事務所 青森 むつ年金事務所 中 1 11 1 3 0 1
36 事務所 岩手 盛岡年金事務所 中 2 23 2 5 0 1
37 事務所 岩手 一関年金事務所 中 2 19 2 5 1 1
38 事務所 岩手 宮古年金事務所 中 1 10 1 4 0 1
39 事務所 岩手 二戸年金事務所 中 1 8 1 4 0 1
40 事務所 岩手 花巻年金事務所 中 1 13 2 4 0 1
41 事務所 宮城 仙台南年金事務所 中 2 18 2 5 1 1
42 事務所 宮城 仙台北年金事務所 中 2 18 2 5 1 1
43 事務所 宮城 石巻年金事務所 中 2 18 2 5 1 1
44 事務所 宮城 石巻年金事務所(気仙沼) 中 2 3 0 1 0 0
45 事務所 宮城 古川年金事務所 中 2 16 2 5 1 1
46 事務所 宮城 仙台東年金事務所 中 3 26 2 8 1 1
47 事務所 宮城 大河原年金事務所 中 2 10 1 5 1 1
48 事務所 秋田 秋田年金事務所 中 2 23 2 6 1 1
49 事務所 秋田 鷹巣年金事務所 中 1 15 2 5 0 1
50 事務所 秋田 大曲年金事務所 中 2 18 2 5 0 1
51 事務所 秋田 本荘年金事務所 中 1 7 1 5 0 1
52 事務所 山形 山形年金事務所 中 2 23 2 5 1 1
53 事務所 山形 鶴岡年金事務所 中 2 16 2 5 1 1
54 事務所 山形 米沢年金事務所 中 2 13 2 5 1 1
55 事務所 山形 新庄年金事務所 中 1 8 2 4 0 1
56 事務所 山形 寒河江年金事務所 中 1 9 1 4 0 1
57 事務所 福島 東北福島年金事務所 中 2 20 2 5 1 1
58 事務所 福島 平年金事務所 中 3 24 2 6 1 1
59 事務所 福島 郡山年金事務所 中 2 29 2 6 1 1
60 事務所 福島 会津若松年金事務所 中 2 17 2 5 1 1
61 事務所 福島 相馬年金事務所 中 2 10 1 6 1 1
62 事務所 福島 白河年金事務所 中 1 11 1 4 0 1
63 事務所 茨城 水戸南年金事務所 中 2 19 2 5 0 1
64 事務所 茨城 土浦年金事務所 中 2 31 4 6 0 1
65 事務所 茨城 日立年金事務所 中 2 13 1 6 1 1
66 事務所 茨城 下館年金事務所 中 2 23 2 5 0 1
67 事務所 茨城 水戸北年金事務所 中 2 23 2 5 1 1
68 事務所 栃木 宇都宮西年金事務所 中 2 21 2 5 0 1
69 事務所 栃木 栃木年金事務所 中 2 31 3 5 1 1
70 事務所 栃木 大田原年金事務所 中 1 13 2 5 0 1
71 事務所 栃木 今市年金事務所 中 1 9 1 5 0 1

XPRINS NPR CPR SCAN
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項番 拠点種別 都道府県 拠点名称 規模 フロア数
XPRINS NPR CPR SCAN

72 事務所 栃木 宇都宮東年金事務所 中 2 19 2 5 1 1
73 事務所 群馬 前橋年金事務所 中 2 23 2 5 0 1
74 事務所 群馬 桐生年金事務所 中 2 13 1 5 0 1
75 事務所 群馬 高崎年金事務所 中 2 23 2 5 0 1
76 事務所 群馬 渋川年金事務所 中 2 11 1 5 1 1
77 事務所 群馬 太田年金事務所 中 2 16 2 5 0 1
78 事務所 埼玉 浦和年金事務所 大 4 54 4 10 1 2
79 事務所 埼玉 浦和年金事務所(川口分室) 中 1 16 1 3 1 1
80 事務所 埼玉 熊谷年金事務所 中 3 27 3 7 1 1
81 事務所 埼玉 熊谷年金事務所(加須分室) 中 1 5 0 3 1 1
82 事務所 埼玉 川越年金事務所 大 1 52 5 6 0 1
83 事務所 埼玉 大宮年金事務所 大 2 41 4 6 1 1
84 事務所 埼玉 春日部年金事務所 大 2 37 3 9 0 1
85 事務所 埼玉 秩父年金事務所 中 2 8 1 5 0 1
86 事務所 埼玉 所沢年金事務所 大 3 35 3 7 1 1
87 事務所 埼玉 越谷年金事務所 中 2 31 3 6 1 1
88 事務所 千葉 千葉年金事務所 中 2 31 4 8 0 1
89 事務所 千葉 千葉年金事務所(茂原分室) 中 1 9 0 4 0 1
90 事務所 千葉 船橋年金事務所 中 2 32 3 6 0 1
91 事務所 千葉 木更津年金事務所 中 2 24 3 5 0 1
92 事務所 千葉 佐原年金事務所 中 2 17 2 5 1 1
93 事務所 千葉 佐原年金事務所(成田分室) 中 1 8 0 3 0 1
94 事務所 千葉 松戸年金事務所 大 2 38 3 7 0 2
95 事務所 千葉 幕張年金事務所 中 2 29 4 6 0 1
96 事務所 千葉 市川年金事務所 中 2 22 3 6 0 1
97 事務所 東京 千代田年金事務所 大 2 36 1 10 1 1
98 事務所 東京 港年金事務所 大 4 42 3 9 1 1
99 事務所 東京 中央年金事務所 中 3 30 2 8 3 1
100 事務所 東京 上野年金事務所 中 2 23 2 5 1 1
101 事務所 東京 文京年金事務所 中 3 15 2 6 0 1
102 事務所 東京 足立年金事務所 中 2 29 4 5 1 1
103 事務所 東京 江東年金事務所 中 3 21 3 6 0 1
104 事務所 東京 江戸川年金事務所 中 2 23 4 6 1 1
105 事務所 東京 墨田年金事務所 中 2 19 2 6 1 1
106 事務所 東京 葛飾年金事務所 中 2 18 2 6 1 1
107 事務所 東京 板橋年金事務所 中 4 24 3 10 0 2
108 事務所 東京 池袋年金事務所 中 2 20 2 7 1 1
109 事務所 東京 新宿年金事務所 大 5 46 6 14 1 2
110 事務所 東京 杉並年金事務所 中 2 16 2 8 1 2
111 事務所 東京 渋谷年金事務所 中 4 28 2 7 1 1
112 事務所 東京 世田谷年金事務所 中 3 17 4 6 1 1
113 事務所 東京 世田谷年金事務所(三軒茶屋相談室) 中 1 17 0 3 0 1
114 事務所 東京 品川年金事務所 中 2 25 2 6 1 1
115 事務所 東京 大田年金事務所 中 1 29 3 7 1 1
116 事務所 東京 立川年金事務所 中 3 29 3 7 0 1
117 事務所 東京 武蔵野年金事務所 中 3 30 4 7 1 1
118 事務所 東京 八王子年金事務所 中 2 31 5 7 0 1
119 事務所 東京 練馬年金事務所 中 2 22 3 7 1 1
120 事務所 東京 目黒年金事務所 中 2 14 2 6 0 1
121 事務所 東京 荒川年金事務所 中 2 12 2 5 0 1
122 事務所 東京 北年金事務所 中 3 15 2 8 0 1
123 事務所 東京 中野年金事務所 中 1 17 2 6 0 2
124 事務所 東京 府中年金事務所 中 2 26 4 5 1 1
125 事務所 東京 青梅年金事務所 中 2 18 2 6 0 1
126 事務所 神奈川 鶴見年金事務所 中 2 28 2 6 1 1
127 事務所 神奈川 横浜中年金事務所 中 5 32 2 7 1 1
128 事務所 神奈川 横浜南年金事務所 中 2 20 3 6 0 1
129 事務所 神奈川 港北年金事務所 中 2 29 3 5 1 1
130 事務所 神奈川 港北年金事務所(青葉台分室) 中 1 13 1 2 1 1
131 事務所 神奈川 横浜西年金事務所 中 1 27 3 5 0 1
132 事務所 神奈川 川崎年金事務所 中 2 23 2 5 0 1
133 事務所 神奈川 平塚年金事務所 中 2 24 2 6 0 1
134 事務所 神奈川 相模原年金事務所 中 2 27 4 5 0 1
135 事務所 神奈川 相模原年金事務所(相模原中央分室) 中 1 10 1 2 1 1
136 事務所 神奈川 小田原年金事務所 中 2 16 2 5 0 1
137 事務所 神奈川 横須賀年金事務所 中 3 23 2 6 1 1
138 事務所 神奈川 高津年金事務所 中 3 28 4 6 1 1
139 事務所 神奈川 厚木年金事務所 中 2 24 2 5 0 1
140 事務所 神奈川 藤沢年金事務所/神奈川事務センター 別途連携 別途連携 32 3 5 0 1
141 事務所 新潟 新潟西年金事務所 中 2 23 2 8 1 1
142 事務所 新潟 長岡年金事務所 中 2 19 2 5 1 1
143 事務所 新潟 上越年金事務所 中 2 15 2 5 1 1
144 事務所 新潟 三条年金事務所 中 2 17 2 5 0 1
145 事務所 新潟 新発田年金事務所 中 2 12 2 5 0 1
146 事務所 新潟 柏崎年金事務所 中 1 7 1 4 0 1
147 事務所 新潟 新潟東年金事務所 中 1 24 2 3 0 1
148 事務所 新潟 六日町年金事務所 中 1 10 1 4 0 1
149 事務所 富山 富山年金事務所 中 2 21 2 5 1 1
150 事務所 富山 高岡年金事務所 中 2 17 2 5 1 1
151 事務所 富山 魚津年金事務所 中 2 10 2 5 1 1
152 事務所 富山 砺波年金事務所 中 2 10 1 5 1 1
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153 事務所 石川 金沢北年金事務所 中 2 23 2 5 1 1
154 事務所 石川 七尾年金事務所 中 2 16 1 5 1 1
155 事務所 石川 小松年金事務所 中 2 15 2 5 0 1
156 事務所 石川 金沢南年金事務所 中 2 19 1 5 0 1
157 事務所 福井 福井年金事務所 中 2 22 2 5 0 2
158 事務所 福井 敦賀年金事務所 中 2 9 1 5 1 1
159 事務所 福井 武生年金事務所 中 1 11 1 4 0 1
160 事務所 山梨 甲府年金事務所 中 2 22 2 5 1 1
161 事務所 山梨 大月年金事務所 中 1 13 1 5 0 1
162 事務所 山梨 竜王年金事務所 中 2 22 2 5 1 1
163 事務所 長野 長野南年金事務所 中 2 20 3 5 1 1
164 事務所 長野 岡谷年金事務所 中 1 11 2 4 0 1
165 事務所 長野 飯田年金事務所 中 1 10 1 4 0 1
166 事務所 長野 松本年金事務所 中 2 24 2 5 1 1
167 事務所 長野 小諸年金事務所 中 1 16 2 4 0 1
168 事務所 長野 伊那年金事務所 中 1 10 1 4 0 1
169 事務所 長野 長野北年金事務所 中 1 12 1 4 0 1
170 事務所 岐阜 岐阜南年金事務所 中 1 14 2 4 0 1
171 事務所 岐阜 多治見年金事務所 中 2 22 2 5 1 1
172 事務所 岐阜 大垣年金事務所 中 2 19 2 5 0 1
173 事務所 岐阜 高山年金事務所 中 2 14 2 5 1 1
174 事務所 岐阜 美濃加茂年金事務所 中 2 17 2 5 0 1
175 事務所 岐阜 岐阜北年金事務所 中 2 26 2 6 0 1
176 事務所 静岡 静岡年金事務所 中 2 22 2 6 1 1
177 事務所 静岡 浜松東年金事務所 中 2 18 2 5 1 1
178 事務所 静岡 浜松西年金事務所 中 2 23 3 5 0 1
179 事務所 静岡 沼津年金事務所 中 2 22 2 5 1 1
180 事務所 静岡 島田年金事務所 中 2 20 2 5 1 1
181 事務所 静岡 富士年金事務所 中 2 20 2 5 1 1
182 事務所 静岡 清水年金事務所 中 2 18 1 5 0 1
183 事務所 静岡 三島年金事務所 中 2 19 2 5 1 1
184 事務所 静岡 掛川年金事務所 中 2 17 1 5 1 1
185 事務所 大阪 大手前年金事務所 大 2 37 2 11 0 2
186 事務所 大阪 堀江年金事務所 中 3 18 1 7 1 1
187 事務所 大阪 市岡年金事務所 中 2 16 2 5 1 1
188 事務所 大阪 天満年金事務所 中 2 21 1 5 1 1
189 事務所 大阪 淀川年金事務所 中 2 26 2 5 1 1
190 事務所 大阪 今里年金事務所 中 2 12 2 4 0 1
191 事務所 大阪 福島年金事務所 中 2 16 1 5 0 1
192 事務所 大阪 城東年金事務所 中 2 17 2 7 1 1
193 事務所 大阪 天王寺年金事務所 中 3 32 3 7 1 1
194 事務所 大阪 難波年金事務所 中 2 11 1 5 0 1
195 事務所 大阪 玉出年金事務所 中 2 23 3 6 1 1
196 事務所 大阪 八尾年金事務所 中 2 24 3 5 0 1
197 事務所 大阪 枚方年金事務所 中 3 33 3 7 0 1
198 事務所 大阪 豊中年金事務所 中 2 26 4 5 1 1
199 事務所 大阪 平野年金事務所 中 2 21 2 5 1 1
200 事務所 大阪 貝塚年金事務所 中 2 28 3 7 0 1
201 事務所 大阪 堺東年金事務所 中 3 29 4 7 1 1
202 事務所 大阪 東大阪年金事務所 中 2 27 3 5 1 1
203 事務所 大阪 吹田年金事務所 大 3 38 4 7 0 1
204 事務所 大阪 守口年金事務所 中 1 24 2 5 0 1
205 事務所 大阪 堺西年金事務所 中 2 23 2 5 0 1
206 事務所 兵庫 三宮年金事務所 中 2 24 2 8 1 1
207 事務所 兵庫 須磨年金事務所 中 2 27 2 5 1 1
208 事務所 兵庫 東灘年金事務所 中 1 14 2 3 0 1
209 事務所 兵庫 兵庫年金事務所 中 3 21 3 5 0 1
210 事務所 兵庫 尼崎年金事務所 大 2 36 5 7 1 1
211 事務所 兵庫 姫路年金事務所 中 2 38 3 5 0 1
212 事務所 兵庫 明石年金事務所 中 2 28 3 5 0 1
213 事務所 兵庫 豊岡年金事務所 中 2 11 1 4 0 1
214 事務所 兵庫 西宮年金事務所 大 2 41 4 6 0 1
215 事務所 兵庫 加古川年金事務所 中 2 26 3 5 1 1
216 事務所 愛知 大曽根年金事務所 大 2 38 3 7 0 1
217 事務所 愛知 鶴舞年金事務所 中 2 21 1 5 0 2
218 事務所 愛知 笠寺年金事務所 中 2 23 2 6 0 1
219 事務所 愛知 中村年金事務所 中 3 29 2 6 1 1
220 事務所 愛知 熱田年金事務所 中 2 22 2 5 0 1
221 事務所 愛知 昭和年金事務所 中 2 18 2 5 1 1
222 事務所 愛知 名古屋北年金事務所 中 1 17 2 3 1 1
223 事務所 愛知 名古屋西年金事務所 中 2 18 2 5 0 1
224 事務所 愛知 豊橋年金事務所 中 2 23 2 6 1 1
225 事務所 愛知 一宮年金事務所 中 3 33 3 6 1 1
226 事務所 愛知 岡崎年金事務所 中 2 17 2 5 1 1
227 事務所 愛知 半田年金事務所 中 2 24 2 5 0 1
228 事務所 愛知 刈谷年金事務所 中 3 24 2 6 1 1
229 事務所 愛知 瀬戸年金事務所 中 2 13 1 5 0 1
230 事務所 愛知 豊田年金事務所 中 2 18 2 5 1 1
231 事務所 愛知 豊川年金事務所 中 2 13 1 5 0 1
232 事務所 三重 津年金事務所 中 2 37 2 6 1 1
233 事務所 三重 四日市年金事務所 中 3 28 2 8 1 1
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234 事務所 三重 松阪年金事務所 中 1 15 2 4 0 1
235 事務所 三重 尾鷲年金事務所 中 1 10 1 3 0 1
236 事務所 三重 伊勢年金事務所 中 1 15 2 4 0 1
237 事務所 滋賀 大津年金事務所 中 1 20 2 5 0 1
238 事務所 滋賀 彦根年金事務所 中 1 16 2 6 1 1
239 事務所 滋賀 草津年金事務所 中 2 27 2 5 0 1
240 事務所 京都 上京年金事務所 中 2 20 2 5 0 1
241 事務所 京都 中京年金事務所 中 2 19 2 5 0 1
242 事務所 京都 下京年金事務所 中 2 17 1 5 1 1
243 事務所 京都 京都南年金事務所 中 3 32 3 7 1 1
244 事務所 京都 京都西年金事務所 中 2 30 2 6 1 1
245 事務所 京都 舞鶴年金事務所 中 2 14 1 6 1 1
246 事務所 奈良 奈良年金事務所 中 2 29 2 5 0 1
247 事務所 奈良 大和高田年金事務所 中 2 19 2 5 1 1
248 事務所 奈良 桜井年金事務所 中 2 18 2 5 1 1
249 事務所 和歌山 和歌山東年金事務所 中 2 29 2 5 0 1
250 事務所 和歌山 田辺年金事務所 中 1 13 1 4 0 1
251 事務所 和歌山 田辺年金事務所(新宮分室) 中 1 6 1 3 0 1
252 事務所 和歌山 和歌山西年金事務所 中 1 12 1 4 0 1
253 事務所 鳥取 鳥取年金事務所 中 2 14 2 5 1 1
254 事務所 鳥取 米子年金事務所 中 2 16 2 5 1 1
255 事務所 鳥取 倉吉年金事務所 中 1 10 1 4 0 1
256 事務所 島根 松江年金事務所 中 2 20 2 5 1 1
257 事務所 島根 浜田年金事務所 中 2 13 1 5 1 1
258 事務所 島根 出雲年金事務所 中 2 11 2 5 0 1
259 事務所 岡山 岡山西年金事務所 中 2 25 3 5 0 2
260 事務所 岡山 倉敷東年金事務所 中 2 29 2 5 1 1
261 事務所 岡山 津山年金事務所 中 2 16 2 5 0 1
262 事務所 岡山 高梁年金事務所 中 1 10 1 4 0 1
263 事務所 岡山 岡山東年金事務所 中 2 21 2 5 0 1
264 事務所 岡山 倉敷西年金事務所 中 2 15 2 5 0 1
265 事務所 広島 広島東年金事務所 大 4 41 2 10 1 1
266 事務所 広島 広島西年金事務所 中 2 19 2 4 1 1
267 事務所 広島 福山年金事務所 中 2 24 3 5 1 1
268 事務所 広島 呉年金事務所 中 3 23 2 7 0 1
269 事務所 広島 呉年金事務所(東広島分室) 中 1 8 0 2 0 1
270 事務所 広島 三原年金事務所 中 2 17 2 5 1 1
271 事務所 広島 三次年金事務所 中 1 10 1 4 0 1
272 事務所 広島 広島南年金事務所 中 2 20 2 5 0 1
273 事務所 広島 備後府中年金事務所 中 1 11 1 4 0 1
274 事務所 山口 山口年金事務所 中 2 14 2 5 1 1
275 事務所 山口 下関年金事務所 中 2 20 2 5 0 1
276 事務所 山口 徳山年金事務所 中 2 15 2 5 0 1
277 事務所 山口 宇部年金事務所 中 2 17 2 5 1 1
278 事務所 山口 岩国年金事務所 中 2 13 2 5 0 1
279 事務所 山口 萩年金事務所 中 1 13 1 4 0 1
280 事務所 徳島 徳島北年金事務所 中 2 24 3 5 1 1
281 事務所 徳島 阿波半田年金事務所 中 1 8 1 4 0 1
282 事務所 徳島 徳島南年金事務所 中 2 14 2 6 1 1
283 事務所 香川 高松東年金事務所 中 2 13 1 5 0 1
284 事務所 香川 高松西年金事務所 中 2 29 2 7 0 1
285 事務所 香川 善通寺年金事務所 中 2 23 2 5 1 1
286 事務所 愛媛 松山西年金事務所 中 2 20 1 6 0 1
287 事務所 愛媛 今治年金事務所 中 1 15 1 4 0 1
288 事務所 愛媛 宇和島年金事務所 中 1 12 1 4 0 1
289 事務所 愛媛 松山東年金事務所 中 2 22 2 6 1 1
290 事務所 愛媛 新居浜年金事務所 中 2 17 2 5 1 1
291 事務所 高知 高知東年金事務所 中 2 15 2 3 0 2
292 事務所 高知 幡多年金事務所 中 2 9 1 5 0 1
293 事務所 高知 南国年金事務所 中 1 11 2 4 0 1
294 事務所 高知 高知西年金事務所 中 2 16 2 7 0 1
295 事務所 福岡 博多年金事務所 中 2 44 2 9 2 2
296 事務所 福岡 中福岡年金事務所 中 3 22 2 6 1 1
297 事務所 福岡 南福岡年金事務所 中 2 30 4 6 0 1
298 事務所 福岡 小倉北年金事務所 中 2 25 2 5 0 1
299 事務所 福岡 久留米年金事務所 中 2 29 3 5 1 1
300 事務所 福岡 直方年金事務所 中 2 25 2 5 0 1
301 事務所 福岡 八幡年金事務所 中 2 26 3 5 0 1
302 事務所 福岡 大牟田年金事務所 中 2 17 2 5 1 1
303 事務所 福岡 東福岡年金事務所 中 2 22 4 5 0 1
304 事務所 福岡 小倉南年金事務所 中 2 17 2 5 0 1
305 事務所 福岡 西福岡年金事務所 中 2 29 3 5 0 1
306 事務所 佐賀 佐賀年金事務所 中 2 30 2 8 1 1
307 事務所 佐賀 唐津年金事務所 中 2 15 2 6 1 1
308 事務所 佐賀 武雄年金事務所 中 2 14 1 5 1 1
309 事務所 長崎 長崎南年金事務所 中 2 24 2 6 0 1
310 事務所 長崎 長崎北年金事務所 中 2 14 1 4 1 1
311 事務所 長崎 佐世保年金事務所 中 2 18 2 5 0 1
312 事務所 長崎 諫早年金事務所 中 2 18 2 6 1 1
313 事務所 熊本 熊本東年金事務所 中 2 34 2 5 1 1
314 事務所 熊本 熊本西年金事務所 中 3 26 3 6 1 1
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315 事務所 熊本 八代年金事務所 中 2 21 1 5 0 1
316 事務所 熊本 本渡年金事務所 中 1 11 1 4 0 1
317 事務所 熊本 玉名年金事務所 中 1 13 1 4 0 1
318 事務所 大分 大分年金事務所 中 2 28 3 6 1 1
319 事務所 大分 別府年金事務所 中 2 26 2 5 1 1
320 事務所 大分 佐伯年金事務所 中 1 15 2 5 0 1
321 事務所 大分 日田年金事務所 中 1 9 1 4 0 1
322 事務所 宮崎 宮崎年金事務所 中 1 26 2 5 0 1
323 事務所 宮崎 延岡年金事務所 中 1 16 2 5 0 1
324 事務所 宮崎 都城年金事務所 中 1 15 2 5 0 1
325 事務所 宮崎 高鍋年金事務所 中 1 8 1 5 0 1
326 事務所 鹿児島 鹿児島南年金事務所 中 2 15 1 5 0 1
327 事務所 鹿児島 川内年金事務所 中 1 15 2 4 0 1
328 事務所 鹿児島 鹿屋年金事務所 中 1 12 2 4 0 1
329 事務所 鹿児島 奄美大島年金事務所 中 1 8 2 4 0 1
330 事務所 鹿児島 鹿児島北年金事務所 中 3 21 2 6 0 1
331 事務所 鹿児島 加治木年金事務所 中 1 14 1 4 0 1
332 事務所 沖縄 那覇年金事務所 中 2 29 4 6 0 1
333 事務所 沖縄 コザ年金事務所 中 1 24 4 6 0 1
334 事務所 沖縄 名護年金事務所 中 1 9 2 4 0 1
335 事務所 沖縄 平良年金事務所 中 1 8 1 4 0 1
336 事務所 沖縄 石垣年金事務所 中 1 5 1 4 0 1
337 事務所 沖縄 浦添年金事務所 中 1 18 3 5 0 1
338 機構本部 東京 中央年金センター 別途連携 別途連携 156 0 31 8 3
339 機構本部 東京 機構本部(高井戸) 特大 0 65 0 164 22 16
340 機構本部 東京 年金記録業務室 別途連携 別途連携 244 0 14 8 2
341 機構本部 東京 機構本部(三鷹) 別途連携 別途連携 4 1 4 1 1
342 機構本部 東京 企業年金連合会 別途連携 別途連携 8 0 0 0 0
343 機構本部 東京 障害年金センター 特大 8 120 0 38 6 2
344 機構本部 東京 機構本部(芝浦) 中 1 21 0 5 2 1
345 機構本部 東京 労務管理部給与Ｇ(高井戸) 小 別途連携 0 0 2 0 0
346 機構本部 関西 機構本部(関西) 小 1 5 0 1 1 0
347 機構本部 広島 年金定期便コールセンタ 別途連携 別途連携 6 0 3 2 0
348 年金相談センタ 北海道 街角の年金相談センター(札幌駅前) 小 1 5 0 1 1 1
349 年金相談センタ 北海道 街角の年金相談センター(麻生) 小 1 5 0 1 1 1
350 年金相談センタ 青森 街角の年金相談センター(青森) 小 1 2 0 1 1 1
351 年金相談センタ 岩手 街角の年金相談センター(盛岡) 小 1 3 0 1 1 1
352 年金相談センタ 宮城 街角の年金相談センター(仙台) 小 1 6 0 1 1 1
353 年金相談センタ 秋田 街角の年金相談センター(秋田) 小 1 2 0 1 1 1
354 年金相談センタ 山形 街角の年金相談センター(酒田) 小 1 6 0 1 1 1
355 年金相談センタ 福島 街角の年金相談センター(福島) 小 1 6 0 1 1 1
356 年金相談センタ 茨城 街角の年金相談センター(水戸) 小 1 4 0 1 1 1
357 年金相談センタ 茨城 街角の年金相談センター(土浦) 小 1 5 0 1 1 1
358 年金相談センタ 群馬 街角の年金相談センター(前橋) 小 1 6 0 1 1 1
359 年金相談センタ 埼玉 街角の年金相談センター(川越) 小 1 2 0 1 1 1
360 年金相談センタ 埼玉 街角の年金相談センター(大宮) 小 1 7 0 1 1 1
361 年金相談センタ 埼玉 街角の年金相談センター(草加) 小 1 8 0 1 1 1
362 年金相談センタ 千葉 街角の年金相談センター(市川) 小 1 3 0 1 1 1
363 年金相談センタ 千葉 街角の年金相談センター(千葉) 小 1 5 0 2 1 1
364 年金相談センタ 千葉 街角の年金相談センター(船橋) 小 1 10 0 2 1 1
365 年金相談センタ 千葉 街角の年金相談センター(柏) 小 1 11 0 1 1 1
366 年金相談センタ 東京 街角の年金相談センター運営本部 小 1 0 0 1 1 0
367 年金相談センタ 東京 街角の年金相談センター(足立) 小 1 1 0 1 1 1
368 年金相談センタ 東京 街角の年金相談センター(江東) 小 1 2 0 1 1 1
369 年金相談センタ 東京 街角の年金相談センター(江戸川) 小 1 2 0 1 1 1
370 年金相談センタ 東京 街角の年金相談センター(武蔵野) 小 1 2 0 1 1 1
371 年金相談センタ 東京 街角の年金相談センター(八王子) 小 1 2 0 1 1 1
372 年金相談センタ 東京 街角の年金相談センター(練馬) 小 1 3 0 1 1 1
373 年金相談センタ 東京 街角の年金相談センター(大森) 小 1 6 0 1 1 1
374 年金相談センタ 東京 街角の年金相談センター(新宿) 小 1 6 0 1 1 1
375 年金相談センタ 東京 街角の年金相談センター(町田) 小 1 9 0 1 1 1
376 年金相談センタ 東京 街角の年金相談センター(立川) 小 1 7 0 1 1 1
377 年金相談センタ 東京 街角の年金相談センター(国分寺) 小 1 7 0 1 1 1
378 年金相談センタ 神奈川 街角の年金相談センター(新横浜) 小 1 2 0 1 1 1
379 年金相談センタ 神奈川 街角の年金相談センター(厚木) 小 1 3 0 1 1 1
380 年金相談センタ 神奈川 街角の年金相談センター(藤沢) 小 1 2 0 1 1 1
381 年金相談センタ 神奈川 街角の年金相談センター(横浜) 小 1 6 0 1 1 1
382 年金相談センタ 神奈川 街角の年金相談センター(戸塚) 小 1 6 0 1 1 1
383 年金相談センタ 神奈川 街角の年金相談センター(相模大野) 小 1 8 0 1 1 1
384 年金相談センタ 神奈川 街角の年金相談センター(溝ノ口) 小 1 8 0 1 1 1
385 年金相談センタ 新潟 街角の年金相談センター(新潟) 小 1 6 0 1 1 1
386 年金相談センタ 富山 街角の年金相談センター(富山) 小 1 4 0 1 1 1
387 年金相談センタ 石川 街角の年金相談センター(金沢) 小 1 5 0 1 1 1
388 年金相談センタ 福井 街角の年金相談センター(福井) 小 1 3 0 1 1 1
389 年金相談センタ 長野 街角の年金相談センター(上田) 小 1 4 0 1 1 1
390 年金相談センタ 長野 街角の年金相談センター(長野) 小 1 6 0 1 1 1
391 年金相談センタ 岐阜 街角の年金相談センター(岐阜) 小 1 5 0 1 1 1
392 年金相談センタ 静岡 街角の年金相談センター(浜松) 小 1 2 0 1 1 1
393 年金相談センタ 静岡 街角の年金相談センター(静岡) 小 1 6 0 1 1 1
394 年金相談センタ 静岡 街角の年金相談センター(沼津) 小 1 4 0 1 1 1
395 年金相談センタ 大阪 街角の年金相談センター(東大阪) 小 1 11 0 1 1 1
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項番 拠点種別 都道府県 拠点名称 規模 フロア数
XPRINS NPR CPR SCAN

396 年金相談センタ 大阪 街角の年金相談センター(天王寺) 小 1 9 0 1 1 1
397 年金相談センタ 大阪 街角の年金相談センター(豊中) 小 1 7 0 1 1 1
398 年金相談センタ 大阪 街角の年金相談センター(吹田) 小 1 6 0 1 1 1
399 年金相談センタ 大阪 街角の年金相談センター(なかもず) 小 1 8 0 1 1 1
400 年金相談センタ 大阪 街角の年金相談センター(堺東) 小 1 7 0 1 1 1
401 年金相談センタ 大阪 街角の年金相談センター(枚方) 小 1 8 0 1 1 1
402 年金相談センタ 大阪 街角の年金相談センター(城東) 小 1 8 0 1 1 1
403 年金相談センタ 兵庫 街角の年金相談センター(西宮) 小 1 2 0 1 1 1
404 年金相談センタ 兵庫 街角の年金相談センター(北須磨) 小 1 6 0 1 1 1
405 年金相談センタ 兵庫 街角の年金相談センター(尼崎) 小 1 7 0 1 1 1
406 年金相談センタ 兵庫 街角の年金相談センター(姫路) 小 1 7 0 1 1 1
407 年金相談センタ 愛知 街角の年金相談センター(名古屋) 小 1 6 0 1 1 1
408 年金相談センター 愛知 街角の年金相談センター(栄) 小 1 9 0 1 0 1
409 年金相談センタ 三重 街角の年金相談センター(津) 小 1 2 0 1 1 1
410 年金相談センタ 滋賀 街角の年金相談センター(草津) 小 1 5 0 1 1 1
411 年金相談センタ 京都 街角の年金相談センター(京都) 小 1 3 0 1 1 1
412 年金相談センタ 京都 街角の年金相談センター(宇治) 小 1 9 0 1 1 1
413 年金相談センタ 奈良 街角の年金相談センター(奈良) 小 1 7 0 1 1 1
414 年金相談センタ 和歌山 街角の年金相談センター(和歌山) 小 1 2 0 1 1 1
415 年金相談センタ 岡山 街角の年金相談センター(岡山) 小 1 11 0 1 1 1
416 年金相談センタ 広島 街角の年金相談センター(広島) 小 1 5 0 1 1 1
417 年金相談センタ 広島 街角の年金相談センター(福山) 小 1 6 0 1 1 1
418 年金相談センタ 山口 街角の年金相談センター(防府) 小 1 5 0 1 1 1
419 年金相談センタ 徳島 街角の年金相談センター(徳島) 小 1 3 0 1 1 1
420 年金相談センタ 香川 街角の年金相談センター(高松) 小 1 3 0 1 1 1
421 年金相談センタ 愛媛 街角の年金相談センター(松山) 小 1 3 0 1 1 1
422 年金相談センタ 福岡 街角の年金相談センター(北九州) 小 1 7 0 1 1 1
423 年金相談センタ 佐賀 街角の年金相談センター(鳥栖) 小 1 2 0 1 1 1
424 年金相談センタ 長崎 街角の年金相談センター(長崎) 小 1 2 0 1 1 1
425 年金相談センタ 熊本 街角の年金相談センター(熊本) 小 1 4 0 1 1 1
426 年金相談センタ 大分 街角の年金相談センター(中津) 小 1 3 0 1 1 1
427 年金相談センタ 宮崎 街角の年金相談センター(宮崎) 小 1 3 0 1 1 1
428 年金相談センタ 鹿児島 街角の年金相談センター(鹿児島) 小 1 2 0 1 1 1
429 外部拠点 北海道 札幌国税局(札幌西) - - 1 0 0 0 0
430 外部拠点 北海道 北海道厚生局 - - 1 0 0 0 0
431 外部拠点 宮城 東北厚生局 - - 1 0 0 0 0
433 外部拠点 宮城 仙台国税局(仙台東) - - 1 0 0 0 0
434 外部拠点 埼玉 関東信越国税局(浦和) - - 1 0 0 0 0
435 外部拠点 埼玉 関東信越厚生局 - - 2 0 0 0 0
436 外部拠点 千葉 関東信越厚生局(千葉分室) - - 2 0 0 0 0
437 外部拠点 東京 関東信越厚生局(東京分室) - - 2 0 0 0 0
438 外部拠点 東京 東京国税局(新宿) - - 2 0 0 0 0
439 外部拠点 神奈川 関東信越厚生局(神奈川分室) - - 2 0 0 0 0
440 外部拠点 石川 金沢国税局(金沢北) - - 1 0 0 0 0
441 外部拠点 大阪 大阪国税局(大手前) - - 1 0 0 0 0
442 外部拠点 大阪 近畿厚生局 - - 1 0 0 0 0
444 外部拠点 愛知 名古屋国税局(大曽根) - - 1 0 0 0 0
445 外部拠点 愛知 東海北陸厚生局 - - 2 0 0 0 0
446 外部拠点 広島 広島国税局(広島東) - - 1 0 0 0 0
447 外部拠点 広島 中国四国厚生局 - - 1 0 0 0 0
448 外部拠点 香川 高松国税局(高松西) - - 1 0 0 0 0
449 外部拠点 香川 四国厚生支局 - - 1 0 0 0 0
450 外部拠点 福岡 福岡国税局(博多) - - 1 0 0 0 0
451 外部拠点 福岡 九州厚生局 - - 1 0 0 0 0
452 外部拠点 熊本 熊本国税局(熊本東) - - 1 0 0 0 0
453 外部拠点 沖縄 沖縄国税事務所(那覇) - - 1 0 0 0 0
456 外部拠点 東京 協会けんぽ(船員保険部) - - 0 0 1 0 0
457 外部拠点 東京 厚生労働省(本省) - - 3 0 2 1 0
459 その他 東京 第1コールセンター 中 1 30 0 5 1 1
460 その他 福岡 第2コールセンター 中 3 9 0 2 2 0
461 その他 宮城 第3コールセンター 中 1 23 0 5 1 1
462 その他 千葉 ねんきん加入者ダイヤル 中 2 5 0 3 2 0

10532 755 2390 318 506合計
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1 プロジェクト管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 プロジェクト管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 プロジェクト管理 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎ ◎ 各事業者単位でプロジェクト管理を実施
5 成果物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 統合線表 プロジェクト全体の進捗を示すWBS ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 機構は各業者が作成したWBSの取りまとめを実施
7 プロジェクト実施計画書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎ ◎ 対象範囲は受託役務分である。
8 WBS(事前) 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎ 対象範囲は受託役務分である。
9 情報セキュリティ管理計画書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎ 対象範囲は受託役務分である。

10 情報システム台帳 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ 対象範囲は受託役務分である。
11 経費内訳 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎ 対象範囲は受託役務分である。

12 プロジェクト完了報告書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎ ◎
対象範囲は受託役務分である。
アプリケーション開発分はAP保守業者が作成

13 WBS(事後) 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎ 対象範囲は受託役務分である。
14 契約完了報告書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎ 対象範囲は受託役務分である。
15 納品物品一覧 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
16 品質評価報告書(基盤詳細設計工程) 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
17 品質評価報告書(基盤環境構築・単体テスト工程) 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
18 品質評価報告書(移行工程) 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
19 アプリケーション/基盤開発工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 アプリケーション基本設計工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 基本設計 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎
23 影響調査 影響調査の実施 ◎ ○ ○ ○ ○ ○
24 成果物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 基本設計書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎
26 アプリケーション詳細設計工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 詳細設計 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎
29 詳細設計内容連携 調整が必要な場合は、詳細設計内容を関連事業者へ連携 ◎ ◎ ○
30 成果物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 詳細設計書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎
32 外部インターフェース仕様書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎
33 開発資材 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎
34 アプリケーション PG開発・単体テスト工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 アプリケーション PG開発・単体テスト 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ○ ◎ ◎ 機器導入事業者は、問合せ対応等の支援役務を担う。
37 テスト実施計画策定 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎
38 印字テスト 正しく印字されることの確認 ◎ ◎
39 不具合が発生した場合のPG修正等 ◎ ◎
40 テスト結果連携 調整が必要な場合は、テスト結果を関連事業者へ連携 ○ ◎ ◎
41 成果物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 テスト基本計画書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎
43 テスト実施計画書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎
44 単体テスト仕様書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎
45 単体テスト結果報告書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎
46 アプリケーション結合テスト工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 アプリケーション結合テスト 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ 機器導入事業者は、問合せ対応等の支援役務を担う。
49 調整が必要な場合は、テスト結果を関連事業者へ連携 ○ ◎ ◎
50 成果物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 結合テスト仕様書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎
52 結合テスト結果報告書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎
53 基盤基本設計工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 基盤基本設計 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ○ ◎ ◎

・アプリケーション保守等事業者は、各々の事業者の担当システムの作業を行
う。
・機器導入事業者は、アプリケーション保守等事業者からの要請があった場
合、必要な支援を行う。

56 基盤詳細設計工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 基盤詳細設計 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎

59 詳細設計に必要な情報の確認 機器導入事業者は、AP事業者や運用管理事業者に、詳細設計に必要な情報(IPアドレス、個別設定事項等)を確認する。 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

各機器導入事業者は、詳細設計に必要な事項を整理し、機構へ確認を依頼す
る。
機構は、整理された内容を基に、関連事業者に問い合わせし、結果を機器導入
事業者に回答する。

60 拠点NW設計に必要な要件の連携 QPRをCPRへ集約することに伴い、拠点NW設計に必要となる要件を説明する。 ◎ ○ 機構が端末運用管理事業者に説明する。

61

アプリケーション開発及びシステム基盤開発、共通開発を通じた全体テスト計画の策定
・全体テスト観点及び指針の策定
・テスト観点ごとの実施関連事業者分担の策定
・全体テスト計画策定
・上記に係る調整及び連携

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

62
「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照
※、アプリケーション開発で作成する「テスト基本計画書」及び「テスト実施計画書」をインプットとする

◎

63 成果物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 基盤詳細設計書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎

全体テスト実施計画策定

テスト実施計画策定

備考

HW担当 AP担当

統
括

事
業

者

運用管理担当

テスト結果連携

関連事業者

不具合修正

項番 　作業項目 主な内容

日
本

年
金

機
構

凡例

◎： 作業の主体作業者を示す。

○： 作業の付帯作業（立会い、問合せ対応及び情報提供等を含む。）者を示す。
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項番 　作業項目 主な内容

日
本

年
金

機
構

凡例

◎： 作業の主体作業者を示す。

○： 作業の付帯作業（立会い、問合せ対応及び情報提供等を含む。）者を示す。

65 基盤環境構築・単体テスト工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 基盤環境構築・単体テスト 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
68 先行評価機・評価機に係る作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 先行評価機納入 先行評価機の納入及び設置 ○ ◎ ○
・各機器導入事業者は機器納入・設置を行う。
・端末運用管理事業者は設置に関わる場所の確保、受け入れ側の手続きを実施

70 評価機納入 評価機の納入及び設置 ○ ◎ ○
・各機器導入事業者は機器納入・設置を行う。
・端末運用管理事業者は設置に関わる場所の確保、受け入れ側の手続きを実施

71 評価機HWテスト実施 評価機のHW単体テストの実施 ○ ◎ ○ ・各機器導入事業者は納入した機器単体でのテストを行う。
72 納入計画 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 機器納入に関する調整
すべての関係者を対象とした以下を含む計画の策定
・全体納入計画策定
・上記に係る調整及び連携

◎ ○ ○ ○ 〇 ○ ○

74 機器納入計画策定

「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照
※、「全体機器納入計画書」をインプットとする（特大、大、中、小くらいの拠点規模毎の作成）
※、拠点への配送・搬入・搬出計画を含む
※、撤去を含む

◎ ○

75 成果物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 製品選定結果一覧 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
77 消耗品一覧 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
78 機器所要電力一覧 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
79 機器所要電力証明書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
80 環境設計証明書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
81 全体機器納入計画書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
82 機器納入計画書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
83 初期動作確認事項一覧 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
84 初期動作確認手順書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
85 保守計画書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
86 MACアドレス一覧（先行評価機） 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
87 MACアドレス一覧（評価機） 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
88 電磁的記録媒体一覧（先行評価機） 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
89 電磁的記録媒体一覧（評価機） 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
90 基盤導入計画書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
91 基盤導入結果報告書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
92 初期動作確認結果報告書（先行評価機） 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
93 初期動作確認結果報告書（評価機） 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
94 全体テスト実施計画書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
95 テスト実施計画書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎
96 環境構築手順書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
97 基盤単体テスト仕様書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
98 基盤単体テスト結果報告書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
99 基盤結合テスト工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 基盤結合テスト 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ○ ◎ ◎

・アプリケーション保守等事業者は、各々の事業者の担当システムの作業を行
う。
・機器導入事業者は、印刷関連の不具合発生時の要請があった場合、問合せ、
原因調査の対応を行う。
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項番 　作業項目 主な内容

日
本

年
金

機
構

凡例

◎： 作業の主体作業者を示す。

○： 作業の付帯作業（立会い、問合せ対応及び情報提供等を含む。）者を示す。

102 共通開発工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 総合テスト工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 総合テスト 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ○ ◎ ◎ ○ ○ 機器導入事業者は、問合せ対応等の支援役務を担う。
106 テスト結果連携 調整が必要な場合は、テスト結果を関連事業者へ連携 ◎ ◎
107 成果物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 総合テスト仕様書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎
109 総合テスト結果報告書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎
110 受入テスト工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 受入テスト 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ○ ○ ○ ○ ○
113 成果物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 受入テスト仕様書(案) 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
115 受入テスト仕様書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
116 受入テスト結果報告書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
117 適合性確認書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
118 サービスイン判定基準 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ○ ○ ○ ○ ○
119 サービスイン判定会議結果報告書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
120 サービスイン完了判定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 サービスインに向けた評価 サービスインに向けての目標達成状況の総括 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
122 判定 サービスインの判断 ◎ 判定者は、機構のすべての関係者
123 移行工程（拠点展開工程） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 移行対応（機器の拠点展開・アプリケーション移行）

統括事業者は、機器導入事業者の作業を統括するとともにその他の関連事業者とも連携し、拠点展開作業を主体的に推
進する。
その他の関連事業者は自身の受託した範囲の対応を確実に実施するとともに、統括事業者をはじめとしたとその他関連
事業者とも連携して対応する。

○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

各事業者が実施する作業の詳細は以降の項番を参照

126 拠点展開作業（計画） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 アプリケーション移行計画 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 アプリケーション移行計画策定

アプリケーション開発を対象とした以下を含む計画の策定
・アプリケーション開発における移行計画策定
・移行リハーサル計画策定
・移行前提条件の策定
・移行方式の策定
・拠点展開計画との整合確認
・移行コンティンジェンシープランの策定
・上記に係る調整及び連携

◎ ◎ ○

統括事業者は拠点展開の円滑な実施の観点から策定が計画どおり進捗している
ことを確認する。

129 アプリケーション移行手順作成 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎ ○
統括事業者は拠点展開の円滑な実施の観点から作成が計画どおり進捗している
ことを確認する。

130 拠点展開計画 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 拠点展開計画策定（統括事業者）
拠点展開作業全体（作業日程等）をスコープとした計画を策定する。
（個別の機器にかかる計画は機器導入事業者の担当） ◎

計画策定にあたっては、機構に対し必要な情報・要件を能動的にヒアリングす
たうえで行うこと。

132 拠点展開計画策定（機器導入事業者）
受託者として納入する機器についての導入にかかる計画を策定する

◎ ○
計画策定にあたっては、機構に対し必要な情報・要件を能動的にヒアリングす
たうえで行うこと。

133 拠点展開計画策定（端末運用管理事業者）
端末運用管理事業者としての担当業務についての計画を策定する。

○ ◎
計画策定にあたっては、機構に対し必要な情報・要件を能動的にヒアリングす
たうえで行うこと。

134 拠点展開作業手順作成
拠点展開当日に受託者が実施する作業内容を整理した手順書を作成する。

◎ ◎ ◎
「拠点展開計画策定」で策定する計画に基づき、各事業者が自らの作業につい
ての具体的な作業手順を作成する。

135 拠点展開作業（事前対応） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 調整 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 拠点現地担当者確定 拠点現地担当者の名前、電話番号等の確認及び連携 ◎ ○ 機構が確認し、統括事業者に連携する。
138 プリンタ設置場所確定に向けた調整 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139 プリンタ設置場所(案)作成 各拠点ごとに次期プリンタの設置場所を記載したプリンタ設置場所(図面案)を作成及び拠点との合意取付 〇 ◎ 〇
・統括事業者が各拠点の機構職員と設置場所を調整・合意する。
・基となる図面は端末運用管理事業者が払い出す。

140 プリンタ設置場所(案)レビュー・確定 機構で作成したプリンタ設置場所(案)をレビューし、設置場所を確定 ◎ ○ 〇
「プリンタ設置場所(案)作成」で合意した設置場所を機構の本案件担当者がレ
ビューして確定する。

141 拠点情報整理・収集 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 拠点構造の確認

過去の拠点作業実績を元に以下を例とする情報を整理、必要に応じ拠点担当者へ問診
・駐車スペース(複数業者(撤去業者含む)が駐車可能なスペースが存在することの確認等)
・搬入経路、方法
・養生要否、方法
・作業場所(複数業者(撤去業者含む)が作業可能な開梱、梱包、組み立てスペースの確認等)
・一時置き場(複数業者(撤去業者含む)が作業可能なプリンタ一時置き場の確認等)

〇 〇 ◎ 〇

統括事業者は、端末運用管理事業者から情報の払い出しを受けて対応する。

143 LAN敷設にあたっての確認

過去の拠点作業実績を元に以下を例とする情報を整理、必要に応じ拠点担当者へ問診
・スイッチやHUBの空きポート
・論理ネットワーク構成(セグメント、FWポート開通状況等)
・用意すべきLANケーブル長
・床下LAN敷設の必要性
・LANケーブルの色

○ ◎

144 設置に関する付帯情報の確認

以下を例とする拠点担当者及びビル管理業者への確認
・現行機(複写機を含む)の場所
・更改対象外機器の場所
・什器等の移動要否
・床下耐荷重
・耐震補強状況
・追加電源コンセントの必要性
・延長電源ケーブルの必要性
・分電盤等電源工事の必要性(電源余力の確認)

○ ◎

統括事業者は、以下のとおりの流れで確認する。
①統括事業者が確認すべき事項を洗い出し、機構に確認を依頼する。
②機構は、確認依頼を受けた事項を把握している先に確認する。（拠点担当
者、ビル管理会社、運管事業者等）
③機構は、確認した内容を統括事業者に還元する。

145 システム情報整理・収集 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 プリンタ割付リスト(事前)作成 プリンタ設置場所(案)の確定を受けて、プリンタ割付リスト(事前)を作成 ○ ◎
147 ポート収容表(事前)作成 プリンタ設置場所(案)の確定を受けて、ポート収容表(事前)を作成 ○ ◎ ○
148 IPアドレス払出し 全プリンタ等に対するIPアドレスの払出し、各関連事業者への連携 ○ ○ ◎ ○
149 拠点現地訪問に向けた調整 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 拠点現地訪問・調査スケジュール策定 拠点現地調査に係るスケジュールの策定及び訪問日調整 〇 ◎ ○
統括事業者が機器導入事業者と端末運用管理事業者から拠点現地調査の要望を
取りまとめ、拠点の訪問回数が最少となるよう調整する。
（各事業者は必要に応じて拠点現地調査を実施する。）

151 当日作業に係る調整 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 LAN工事の調整 LANが不足していた際の当日工事調整手配 ○ ◎ ○
153 電源工事の調整 電源が不足していた際のビル電源工事調整 ◎ ○ ○

154 延長電源ケーブル・電源タップの準備 延長電源ケーブル・電源タップが不足していた場合の追加での準備 ◎ ○ ○
機構側で機器1台につき電源1口を準備するが、延長電源ケーブル・電源タップ
準備が必要な場合は、機器導入事業者にて実施する。

155 延長電源ケーブル・電源タップの接続指示 延長電源ケーブル・電源タップを追加した場合の接続場所の指示 ◎ ○ ○ ○
機構が延長電源ケーブル・電源タップを追加で準備した機器導入事業者に対
し、接続場所を指示する。

156 作業に係る場所・経路等の確保・調整
関係事業者の駐車スペース、一時プリンタ置き場、搬入・搬出・開梱・資材置き場及び経路等を確保し、養生等の重
複・漏れがないよう割当てと調整を行う。

○ ○ ◎ ○
各機器導入事業者の搬入、搬出要件を統括事業者が整理し、端末運用管理事業
者と調整する。

157 拠点展開当日タイムチャートの作成・拠点合意取付 各拠点の拠点展開タイムチャートの作成、機構及び関係事業者の整合確認、拠点の合意取付 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

158 拠点における事前準備事項の取りまとめ
機構にて拠点展開の前日までに必要な作業について拠点へ周知をするため、拠点が事前に準備するべき事項を取りまと
め、機構に報告する。

○ ◎

159 拠点展開における統制要員の訓練 拠点展開の統括を実施する要員に対し、事前に留意事項の周知や必要に応じて拠点展開を想定した訓練を徹底する。 ○ ◎

160 事前申請の取りまとめ
拠点展開工事における一般道での車両駐車の警察への申請や、年金事務所等の機構敷地内における車両駐車許可取りの
申請について、入館する要員氏名等の情報等を機器導入事業者から必要な情報を収集し、一括申請を行う。

○ ○ ◎ ○
統括事業者が、機器導入事業者や端末運用管理事業者から必要な情報を収集し
て、一括して申請する。
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項番 　作業項目 主な内容

日
本

年
金

機
構

凡例

◎： 作業の主体作業者を示す。

○： 作業の付帯作業（立会い、問合せ対応及び情報提供等を含む。）者を示す。

161 データセンター作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 事前端末作業 端末に対するアプリケーション、ドライバ等の資材配布等 ◎ ◎ ○ ◎ 各事業者が自身の対応範囲を実施する。
163 事前サーバ作業 サーバに対するドライバ等のインストール作業、共通基盤登録・削除作業等 ○ ◎ ◎ ◎ 各事業者が自身の対応範囲を実施する。
164 現地作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 事前電源工事作業 ビル電源工事作業 ◎ ○ ○
166 事前LAN敷設作業 LAN敷設作業、ケーブルの搬入・撤去 ○ ◎
167 周知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 拠点への周知文章作成 拠点への連絡、周知をするための文書作成 〇 〇 ◎
統括事業者は、拠点展開について拠点への連絡、周知をするための文書を作成
する。

169 拠点への周知文章発出 拠点への連絡、周知をするための文書発出・問い合わせ対応 ◎ 〇 〇
機構は、拠点展開について拠点への連絡、周知をするための文書を発出し、拠
点からの問い合わせに対応する。

170 拠点展開作業（リハーサル） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 全体統制 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 全体統制 各関係事業者の実施手順とりまとめ、当日の移行本部と拠点の双方の統制、進捗管理及び報告の実施 ◎
173 リハーサルにおける各種判断・指示 作業報告を受けて継続・切り戻し・コンティンジェンシープラン発動等の判定を含む各種判断・指示を実施 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
174 当日作業（移行本部） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 統制 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 移行本部の統制 拠点展開作業全体の統制(関連事業者支援、進捗報告、問い合わせ対応を含む) 〇 ◎ 〇 〇 統括事業者が移行本部において、拠点展開作業を統括する。
177 トラブル発生時の一次切り分け 拠点展開作業において発生したトラブルの一次切り分け 〇 〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 各関連事業者は統括事業者の一時切り分けを支援する。

178 トラブル対応 各種トラブル対応（印字テスト後に印字位置の調整等が発生した場合も含む） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
各事業者は、一次切り分けに基づき、自らの責任範囲で発生したトラブルへの
対応を行う。

179 サーバ作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 アプリケーションリリース及び切替 アプリケーションリリースと切替の実施 ◎ ◎ ○ ○ 各事業者が自身の対応範囲を実施する。
181 プリンタのTC割付 プリンタのTC割付削除と追加 ○ ◎
182 プリントサーバ(給付周辺サーバ)登録 給付周辺サーバに対するプリントサーバ設定の投入 ○ ◎
183 その他サーバ設定作業 プリンタのIPアドレス変更や、共通基盤登録・削除作業等が必要な場合に実施 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ 各事業者が自身の対応範囲を実施する。
184 ネットワーク作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 本部NW設定作業 本部NW作業の実施 ○ ◎
186 拠点NW設定作業 拠点NW作業の実施 ○ ◎ QPRのCPRへの集約にかかる設定も含む
187 当日作業（現地） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 統制 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 現地の統制 拠点展開作業全体の統制(関連事業者支援、進捗報告、問い合わせ対応を含む) ◎
統括事業者の要員が拠点展開作業を行う拠点の現地を訪問して、機器導入事業
者の作業を統括する。

190 拠点装置作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 養生作業 搬入経路、作業場所等の養生 ◎ ○ 機器導入事業者が養生を実施。
192 LAN敷設作業 LAN敷設作業、ケーブルの搬入・撤去 ○ ◎
193 端末での設定等の作業 資材配布、ドライバインストール、プリンタ割付、各種設定等 ○ ◎
194 プリンタの搬入・設置等の作業 搬入、開梱、設置、LAN結線、電源接続、鉄板敷設(必要な場合のみ)、ラベル貼付、耐震補強、各種設定等 ◎ ○
195 印字テスト(HW単体) 設置したプリンタがHW単体として問題なく印字可能であることを確認する。 ○ ◎ ○ HW単体としての印字テストを機器導入事業者が実施
196 印字テスト(接続先システム) 設置したプリンタが接続先システムからの印刷指示に基づき問題なく印字可能であることを確認する。 ○ 〇 ○ ○ ◎ ○ ○ 接続先システムからの印字テストを統括事業者が実施
197 原状復帰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 データセンター作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 サーバ作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 アプリケーションリリース及び切替 アプリケーションリリースと切替の戻し ◎ ◎ ○ ○
201 プリンタのTC割付 プリンタのTC割付削除と追加の戻し ○ ◎
202 プリントサーバ(給付周辺サーバ)登録 給付周辺サーバに対するプリントサーバ設定の戻し ○ ◎
203 その他サーバ設定作業 プリンタのIPアドレス変更等作業の戻し ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎
204 ネットワーク作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 本部NW設定作業 本部NW作業の戻し ○ ◎
206 拠点NW設定作業 拠点NW作業の戻し ○ ◎ QPRのCPRへの集約にかかる設定も含む
207 現地作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 拠点装置作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 LAN敷設作業 LAN敷設作業、ケーブルの搬入・撤去の戻し ○ ◎ ○
210 端末での設定等の作業 資材配布、ドライバインストール、プリンタ割付、各種設定等の戻し ○ ◎
211 プリンタの搬入・設置・搬出等の作業 搬入、開梱、設置、LAN結線、電源接続、鉄板敷設(必要な場合のみ)、ラベル貼付、耐震補強、各種設定等の戻し ◎ ○
212 退去・撤収 0 0 0 0 0 0 0 0
213 撤収作業 エビデンス（印字テスト結果等）回収、現地クリーンアップ等 ○ ◎ ○
214 完了結果報告 拠点展開の結果をとりまとめ、拠点担当者及び機構本部へ連携 ○ ◎
215 拠点展開作業(当日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 全体統制 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 全体統制 各関係事業者の実施手順とりまとめ、当日の移行本部と拠点の双方の統制、進捗管理及び報告の実施 ◎
218 拠点展開（当日）における各種判断・指示 作業報告を受けて継続・切り戻し・コンティンジェンシープラン発動等の判定を含む各種判断・指示を実施 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
219 当日作業（移行本部） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 統制 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 移行本部の統制 拠点展開作業全体の統制(関連事業者支援、進捗報告、問い合わせ対応を含む) 〇 ◎ 〇 〇 統括事業者が移行本部において、拠点展開作業を統括する。
222 トラブル発生時の一次切り分け 拠点展開作業において発生したトラブルの一次切り分け 〇 〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 各関連事業者は統括事業者の一時切り分けを支援する。

223 トラブル対応 各種トラブル対応（印字テスト後に印字位置の調整等が発生した場合も含む） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
各事業者は、一次切り分けに基づき、自らの責任範囲で発生したトラブルへの
対応を行う。

224 サーバ作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 アプリケーションリリース及び切替 アプリケーションリリースと切替の実施 ◎ ◎ ○ ○ 各事業者が自身の対応範囲を実施する。
226 プリンタのTC割付 プリンタのTC割付削除と追加 ○ ◎
227 プリントサーバ(給付周辺サーバ)登録 給付周辺サーバに対するプリントサーバ設定の投入 ○ ◎
228 その他サーバ設定作業 プリンタのIPアドレス変更等必要な場合に実施 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ 各事業者が自身の対応範囲を実施する。
229 ネットワーク作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 本部NW設定作業 本部NW作業の実施 ○ ◎
231 拠点NW設定作業 拠点NW作業の実施 ○ ◎ QPRのCPRへの集約にかかる設定も含む
232 当日作業（現地） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 統制 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

234 現地の統制 拠点展開作業全体の統制(関連事業者支援、進捗報告、問い合わせ対応を含む) ◎
統括事業者の要員が拠点展開作業を行う拠点の現地を訪問して、機器導入事業
者の作業を統括する。

235 拠点装置作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 養生作業 搬入経路、作業場所等の養生 ◎ ◎ ○
現行事業者もしくは機器導入事業者が養生を実施することを想定するが、養生
の要否、実施事業者はプロジェクト開始後の仕様調整の場で協議のうえ決定す
る。

237 延長電源ケーブル・電源タップの接続 延長電源ケーブル・電源タップを追加で準備した場合に機構が指示した場所に接続する。 ○ ◎ ○
機器導入事業者は、事前に機構が指示した場所に延長電源ケーブル・電源タッ
プを接続する。

238 LAN敷設作業 LAN敷設作業、ケーブルの搬入・撤去 ○ ◎ ○
239 端末での設定等の作業 資材配布、ドライバインストール、プリンタ割付、各種設定等 ○ ◎
240 プリンタの搬入・設置等の作業 搬入、開梱、設置、LAN結線、電源接続、鉄板敷設(必要な場合のみ)、ラベル貼付、耐震補強、各種設定等 ◎ ○
241 設置台の設置/撤去 拠点で余剰となったプリンタ設置台の撤去・保管場所への搬送・不足の拠点への設置 ○ ◎
242 更改対象外機器作業 更改対象外機器に対して確認・変更・移設等要件が発生した際の対応等 ○ ○ ◎ ○ ○
243 印字テスト(HW単体) 設置したプリンタがHW単体として問題なく印字可能であることを確認する。 ○ ◎ ○ HW単体としての印字テストを機器導入事業者が実施
244 印字テスト(接続先システム) 設置したプリンタが接続先システムからの印刷指示に基づき問題なく印字可能であることを確認する。 ○ 〇 ○ ○ ◎ ○ ○ 接続先システムからの印字テストを統括事業者が実施
245 退去・撤収 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 撤去作業(リース) 現行機器(リース)の撤去 ◎ ○ ○
247 プリンタに係る図面情報収集 設置したプリンタに係る図面に必要な現地の情報を収集 ◎
248 撤収作業 エビデンス（印字テスト結果等）回収、現地クリーンアップ等 ○ ◎ ○
249 完了結果報告 拠点展開の結果をとりまとめ、拠点担当者及び機構本部へ連携 ○ ○ ◎
250 稼働日立会い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

251 稼働日立会い 初回稼働日の拠点立会い、拠点職員からの問い合わせ対応等 〇 ◎ 〇

稼働初日に統括事業者が立会うことを想定するが、立合いの要否については、
拠点展開計画時に協議のうえ決定する。
なお、立合い中にトラブル等が発生した場合は適宜、機器導入事業者・端末運
用管理事業者に連絡して対応する。

252 稼働日待機 初回稼働日のトラブル等に対応する要員の待機 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○
機器導入事業者は、トラブル等に備え電話等で連絡可能な体制を取り、必要に
応じて該当の拠点に駆け付けて対応する。
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項番 　作業項目 主な内容

日
本

年
金

機
構

凡例

◎： 作業の主体作業者を示す。

○： 作業の付帯作業（立会い、問合せ対応及び情報提供等を含む。）者を示す。

253 拠点展開作業（事後対応） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

254 ヘルプデスク対応（問い合わせ等の受付・確認・回答） ヘルプデスクとして拠点からの問い合わせ等を受付・確認・回答する。 ◎
端末運用管理事業者は拠点から受付した問い合わせ等を関連事業者とも連携し
て確認・回答する。

255 ヘルプデスク対応（受付した問い合わせ等への対応） ヘルプデスクから連携された問い合わせ等に対応する。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
各事業者は、端末運用管理事業者から連携された問い合わせ等にについて、自
身の担当範囲の回答案提示等の対応を行う。

256 トラブル・問い合わせ管理 発生したトラブル・問い合わせに対して漏れのない管理を実施 ◎ ◎ 〇

【端末運用管理事業者】
ヘルプデスクとして拠点から受付したトラブル・問い合わせを統括事業者に連
携する。
【統括事業者】
ヘルプデスクから連携された全てのトラブル・問い合わせを把握し、漏れなく
管理する。
また、各機器導入事業者に各々の事業者が受託者として納入した機器について
の全てのトラブル・問い合わせを連携する。
【機器導入事業者】
受託者として納入した機器についての全てのトラブル・問い合わせを統括事業
者と連携して管理する。

257 トラブル・問い合わせ対応 発生したトラブル・問い合わせに対する対応・回答案の作成を実施 ○ ◎ 〇 ○ ○ ◎ 〇 ○ ○

統括事業者：全てのトラブル・問い合わせを把握し、機器導入事業者と連携し
て対応する。
機器導入事業者：受託者として納入した機器について、全てのトラブル・問い
合わせに対し統括事業者と連携して対応する。

258 拠点図面作成
拠点展開の結果を踏まえ最終的な図面を作成
（拠点展開当日に事前の調整から位置が変更となった場合も含む）

○ ◎ 〇

259 プリンタ割付リスト(事後)作成 プリンタ割付リストの更新 ○ ◎
260 ポート収容表(事後)作成 ポート収容表の更新 ○ ◎ ○
261 成果物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 MACアドレス一覧（本番機） 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
263 電磁的記録媒体一覧（本番機） 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
264 アプリケーション移行リハーサル実施計画書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎ ○ 対象範囲は受託役務分である。
265 アプリケーション移行リハーサル実施手順書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎ ○ 対象範囲は受託役務分である。
266 アプリケーション移行リハーサル結果報告書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎
267 拠点展開リハーサル計画書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎ ○ ◎ 対象範囲は受託役務分である。
268 拠点展開リハーサル作業手順書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎ ○ ◎ 対象範囲は受託役務分である。
269 拠点展開リハーサル結果報告書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎ ○ ◎ 対象範囲は受託役務分である。
270 アプリケーション移行計画書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎ 対象範囲は受託役務分である。
271 アプリケーション移行手順書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎ 対象範囲は受託役務分である。
272 アプリケーション移行結果報告書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎
273 拠点展開作業計画書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ○ ◎ ◎ 対象範囲は受託役務分である。
274 拠点展開作業手順書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ○ ◎ ◎ 対象範囲は受託役務分である。
275 拠点展開作業完了報告書  「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ○ ◎ ◎ 対象範囲は受託役務分である。
276 拠点図面 拠点の座席、設備等の場所、種別、台数サマリ等を漏れなく記載した事後図面 ○ ◎ 〇
277 プリンタ割付リスト(事前) 端末に割り付けられるプリンタを一覧化した事前ドキュメント ○ ◎
278 ポート収容表(事前) プリンタとネットワーク機器の接続を一覧化した事前ドキュメント ◎ ○
279 プリンタ割付リスト(事後) 端末に割り付けられるプリンタを一覧化した事後ドキュメント ◎
280 ポート収容表(事後) プリンタとネットワーク機器の接続を一覧化した事後ドキュメント ◎ ○
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項番 　作業項目 主な内容

日
本

年
金

機
構

凡例

◎： 作業の主体作業者を示す。

○： 作業の付帯作業（立会い、問合せ対応及び情報提供等を含む。）者を示す。

281 教育・引継ぎ工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
282 作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 教育 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎

284 引継ぎ 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○

機器導入事業者：運用管理等に関して端末運用管理事業者に引継ぐ。
統括事業者：拠点展開実施後の各拠点の図面、各機器導入事業者にて対応した
サービス開始後のトラブル、課題の対応状況を等端末運用管理事業者に引継
ぐ。

285 保守成果物フォーマットの整備、連携 保守品質向上の目的で必要となる成果物フォーマットの整備、連携 ◎
286 成果物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
287 利用者マニュアル 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎ ◎
288 運用保守マニュアル 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎ ◎
289 事務処理機器操作説明書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎
290 プログラム登録手順書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎
291 教育計画書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎
292 教育完了報告書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎
293 引継計画書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎ ◎
294 引継完了報告書 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎ ◎
295 自主研修テキスト 「調達仕様書」及び「開発管理標準・開発標準」を参照 ◎ ◎
296 運用・保守工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297 運用・保守工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 作業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
299 運用 「調達仕様書」、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「ITサービス業務標準」を参照 ○ ◎ ◎
300 保守 「調達仕様書」、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「ITサービス業務標準」を参照 ◎ ○ ○
301 保守 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302 消耗品保守 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303 カウンタ方式採用の場合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304 印刷実績値取得(メーカーカウンタ値) 閉域網を経由して各プリンタメーカーが直接機器から取得するカウンタ値の取得 ◎
305 印刷実績値取得(機構内カウンタ値) 機構が機構内システム(MIB)を利用して取得するカウンタ値の取得 ◎ ○
306 印刷実績値突合 メーカーカウンタ値と機構内カウンタ値の突合、差異の確認 ◎
307 配送の確保 消耗品の拠点配送 ◎
308 納入 消耗品の拠点納入 ◎
309 カウンタ方式以外の場合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 在庫状況の確認 消耗品の拠点在庫状況確認 ◎
311 発注 消耗品のメーカー発注 ◎
312 配送の確保 消耗品の拠点配送 ◎
313 納入 消耗品の拠点納入 ◎
314 移設対応 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

315 INS 拠点内又は拠点間移動が発生した際の運搬作業 ◎ ◎

316 NPR 拠点内又は拠点間移動が発生した際の運搬作業 ◎ ◎

317 CPR 拠点内又は拠点間移動が発生した際の運搬作業 ◎ ◎

318 SCAN（ネットワークスキャナ） 拠点内又は拠点間移動が発生した際の運搬作業 ◎ ◎

319 XPR 拠点内又は拠点間移動が発生した際の運搬作業 ◎ ◎
重量や容積が大きいため端末運用管理事業者へ引き継げない機器については、
機器導入事業者が対応する。

320 DIPR 拠点内又は拠点間移動が発生した際の運搬作業 ◎ ◎
321 主な保守に関する役務(保守については、解釈の違いを避ける目的で補足として記載) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322 保守 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
323 保守計画 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
324 保守計画の策定 対象システムに対する作業の方針、計画、管理、必要な手順の整備等 ◎
325 ハードウェア保守(プリンタ本体、付属品) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
326 ヘルプデスク(拠点問い合わせ対応) 機構からの全般的なシステムに対する問い合わせ対応 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○
327 問い合わせ対応 機構及び関連事業者からの障害受付等問い合わせ対応 ◎
328 障害対応 要請に応じた駆け付け、HW修理又は交換等 ◎
329 原因調査 障害、ハードウェア不具合等に対する原因調査 ◎
330 定期点検 ハードウェアの損傷、劣化の確認、ソフトウェアのライセンス契約期間と終了時期の確認等 ◎ ○ 端末運用管理事業者にて定期点検の日程調整を実施する。
331 予防交換 定期点検結果を受けての予防交換 ◎
332 整備作業 定期点検結果を受けてのハードウェア調整、修理、交換及びライセンス契約の是正等 ◎
333 脆弱性対策 継続的な脆弱性の確認、是正 ◎
334 ファームウェア提供 ファームウェアの作成、提供、適用手順検証 ◎
335 ファームウェア適用 ファームウェアの適用、適用後の正常性確認等 ◎
336 撤去・データ消去作業（運用保守期間 R10.4～R15.3） 納入機器の撤去・データ消去 ◎ ◎ 撤去は端末運用管理事業者、データ消去は機器導入事業者
337 撤去・データ消去作業（リース満了時 R14.11-R15.6） 納入機器の撤去・データ消去 ◎
338 ソフトウェア保守(プリンタ製品付属ソフトウェア等) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
339 ヘルプデスク(拠点問い合わせ対応) 機構からの全般的なシステムに対する問い合わせ対応 ◎
340 問い合わせ対応 機構及び関連事業者からのソフトウェア不具合受付等問い合わせ対応 ◎
341 原因調査 ソフトウェア不具合等に対する原因調査 ◎
342 脆弱性対策 継続的な脆弱性の確認、是正 ◎
343 修正プログラム提供 修正プログラムの作成、提供、適用手順検証 ◎
344 修正プログラム適用 修正プログラムの適用、適用後の正常性確認等 ◎ ◎
345 セキュリティパッチ提供 セキュリティパッチの作成、提供、適用手順検証 ◎
346 セキュリティパッチ適用 セキュリティパッチの適用、適用後の正常性確認等 ◎ ◎
347 ソフトウェアアップデートファイル提供 ソフトウェアアップデートファイルの作成、提供、適用手順検証 ◎
348 ソフトウェアアップデートファイル適用 ソフトウェアアップデートファイルの適用、適用後の正常性確認等 ◎ ◎
349  ITサービス管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

350 SLA管理 「調達仕様書」、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「ITサービス業務標準」を参照 ◎ 〇
端末運用管理事業者は機構全体としての管理を実施する。

351 情報セキュリティ管理 「調達仕様書」、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「ITサービス業務標準」を参照 ◎ 〇
352 品質管理 「調達仕様書」、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「ITサービス業務標準」を参照 ◎ 〇
353 文書・データ保管管理 「調達仕様書」、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「ITサービス業務標準」を参照 ◎ 〇
354 施設・設備管理 「調達仕様書」、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「ITサービス業務標準」を参照 ◎ 〇
355 可用性管理 「調達仕様書」、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「ITサービス業務標準」を参照 ◎ 〇
356 キャパシティ管理 「調達仕様書」、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「ITサービス業務標準」を参照 ◎ 〇
357 トラブル管理 「調達仕様書」、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「ITサービス業務標準」を参照 ◎ 〇
358 問題管理 「調達仕様書」、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「ITサービス業務標準」を参照 ◎ 〇
359 リスク管理 「調達仕様書」、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「ITサービス業務標準」を参照 ◎ 〇
360 構成管理 「調達仕様書」、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「ITサービス業務標準」を参照 ◎ 〇
361 変更管理 「調達仕様書」、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「ITサービス業務標準」を参照 〇 ◎
362 リリース管理 「調達仕様書」、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「ITサービス業務標準」を参照 ◎ 〇
363 予算管理 「調達仕様書」、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「ITサービス業務標準」を参照 ◎
364 外部委託管理 「調達仕様書」、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「ITサービス業務標準」を参照 ◎
365 人材育成管理 「調達仕様書」、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「ITサービス業務標準」を参照 ◎
366 成果物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
367 運用保守報告書 「調達仕様書」、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「ITサービス業務標準」を参照 ◎ ◎

368 稼働実績報告書 「調達仕様書」、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「ITサービス業務標準」を参照 ◎
機構の求めに応じ、各ガイドラインに準拠した報告内容・フォーマット変更等
の対応に応じること。

369 撤去/データ消去実施計画書 「調達仕様書」、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「ITサービス業務標準」を参照 ◎
370 撤去完了証明書 「調達仕様書」、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「ITサービス業務標準」を参照 ◎
371 データ消去完了証明書 「調達仕様書」、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「ITサービス業務標準」を参照 ◎

6



 

【別添１】 

 

 

 

 

システム基盤開発 

開発管理標準・開発標準 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 本 年 金 機 構  

シ ス テ ム 企 画 部  
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i 

  

 

本紙余白 

 



 

システム基盤開発 開発管理標準・開発標準 

ii 

変更履歴 

 

項番 版 日付 変更者 変更内容/変更理由 

1 1.0 2016/03/31 システム企画部 

システム設備・端末G 

・新規作成 

2 1.1 2016/10/01 システム企画部 

システム設備・端末G 

・機構の各種ガイドライン更新に伴い内容修正 

・「年金個人情報保護のための情報セキュリティ対策の強化」の意見招請に伴

い一部修正 

3 1.2 2018/04/02 システム企画部 

システム設備・端末G 

・機構の各種ガイドライン更新に伴い内容修正 

・体裁修正 

4 1.3 2019/04/03 システム企画部 

システム設備・端末G 

・機構の各種ガイドライン更新に伴い内容修正 

5 1.4 2019/06/17 システム企画部 

システム設備・端末G 

・機構内のOffice バージョン変化に伴う記号の崩れ等を修正 

・非機能要求グレード 2018 にてメトリクスが追加されている事をうけ記載を修

正 

6 1.5 2019/11/18 システム企画部 

システム設備・端末G 

・プロジェクト管理要領の名称変更及び詳細化(プロジェクト管理要領→プロジ

ェクト統合管理要領)  

・各テスト工程における確認観点の記載を追加 

7 1.6 2020/12/01 システム企画部 

システム設備・端末G 

・「セキュリティ管理計画書」の名称を「情報セキュリティ管理計画書」に修正 

・初期動作確認テストの観点に、「ファームウェアバージョン確認」 (表 3.3.3.2 

テスト工程における確認観点の項番 1)を追加 

8 1.7 2021/03/23 システム企画部 

システム設備・端末G 

・移行計画において、パスワード変更を考慮する旨の記載を追加 

（表 3.4.3.2 移行成果物完了基準の項番 1 を修正） 

9 令和 4年度 

1版 

2022/04/01 システム企画部 

システム基盤整備G 

・政府「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」を踏まえて一部修正 

・機構の各種ガイドライン更新に伴い内容修正 

10 令和 4年度 

2版 

2022/11/01 システム企画部 

システム基盤整備G 

・機構の各種ガイドライン更新に伴い内容修正 

11 令和 6年度 

1版 

2024/04/01 システム企画部 

システム基盤整備G 

・機構の各種ガイドライン更新に伴い内容修正 
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第1章 はじめに 

1.1 目的 

当標準は、システム基盤開発におけるプロジェクトの開発、管理及びシステム基盤保守における IT サービ

ス管理に係る標準として定めるものである。 

当標準の目的は、必要なシステムを高品質かつ適切コストで必要な時期に提供するために必要な開発管

理手順及び開発手順、IT サービス管理手順を定めるものである。 

システム基盤開発及び保守は、原則、当標準に従って開発管理及び IT サービス管理を行い、変更の必要

があればプロジェクト実施計画策定時に協議し、標準を改訂する。 

 

1.2 用語の定義 

本書で用いる用語については、以下の「表 2.1.1.1 用語の定義」に示す。 

表 2.1.1.1 用語の定義 

項番 用語 説明 

1 プロジェクト 独自のプロダクト、サービス、所産等を創造するために実施される有期性の業務のこと。 

開発管理の対象となる契約単位にプロジェクトが発足される。 

2 開発 新しい業務の仕組みを作り、業務にあわせた情報システムを構築し、その効果と効率を上げ

ること。 

本書においては、機器の導入及び環境構築についても開発と定義する。 

3 保守 目標として掲げた業務の成果指標及びサービスレベル達成のために、常に改善活動を実施

し、安定的、かつ、効率的な情報システムの維持を行うこと。 

4 受託事業者(アプリケーショ

ン開発担当) 

アプリケーション設計及び開発を行う受託事業者のこと。 

アプリケーション開発、ハードウェア製品構築・保守、運用管理の担当を同一の受託事業者

が行う場合もあるため、役割で定義する。 

5 受託事業者(ハードウェア製

品構築・保守担当) 

ハードウェア製品納入及び保守を行う受託事業者のこと。 

アプリケーション開発、ハードウェア構築・保守、運用管理の担当を同一の受託事業者が行う

場合もあるため、役割で定義する。 

6 受託事業者(運用管理担当) 運用管理担当の受託事業者のこと。 

アプリケーション開発、ハードウェア構築・保守、運用管理の担当を同一の受託事業者が行う

場合もあるため、役割で定義する。 

 

1.3 最新版の参照 

当標準の原本は、発注者が保管する電子媒体とし、紙媒体に印刷したものはその複製である。当標準の最

新版について不明な場合は、機構に確認し、プロジェクト実施計画書作成時に最新版を参照すること。 
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第2章 開発管理 

開発管理標準では、プロジェクト実施計画の策定と各開発管理プロセスについて、目的、内容、フロー、役割

分担等を定めている。 

2.1 プロジェクト統合管理要領 

2.1.1 目的 

プロジェクト統合管理では、プロジェクト実施計画書に沿ってプロジェクトを実行、管理することを目的とす

る。 

2.1.2 基本方針 

「プロジェクト実施計画書」に基づいて、プロジェクト統合管理を実施する。 

2.1.3 プロジェクト統合管理の方法 

プロジェクトの推進にあたり、遵守すべきプロジェクト統合管理手順を、以下の管理要領として示す。 

① コミュニケーション管理要領 

② 進捗管理要領 

③ リスク管理要領 

④ 情報セキュリティ管理要領 

⑤ 文書・データ保管管理要領 

⑥ 品質管理要領 

⑦ 課題・問題管理要領 

⑧ システム構成管理要領 

⑨ 変更管理要領 
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2.1.4 プロジェクト統合管理の概念図 

本標準において定めるプロジェクト統合管理要領の概念図を「図 2.1.4.1 プロジェクト統合管理の概念図」に

示す。 

 

図 2.1.4.1 プロジェクト統合管理の概念図 
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2.1.5 プロジェクトマネジメント計画書作成 

プロジェクト実施計画書は、作業を実施する上で事前に定義すべき作業範囲、スケジュール、実施体制等

を明確にし、その進め方を機構と本プロジェクトの設計・開発・構築・運用役務に関わる受託事業者が合意す

るためのものである。受託事業者は、「2.1.5(1)プロジェクト実施計画書の作成要領」に示す手順に従い、契約

後定められた納品時期までにプロジェクト実施計画書を策定し、機構の承認を受けること。 

(1) プロジェクト実施計画書の作成要領 

① プロジェクト実施計画書の作成 

受託事業者は契約後、「表 2.1.5.1 プロジェクト実施計画概要」に示す内容に準拠したプロジェクト実施

計画書を作成し、機構の承認を得ること。 

表 2.1.5.1 プロジェクト実施計画概要 

項番 項目 概要 内容 記載観点 

1 

プロジェクト概要 

プロジェクトの

目的、背景、

目標を示す。 

プロジェクト

の目的・背

景 

開発プロジェクトに関するこ

れまでの経緯や取組み状

況、開発プロジェクトの必要

性等について記述すること。 

・「調達仕様書」との整合がとれてい

ること。 

2 プロジェクト

の目標 

開発プロジェクトにおける実

現目標 (スケジュール、品

質、工数等)について、定量

的に示す等、簡潔に記述す

ること。 

3 プロジェクト

の制約条件

及び前提条

件 

開発プロジェクトに関する制

約条件及び前提条件につい

て記述すること。 

4 

スコープ定義 

契約内容に基

づいて、各受

託事業者が実

施する役務及

び実現する機

能の範囲につ

いて明確に定

義する。 

実現機能 

の範囲 

プロジェクトのシステムの構

成及び開発範囲を明確に記

述すること。 

・「調達仕様書」に示される委託範囲

との整合がとれていること。 

・他受託事業者及び機構との作業分

解点が明確にわかるように記述され

ていること。 

5 役務の範囲 受託事業者が実施する作業

範囲が明確にわかるよう記

述すること。 

6 

プロジェクト方針 

プロジェクトの

設計及び開発

方法、テスト方

法、テスト範囲

等に関する実

施 方 針 を 示

す。 

開発方針 設計及び開発方法、テスト方

法、テスト範囲を記述するこ

と。 

・「調達仕様書」との整合がとれてい

ること。 

 

7 開発ツール 設計及び開発を進めるにあ

たり、前提としている設計及

びツールについて記述する

こと。 

8 開発環境 開発環境について、現時点

で整備方針等があれば、簡

潔に記述すること。 

9 環境遷移図 本番環境、稼働維持環境の

用途、使用するサーバ機器

等の資材の遷移を時系列に

記述すること。 

10   遵守事項 機密保持、資料の取扱いに

ついは機構の定めにしたが

うこと。 

 

11 

スケジュール 

プロジェクト全

体をとおして

実施すべき作

スケジュー

ル 

作業工程単位に、計画段階

で、作業の役割分担、作業

概要を記述する。 

・スケジュールで、タスク間の依存関

係が明確になっていること。 

・スケジュールで、クリティカルパスが



 

システム基盤開発 開発管理標準・開発標準 

5 

項番 項目 概要 内容 記載観点 

業(役務等の実

施及び機器等

の納品)につい

て、具体的な

スケジュール

を定義する。 

スケジュールに定義する作

業には、受託事業者の実施

する作業の他、機構及び関

連受託事業者との調整作

業、機構のレビュー等も含め

ること。 

 

明確になっていること。 

・機構及び他受託事業者に関連する

タスクが網羅的に定義されており、

他タスクとの依存関係や作業期限

が明確になっていること。 

・機構のレビュー実施内容や時期(中

間レビュー含む)が詳細スケジュー

ル上で明確になっており、レビュー

計画(プロジェクトの管理計画の一

部)との整合がとれていること。 

12 

納品成果物 

本プロジェクト

で作成する成

果物の一覧と

各成果物の概

要と納品予定

期限を示す。 

成果物一覧 本プロジェクトで作成する成

果物を定義し、一覧(成果物

名、概要、納品予定期限等

を定義)を記述すること。 

・「調達仕様書」との整合がとれてい

ること。 

・詳細スケジュールに示される作業と

の整合がとれていること。 

13 

実施体制 

プロジェクトに

関係する全て

のステークホ

ルダ(受託事業

者、機構、他

受託事業者等)

を含めた実施

体制を定義す

る。 

体制図 開発プロジェクト実施にあた

り、連絡及び確認を行う担当

者を記述し、主要メンバの連

絡先一覧(電話番号/FAX 番

号及びメールアドレス)も記

述すること。 

・コミュニケーションパス(機構等、外

部との連絡窓口)が明確になってい

ること。 

・問題があった際のエスカレーション

パスが明確になっていること。 

・プロジェクトの実施にあたって、必

要な体制が確保されていること。 14 役割分担 参画する主要メンバとその役

務概要を示すこと。 

15 会議体 コミュニケーション管理要領

に従い、記述すること。 

16 

要員計画 

プロジェクト全

体をとおして

必要とされる要

員の人数、ス

キル、時期を

定義する。 

要員計画 プロジェクトをとおして必要と

されるスキル項目の分析を

行い、要員数等、主要な要

員のスキルについて月別に

要員計画として作成するこ

と。 

 

・要員計画に基づき、必要なスキル

を有する要員が確保されているこ

と。 

・WBS、マスタスケジュールとの整合

がとれていること。 

・要員変動時における機構への報告

方法が明記されていること。 

17 

初期課題及びリス

クの定義 

プロジェクト開

始時に判明し

ている課題及

びリスクを定義

する。 

初期課題の

定義 

プロジェクト開始段階で判明

している課題について分析

を行い、対応策について課

題管理台帳に定義すること。 

・プロジェクト初期段階で判明してい

る課題について、対応策等と併せ

て課題管理台帳に定義されている

こと。 

・プロジェクト初期段階で判明してい

るリスクについて、対応策等と併せ

てリスク管理台帳に定義されている

こと。 

・課題及びリスクの対応策を踏まえた

プロジェクト計画になっていること。 

18 初期リスクの

定義 

プロジェクト開始段階で判明

しているリスクについて分析

を行い、対応策についてリス

ク管理台帳に定義すること。 

19 
管理計画 

プロジェクトにおいて採用するプロジェクト管理手法につい

て、当標準の記載内容に則って具体的に示すこと。 

・当標準の記載内容に則っているこ

と。 

 

② キックオフミーティングの実施 

原則、契約後 2 週間以内に、プロジェクト実施計画書の内容を説明し周知するためのキックオフミーティ

ングを開催する。なお、会議の出席者は、プロジェクト実施計画書で定義されたものとする。 

③ WBSの作成 

各作業工程において必要な作業を詳細化し、「WBS」を作成すること。また、タスクごとに作業内容、納品

成果物、開始条件及び終了条件(依存関係)を明確にすること。なお、タスクの詳細化に際しては、具体的

な進捗状況や投入実績値(AC:Actual Cost)を把握できる単位(最低限レベル 3 の粒度：5 人日程度)まで

可能な限り詳細化及び階層構造化して記述すること。WBS に記載する内容には以下の事項を含むもの

とし、プロジェクト管理ツール等を用いて作成したものでもよい。 
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 WBS番号 

 タスク名 

 開始日(予定) 

 終了日(予定) 

 工数(予定) 

 達成率 

 作業責任者 

 対応する成果物 

 依存関係(着手の前提となる WBS番号) 

各作業工程を通じて、定期的に計画と進捗状況との差異を分析し、タスクに変更が生じた場合は、機構

の承認を得た上で、関連する作業計画及び納品成果物の変更を行うこと。 

(2) プロジェクト実施計画書の改訂要領 

プロジェクト実施計画書の変更手順は、原則として「2.10 変更管理要領」に従うものとする。 

① 管理手続の変更 

プロジェクト実行の過程で発見された管理手続やフォームの不備、非効率な手続等を改善するために管

理計画を変更する場合は、機構及び関連事業者と協議の上、管理計画の見直しを行うこと。 

② 留意事項 

プロジェクト実施計画書の改定においては、必ず機構の承認を得ることとし、関連事業者に関係する内容

については、機構が関連事業者へ周知するために必要な支援を行うこと。 

2.1.6 プロジェクト作業の指揮・マネジメント 

プロジェクト実施計画書に従い、納品成果物を生成するために必要な資源（要員、機器及び什器等、プロ

ジェクトの遂行に必要なもの）、関係するステークホルダとのコミュニケーションパスの構築、リスクの管理、サ

プライヤーの管理を実施すること。 

2.1.7 プロジェクト作業の監視・コントロール 

プロジェクト実施計画書で定義した計画と実績を比較し、必要に応じて是正処置や予防処置を行うための

評価を行うこと。また、納品成果物及び関連文書の最新化、新規/既存リスクの分析、進捗の測定、現在コスト

とスケジュールに関する評価を行うこと。評価の結果を踏まえ、必要に応じて「2.1.8 統合変更管理」を実施す

ること。 

2.1.8 統合変更管理 

プロジェクトの実施において発生した変更要求について承認又は却下の判断を行い、承認された変更要

求については、「2.1.6 プロジェクト作業の指揮・マネジメント」にて実行すること。承認済の変更だけが実施さ

れるように、統合変更管理を回避しようとする要因への働きかけを行うこと。また、変更要求は文書化し、速や

かにレビュー、判断を行い、是正処置、予防処置、欠陥修正を行うこと。 

2.1.9 プロジェクト又はフェーズの終結 

プロジェクトマネージャは、プロジェクト実施計画書で定義したスコープを確認し、全作業の完了と、プロフ

ェクト又はフェーズの目標を達成したことを確認すること。フェーズの終結においては、完成基準を満たすた

めに必要な処置や活動を実施し、プロダクトやサービス、システム環境を次のフェーズに引き渡すために必

要な処置及び活動を実施すること。プロジェクトの終結においては、「プロジェクト完了報告書」を作成し、機
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構の承認を受けること。 

(1) プロジェクト完了報告書の作成要領 

受託事業者は、プロジェクト実施計画書に基づいて、定められた納品時期までに、各受託事業者役務範

囲における全ての作業に関する事後検証を行うとともに、当プロジェクトによって得た経験や教訓につい

て検証し、「プロジェクト完了報告書」を作成すること。 

① プロジェクト完了報告書の作成 

プロジェクト概要、スコープ定義、プロジェクト方針、実施体制、要員計画については、「プロジェクト実施

計画書」と同内容を記述すること。ただし、変更点がある場合は変更内容を明示すること。 

プロジェクト完了報告書の作成にあたっては、「表 2.1.9.1 プロジェクト完了報告書記載内容」に示す内

容に準拠して記載すること。 

表 2.1.9.1 プロジェクト完了報告書記載内容 

項番 内容 説明 

1 プロジェクト目標と達成状況 納期・コスト・品質 

2 スケジュール マイルストーン・実績等 

3 稼働状況 処理走行状況・トラブル発生状況、処理走行状況 

4 作業実績工数 実績工数が記載された WBS 

5 プロジェクトの振り返り 

今後に向けた取り組み(案) 

振り返り内容、今後に向けた取り組み(案) 

6 プロジェクト残課題 

今後の対応及び評価 

残課題、対応主体、対応方針、対応期限 

 

② クロージングミーティングの実施 

原則、稼働後 2 か月以内に関係各所(ユーザ含む)、関連事業者を召集し、クロージングミーティングを開

催すること(契約時期に応じて決定する)。 
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2.2 コミュニケーション管理要領 

2.2.1 目的 

コミュニケーション管理では、プロジェクト関連情報の作成、共有及び蓄積等に関する基準を定め、本プロ

ジェクトの全参画者がその基準に従い、円滑かつ効率的なコミュニケーションを行うことを目的とする。 

特に、本プロジェクトにおいては、機構及び関連事業者との合意形成に至るまでの会議及び情報伝達を

効果的かつ効率的に実施することが重要となる。 

2.2.2 基本方針 

関係者に対して必要な情報の伝達が正確かつ迅速に行われていることを定期的に確認する。 

2.2.3 コミュニケーション管理方法 

「プロジェクト実施計画書」に定義すべきコミュニケーション方法の例として、以下について記述する。 

① 対面のコミュニケーションである「会議体」 

② 非対面のコミュニケーションである「質問と通知」 

 会議体 

「表 2.2.3.1 会議体の定義(例)」に示す会議体の例を参考にし、プロジェクトに適した会議体を「プロジェク

ト実施計画書」に定義すること。 

新たな会議体を設置する必要がある場合は、プロジェクト実施計画書に記載すること。 

また、機構からの要望に応じた開催頻度の変更を可能とすること。 

特に、以下内容に関する定例会議については、それぞれを個別に開催する必要はないが、開催を必須と

する。 

③ 進捗管理に関する報告 

④ 品質管理に関する報告 

⑤ リスク管理に関する報告 

⑥ 課題・問題管理に関する報告 

表 2.2.3.1 会議体の定義(例) 

項番 項目 個別進捗会議 全体進捗会議 品質評価会議 課題検討会議 ステアリング 

コミッティ 

1 開催頻度 適宜開催 

(隔週を想定) 

適宜開催 工程完了時 適宜開催 適宜開催 

2 開催目的 機構が受託事業

者個別の進捗状

況を把握し、受託

事業者との調整事

項等を判断する。 

機構、受託事業者

及び関連受託事

業者がプロジェクト

全体の進捗状況を

把握し、各受託事

業者間の調整等を

行う。 

「品質評価報告書」

に基づき、関係者

を集めて工程完了

の判断を行う。 

課題問題の解決、

仕様及び設計の

調整等のため、各

受託事業者を集め

て対応方針や対応

策を検討・実施す

る 

プロジェクト内部で

解決できない課題

については、プロ

ジェクトリーダ等に

依頼する 

3 会議資料 

(主なもの) 

進捗報告資料 進捗報告資料 品質評価報告書 課題管理台帳 課題管理報告 

課題管理台帳 

変更管理台帳 

リスク管理台帳 

4 主催者 各受託事業者 機構 受託事業者 

5 出席者 各受託事業者 

機構 

各受託事業者 

機構 

各受託事業者 

機構 

各受託事業者 

機構 

各受託事業者 

機構 
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項番 項目 個別進捗会議 全体進捗会議 品質評価会議 課題検討会議 ステアリング 

コミッティ 

※必要に応じ、関

連受託事業者も出

席 

※必要に応じ、関

連受託事業者も出

席 

6 資料準備 原則、受託事業者が準備する。 

7 議事録作成 原則、受託事業者が準備する。 

8 関連する 

管理要領 

進捗管理要領 

リスク管理要領 

情報セキュリティ管

理要領 

品質管理要領 

課題･問題管理要

領 

変更管理要領 

進捗管理要領 

リスク管理要領 

情報セキュリティ管

理要領 

品質管理要領 

課題･問題管理要

領 

変更管理要領 

品質管理要領 

 

情報セキュリティ管

理要領 

品質管理要領 

課題･問題管理要

領 

変更管理要領 

情報セキュリティ管

理要領 

品質管理要領 

課題･問題管理要

領 

変更管理要領 

 

(2) 質問と通知 

「表 2.2.3.2 質問と通知」に示す非対面のコミュニケーションの例を参考にし、「プロジェクト実施計画書」に

定義すること。 

表 2.2.3.2 質問と通知 

項番 手段 管理帳票名 用途 

1 質問 質問管理台帳/質問票(個票) 要件や設計内容の確認等による質問事項 

(受託事業者から機構に対する質問、及び受託事業者間の

質問) 

2 通知 通知管理台帳/通知票(個票) 機構から受託事業者に対する開発プロジェクト運営上の通

知事項 

 

(3) 質問のフロー 

通知管理台帳/質問票を利用した質問の処理フローについては、原則、以下のとおりとする。 

① 質問票の起票/送付 

機構にて通知票を起票し、質問事項一覧及び質問票に質問先(関連事業者含む)、質問内容等の必要事

項を記入し、機構に送付する。 

② 質問票の受領/確認/回答 

受託事業者から機構に送られてきた質問票の内容を確認し回答を記入する。 

また、関連事業者に確認する事項に関しては、質問先に回付し回答を依頼する。 

③ 質問票の受領/確認 

機構から受託事業者に送られてきた質問票の内容を確認し再質問が必要な場合は再度質問票を送付

する。 

(4) 通知のフロー 

通知管理台帳/通知票を利用した通知の処理フローについては、原則、以下のとおりとする。 

① 通知票の起票/送付 

機構にて通知票を起票し、通知事項一覧及び通知票に通知先、通知内容等の必要事項を記入し、受託

事業者に送付する。 

② 通知票の受領/確認 
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機構から受託事業者に送られてきた通知票の内容を確認する。 

 

2.2.4 留意事項 

(1) 効率的な会議運営 

① 会議日程を設定する際には、参加者が効率的に参加できるよう工夫する。(同日に複数の会議をまとめて

設定する等。) 

② 会議を開催するタイミング及び頻度については、各作業工程の特徴及び状況等を鑑みて、機構と協議の

上、必要に応じて変更すること。 

③ 機構から要請がある場合又は機構との協議が必要な事案が発生した場合には、臨時の会議を随時開催

すること。 

④ 会議における報告内容及び報告フォームについては、機構が報告内容に基づき、今後の対応方針を判

断可能なものとすること。 

⑤ 可能な限り会議開催までに関係者に資料(アジェンダ含む)を展開し、事前に内容を確認した上で会議を

開催する。 

⑥ 会議における重要決定事項及び ToDo については、会議主催者が会議の場で参加者全員に対して認

識の齟齬がないことを確認する。 

⑦ 開催サイクルは、作業フェーズ、進捗状況、課題、リスク、変更案件の件数の状況等を勘案し、必要に応

じて見直すものとする。 

⑧ その他、効率的に会議を実施するためのファシリテーション方法について、「プロジェクト実施計画書」に

具体的に記述する。 

⑨ 機構と打合せ等を実施する場合は、文書により説明等を行うこと。 

(2) 議事録の運用 

① 議事録は、原則、会議主催者が作成し、次回の会議日程又は別途指定する日までにメール等によるコミ

ュニケーション手段にて機構及び会議出席者に提示し、機構の承認を得ること。 
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2.3 進捗管理要領 

2.3.1 目的 

進捗管理では、プロジェクト実施計画で策定した作業計画に基づき、各タスクの状況把握及びスケジュー

ル管理を行うことにより、期限までに計画工数内で、要求した仕様どおりの成果物を完成させ、プロジェクトを

完了させることを目的とする。 

2.3.2 基本方針 

「プロジェクト実施計画書」に基づいて、定期的にプロジェクトの進捗管理を実施する。 

2.3.3 進捗管理方法 

(1) WBS詳細化の実施 

WBS をもとに、直近のタスク(翌月末までのタスク)を更に作業実施可能なレベル(担当者単位のタスク)まで

詳細化し、作業の開始・終了予定日を設定する。 

(2) 進捗状況の分析 

① 作成した WBS から、進捗状況を定量的に分析する。 

② 進捗状況の分析対象は作業期間に予定していた全タスクとする。 

③ 計画からの遅れが 10 日以上となった場合(複数作業において遅れが発生している場合には、予定作業

完了までに要する日数が最も大きい作業を基準とする。)には、原因を調査し、改善策を提示し、機構の

承認を得た上で、これを実施すること。 

(3) 進捗報告書の作成及び更新 

受託事業者の作業の進捗状況や課題・問題点等を報告する。報告内容として、以下の「表 2.3.3.1 進捗

報告書」に示すとおり様式を定める。 

表 2.3.3.1 進捗報告書 

項番 項目 内容 

1 作業進捗の概要 作業進捗状況の総括として、報告日迄の作業実績、報告日以降の作業予定、現状の問題・

課題、機構及び関連プロジェクトへの伝達事項について、概要を簡潔に記述する。 

2 作業進捗の詳細 直近作業が詳細化された WBS ベースに、対象とする作業期間に予定していた全タスクの分

析結果、報告日迄の作業実績の詳細及び次々週迄の作業予定の詳細を記述する。 

期限の見直しを行った場合は、変更箇所を明確にする。 

3 品質管理状況 受託事業者におけるレビューの実施状況や指摘状況等を報告する。 

4 変更管理状況 受託事業者が「プロジェクト実施計画書」で定義した変更管理方法に基づき、当該週の状況

を踏まえて更新(差分は下線)、対応状況を報告する。 

5 課題・問題管理状況 受託事業者が「プロジェクト実施計画書」で定義した課題管理方法に基づき、当該週の状況

を踏まえて更新(差分は下線)、受託事業者における課題・問題の発生状況や発生件数、対

応完了件数等を集計、報告する。 

6 リスク管理状況 受託事業者が「プロジェクト実施計画書」で定義したリスク管理方法に基づき、当該週の状況

を踏まえて更新(差分は下線)、受託事業者におけるリスクの発生状況や発生件数、対応完了

件数等を集計、報告する。 

7 関係者との調整事項 外部連携システム及び他受託事業者と調整する事項について記載する。 

8 依頼事項 機構及び他の出席者への依頼事項がある場合、依頼事項について記載する。 
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2.3.4 進捗報告方法 

(1) 個別進捗報告 

受託事業者が主催で、個別進捗会議を開催する。 

受託事業者は、会議開催前に、「表 2.3.3.1 進捗報告書」に示す報告書を作成し、進捗状況を報告する。 

個別進捗会議の開催頻度は隔週を想定しているが、各作業工程の特徴及び状況等を鑑みて、機構と協

議の上、必要に応じて変更すること。 

(2) 全体進捗報告 

機構が主催で、システムの構築に関連する受託事業者を招集し、プロジェクト全体の進捗会議を開催す

る。 

報告書は、基本的に個別進捗会議で作成する報告書と同様とし、別途、会議に参加する他受託事業者等

に対して説明すべき資料があれば提示する。 

全体進捗会議の開催頻度は月 1 回(個別進捗とを兼ねるのは可)を想定しているが、各作業工程の特徴及

び状況等を鑑みて、機構と協議の上、必要に応じて変更すること。 

(3) その他 

「2.3.4(1)個別進捗報告」及び「2.3.4(2)全体進捗報告」における進捗会議での報告後、メール等によるコミ

ュニケーション手段にて機構及び会議出席者に報告書一式を送付する。 
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2.4 リスク管理要領 

2.4.1 目的 

リスク管理では、リスクを継続的に識別し、分析し、取扱い、監視することで計画遂行への阻害要因を受け

入れられる程度にとどめ、リスクが顕在化した際の手戻り等を最小化することを目的とする。 

2.4.2 基本方針 

「プロジェクト実施計画書」に基づいて、定期的にプロジェクトのリスクを管理し、リスクへの対応(回避、軽

減、受容)を行う。 

2.4.3 リスク管理方法 

(1) リスクの洗い出し 

受託事業者は以下の観点でリスクを洗い出し、リスク管理台帳に記入する。 

① スケジュールに関するリスク 

納期迄に作業が完了しないことのリスク。スコープ変更や要員不足及び、費用に関するリスクの解決のた

めに追加作業等が発生することが主な原因となる。 

② 技術的なリスク 

当初想定されなかった技術的な理由で仕様を満たさない、或いは、期待されている効果が得られないリ

スクを表す。 

例えば、新規・標準外プラットホーム技術の採用、現行システムとの統合、移行、パフォーマンス非現実

性、システム環境の複雑性等から発生するリスクである。 

③ 実施体制に関するリスク 

実施体制に関するリスクは、システム構築の過程で発生する組織変更、スキル不足等によるメンバの変

更に関するリスクである。このリスクは、必要な組織・業務変更を円滑に実現するために必要な教育に関

するリスクや、システム移行リスクを含むものである。 

④ 外部要因によるリスク 

外部要因によるリスクは、本システムの管理外である環境的要因に関するリスクである。このリスクは、本

システム開発の成功に直接的・間接的に影響を及ぼし、法的要件等から発生するものである。 

(2) リスク分析の実施 

洗い出されたリスクに対して、それぞれ以下の観点でリスク分析を実施する。 

リスクの評価について、「表 2.4.3.1 緊急度、重要性の定義」に示す基準に従い、「表 2.4.3.2 リスクの評

価」に示す評価結果に応じて、「表 2.4.3.3 リスクのエスカレーション基準」に示す会議体に報告を行う。 

表 2.4.3.1 緊急度、重要性の定義 

項番 項目 評価 説明 

1 

緊急度 

H(高) 
プロジェクト全体進捗の遅延(5 日以上)が発生する恐れがある課題であり、全体進捗会議又

はマネジメント会議の評価に基づき早急に解決すべき課題 

2 
M(中) 

プロジェクト全体進捗の遅延(3 日以上)が発生する恐れがある課題であり、全体進捗会議若し

くはマネジメント会議又はプロジェクト管理の評価に基づき対応すべき課題 

3 
L(低) 

プロジェクト全体進捗の遅延に影響はなく、プロジェクト管理の評価に基づき担当間、担当内

で対応可能な課題 

4 
重要度 H(高) 

プロジェクト全体進捗に影響(スコープ等、プロジェクト計画の変更)が発生する恐れが課題で

あり、全体進捗会議又はマネジメント会議の評価に基づき早急に解決すべき課題 
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項番 項目 評価 説明 

5 

M(中) 

プロジェクト全体進捗に影響(スコープ等、プロジェクト計画の変更)が発生する恐れが課題で

あり、全体進捗会議若しくはマネジメント会議又はプロジェクト管理の評価に基づき対応すべ

き課題 

6 
L(低) 

プロジェクト全体進捗に影響(スコープ等、プロジェクト計画の変更)はなく、プロジェクト管理の

評価に基づき担当間、担当内で対応可能な課題 

 

表 2.4.3.2 リスクの評価 

項番  重要度 

H(高) M(中) L(低) 

1 

緊急度 

H(高) 9 6 3 

2 
M(中) 6 4 2 

3 
L(低) 3 2 1 

 

表 2.4.3.3 リスクのエスカレーション基準 

項番 項目 内容 

1.  9,6 マネジメント会議に報告され対応内容の承認可否を審議する。 

2.  4,3,2 全体進捗会議に報告され対応内容の承認可否を審議する。 

3.  1 チーム内にて報告され対応する。 

 

(3) リスク対応策の検討 

分析したリスクに対して、それぞれ以下の観点でリスク管理計画を立案する。 

リスクが顕在化する前に予防策を実行し、リスクを除去、軽減、回避、受容する。リスク管理計画の立案にあ

たってはそのリスクが顕在化する条件及び兆候、リスクが顕在化した際の具体的な影響範囲等を記載す

る。 

特に、優先度の高いリスクについては、その発生に備え、緊急対応時の体制、計画を緊急対応時計画とし

て具体化すること。 

① 回避策 

原因を取り除くことにより、特定の脅威を回避する。 

② 軽減策 

特定の処置を講じて、リスクの発生確率及び顕在化した場合のプロジェクトへの影響の軽減を図る。 

③ 受容策 

リスクを受け入れる。回避策や軽減策の立案が困難であり、かつリスクが顕在化した際の影響範囲、影響

度等が受け入れられる程度のものである場合に採用する。 

 

立案されたリスク管理計画について、機構は内容を確認し、承認する。リスク管理計画における予防対策

は、課題・問題管理にて実施する。 
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2.5 情報セキュリティ管理要領 

2.5.1 目的 

情報セキュリティ管理では、受託事業者とのセキュリティに関わる情報の取扱い方法を定義し、適切なセキ

ュリティ対策を実施されることを目的とする。 

2.5.2 基本方針 

受託事業者は、本標準及び「2.5.4 セキュリティ管理に係るポリシー等」に示す基準を遵守し、情報セキュリ

ティ対策の遵守方法及び管理体制等に関する計画を取りまとめた「情報セキュリティ管理計画書」を作成し、

本プロジェクトにおける情報セキュリティ管理を実施すること。 

2.5.3 情報セキュリティ管理方法 

(1) 適用範囲 

情報セキュリティ対策の対象は、機構が、受託事業者に提供若しくは閲覧を許可した全ての情報並びにそ

れらの情報を基に作成する成果物(中間成果物を含む。)及び関連資料等とする。 

(2) 情報セキュリティ管理方針 

① 提供情報等の複製 

受託事業者における提供情報等の複製は原則禁止する。 

ただし、受託事業者において複製が必要であると判断した場合には、あらかじめ機構と協議を行い、その

承認を得なければならない。 

② 秘密の保全 

受託事業者は、機構が交付又は使用を許可した提供情報等に限らず、業務を履行するにあたり知り得た

情報について、目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならない。 

受託事業者が提供情報等を第三者に開示することが必要な場合には、あらかじめ機構と協議を行い、そ

の承認を得なければならない。 

2.5.4 セキュリティ管理に係るポリシー等 

以下の基準を遵守し、プロジェクトにおける情報セキュリティ管理を実施すること。 

なお、「日本年金機構情報セキュリティポリシー」は非公開であるが、「政府機関のサイバーセキュリティ対

策のための統一基準」に準拠しているため、必要に応じて参照すること。 

① 日本年金機構個人情報保護管理規程 

② 日本年金機構情報セキュリティポリシー 

③ 日本年金機構セキュリティパッチ適用基準書 

④ 業務委託及び機器等の購入における情報セキュリティ対策実施手順書 
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2.6 文書・データ保管管理要領 

2.6.1 目的 

文書・データ保管管理では、本プロジェクトにおいて納品する全ての成果物の識別を容易にし、その記述

内容・媒体等に応じて適切に保管及び管理すること目的とする。 

2.6.2 基本方針 

機構が対象のプロジェクトで作成及び納品される全ての文書及びデータの管理者となることを基本方針と

する。 

管理対象となる文書に対し、文書番号、文書タイトル、作成担当、発行日、版番号を記録し、保管を行う。 

また、保管された文書に対し、文書の改ざん・紛失等を防止し、その構成を最新の状態に維持し、過去に

加えられた変更の履歴を保持する。 

2.6.3 文書管理方法 

(1) 文書番号 

「プロジェクト実施計画書」にて文書管理番号規定を定義し、管理対象の文書が一意の文書であることを示

すようにする。 

なお、先行する関連調達の開発管理標準に受託事業者の調達範囲に関する文書番号管理規定が定義さ

れている場合は、当該文書番号管理規定に準拠する。 

(2) 文書管理者 

文書管理は機構が行うことを基本とするが、機構の指示により関連事業者が文書管理を実施する場合が

ある。 

文書管理者の役割を以下に示す。 

① 文書番号の管理 

② 電子媒体のフォルダ構成の管理 

③ 保管庫の管理 

(3) 保管方法 

① 電子媒体 

機構が受領又は作成した電子媒体文書は、機構内に設置された環境にて保管する。(受託事業者とのデ

ータの共有は想定していない) 

また、受託事業者は各管理要領に従い、受託事業者の責において、適切に文書管理を実施する。 

② 紙媒体 

機構が受領・作成した紙媒体文書は、機構にて管理する保管庫に保管する。 

機密文書を保管する際は、施錠した保管庫に保管する。 

(4) ファイル名 

電子媒体文書のファイル名を以下に定める。 

【プロジェクトの略称_文書番号_文章名_日付_バージョン番号.拡張子】 

 プロジェクトの略称は別途定義する。 



 

システム基盤開発 開発管理標準・開発標準 

17 

 文書番号は、納品成果物の項番とする。議事録及び中間成果物等で納品成果物に関連しない場合

は別途定義する。 

 日付は YYYYMMDD 様式とする。 

 バージョン番号は 3 桁とし、チェックポイントごとにバージョン番号の「上 1 桁」を加算する。ファイルの

作成・修正・保存ごとにバージョン番号の「下 2 桁」を加算する。 

(5) 文書・データ保管管理の実施 

文書管理の実施フローを以下に示す。 

① 文書・データ登録 

各受託事業者は、機構に電子媒体の文書・データを送付する。(紙媒体の場合は、持参又は郵送とす

る)。 

② 管理レベルの判断 

機構は、作成又は受領した文書・データについて、管理レベルを判断する。 

③ 文書・データの保管及び管理 

機構は、受託事業者から受領した文書(電子媒体/紙媒体)・データを保管及び管理する。 

2.6.4 留意事項 

文書管理は、以下の観点から行うものとする。 

 可用性   :必要なときに使える状態になっていること。 

 完全性   :記述内容が正しい状態で保たれていること。 

 構成の識別   :最新状態であることを保証し、変更履歴を保持すること。 
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2.7 品質管理要領 

2.7.1 目的 

プロジェクトの各成果物に求められる達成基準との適合性を確認し、要求する品質を満たさないと判断さ

れた場合には、原因の除去及び品質状況の監視を行うことにより、各成果物の品質を向上させることを目的

とする。 

2.7.2 基本方針 

「プロジェクト実施計画書」に基づいて、定期的にプロジェクトの品質を管理し、品質目標が達成されている

ことを確認する。 

2.7.3 品質管理の方法 

(1) 品質管理プロセスの概要 

開発プロジェクトでは工程ごとに、以下のプロセスを繰り返し適用する。 

① 目標設定:プロジェクト実施計画にて、各工程単位で品質管理の目標を設定する。 

② 計画策定:プロジェクト実施計画にて、品質管理活動(品質レビュー、テスト)の計画を策定する。 

③ 活動実施:各工程にて、品質管理活動の計画に従い、品質管理活動を実施する。 

④ 評価:品質管理活動の結果で得られる成果物の品質、作業の品質について評価する。 

⑤ 対策の策定:品質評価結果に基づき、対策を策定する。対応状況は進捗管理の報告にて確認する。 

⑥ 品質目標達成確認:工程終了時に成果物(全体)が、品質目標を達成していることを確認する。 

(2) 品質管理プロセスの定義 

以下のプロセスを定義、実施する。 

① 品質目標の設定 

プロジェクトで実施する各工程における品質目標については、「プロジェクト実施計画書」及び「テスト実

施計画書」で設定し、機構の承認を得る。 

② レビューの計画 

プロジェクト実施計画段階で、機構へのレビュー対象の成果物を定義し、各成果物に対してレビュー実

施方法、時期、レビュー参加者を決定し、「プロジェクト実施計画書」に定義すること。 

工程完了時に実施するフェーズ終了判定会議やインスペクションとは別に、変更による手戻り等を考慮

し、必要に応じて初期方針レビュー、中間レビューの実施を計画すること。 

③ レビュー計画の変更 

「レビュー報告書」のデータを基に品質の状況を把握し、必要に応じてレビュー計画を変更する。 

④ 要求品質の事前把握 

各工程の開始段階において、設計作業の成果物作成のプロセスを再確認し、要求品質の理解の徹底を

図ること。必要に応じて、レビュー計画を見直す。 

⑤ レビューの実施 

成果物の作成プロセスと成果物の内容及び品質について、受託事業者内及び機構にてレビューを実施

し、受託事業者が「レビュー報告書」を作成する。 

⑥ 品質評価と対策実施 
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「レビュー報告書」をもとに、品質に係るデータを分析、品質管理上の問題を検出し、対応策や顕在化防

止策の検討及び展開、レビュー計画の見直しを行う。 

(3) レビューの観点 

以下に示す観点でレビューにより、欠陥の除去活動を実施する。 

① 検証(verification)の視点 

 要件が正確に反映されていること 

 機能の漏れがないこと 

 システム利用者による操作性が反映されていること 

 システム運用者による保守性が反映されていること 

 受託事業者間及び他システムに跨る内容の整合がとれていること 

② 妥当性確認(validation)の視点 

 システムの処理方式が妥当であること 

 共通化のレベルが妥当であること 

 将来性の観点から妥当な技術が採用されていること 

 保守性の観点から妥当な設計になっていること 

(4) レビューの種類 

品質確認と欠陥除去は、以下の「表 2.7.3.1 レビューの種類」に示す各種レビューによることを原則とす

る。各レビューの特徴を以下に示す。 

① ピアレビュー 

主として受託事業者内で実施する検査・評価のための検討会。自己点検を目的として全体の品質等につ

いて自主的に検査する。 

② ウォークスルー 

成果物の欠陥の早期検出と除去を目的とし、組織的に手順化された検討会。レビュー報告書の作成は

義務づけず、参加者は内容検討に注力する。開発標準、各種規約及び、各種ガイドの理解と徹底、担当

者間のレベル統一を図るもの。 

③ インスペクション 

成果物の品質点検と早期の欠陥除去を目的として、主に設計工程において、少人数かつ短時間で、最

も効果的・経済的なレビュー手法。検査対象となる設計書を設計者自身が順を追って読み上げ、参加者

が欠陥を発見していく熟視テストである。 

検査対象物作成の前提となった仕様(例えば、要件定義書や現行システムの詳細設計書等)との比較、エ

ラー検出用のチェックリストの活用、レビュー報告書の作成、修正状況のトラッキングと再発防止のための

フィードバック等を行う。 

表 2.7.3.1 レビューの種類 

項番 項目 ピアレビュー/ウォークスルー インスペクション A インスペクション B 

1 目的 受託事業者チーム内メンバ同

士で成果物に対する自己点

検を実施すること。 

受託事業者内で確認できる範囲

の欠陥除去と妥当性確認を実施

すること。 

要件が正確に反映されているこ

とを確認すること。 

2 対象成果物 原則、全ての成果物 原則、全ての成果物 原則、全ての成果物 

(※各開発工程の開始段階で機

構と協議して決定する。) 

3 参加者 設計・開発者と同一チームメン

バ 

受託事業者内 PM、PL、設計・開

発チームメンバ 

機構及び関連する受託事業者 
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項番 項目 ピアレビュー/ウォークスルー インスペクション A インスペクション B 

4 実施タイミング 随時 「プロジェクト実施計画書」にて定

義し、機構の合意を得ること。 

「プロジェクト実施計画書」にて定

義し、機構の合意を得ること。 

5 レビュー実施単位 最小成果物単位 相互に関連する成果物の単位 相互に関連する成果物の単位 

6 利用ツール 指定なし(受託事業者任意) 指定なし(受託事業者任意) 指定なし(受託事業者任意) 

7 品質データ収集 指定なし(受託事業者任意) 

 

品質レビュー工数 

指摘事項の数と内容 

品質レビュー工数 

指摘事項の数と内容 

8 レビュー報告書 不要(機構向けには報告の必

要なし) 

受託事業者が作成し、指摘事項

対応後、機構に提出する。 

受託事業者が作成し、指摘事項

対応後、機構に提出する。 

9 トラッキング 不要 受託事業者内で解決できない問

題については、受託事業者が主

担当となり、課題・問題管理で取

り扱う。対応方法が明らかな場合

は対応担当受託事業者のタスク

とし進捗管理で取り扱う。 

受託事業者内で解決できない問

題については、受託事業者が主

担当となり、課題・問題管理で取

り扱う。対応方法が明らかな場合

は対応担当受託事業者のタスク

とし進捗管理で取り扱う。 

 

(5) 品質の目標設定 

品質管理作業の完了基準を定める。品質評価会議では、全体としてこの基準を満たしていることを確認す

る。 

受託事業者は、「表 2.7.3.2 品質目標値」に示す品質管理目標を参考に、プロジェクトの特性を考慮し、

成果物ごとに品質管理の基準値を設定、設定した根拠とともに機構に提示すること。 

機構はこれらを評価し、妥当と認めた場合は承認する。 

表 2.7.3.2 品質目標値 

項番 項目 品質目標値 備考 

1 機能充足率 100% 管理目標 

2 指摘事項の残件数 0 件 管理目標 

3 レビュー密度 [プロジェクト実施計画時に成果物単位で設定] [人・時/頁数] 

4 エラー摘出密度 [プロジェクト実施計画時に成果物単位で設定] [件/頁数] 

 

(6) レビュー計画策定の指針 

成果物ごとにレビュー計画及び、レビュー方法を定める。 

① レビュー計画の策定時期 

原則、「プロジェクト実施計画書」にてレビュー計画を定める。 

ただし、計画の変更やレビュー日時の決定については、プロジェクトを進めていく過程で決定することを

可とする。 

② 品質管理の役割分担 

原則、作業プロセス・成果物作成担当の役割分担に従う。 

③ レビュー計画の内容 

プロジェクト実施計画段階で各成果物に対し、いつ、だれが、どのようなレビューを実施するかを計画し、

「プロジェクト実施計画書」のレビュー計画の章及び、詳細スケジュールに記述する。 

 レビュー実施日と実施形態(サンプリング/全件) 
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 レビューレベル(インスペクション A、インスペクション B 等) 

 インスペクション B の事前に実施する中間レビューの実施予定日と実施方法 

 レビュー方法(対面レビュー、書面レビュー) 

 レビュー実施者(機構、関連受託事業者等) 

 他の成果物と関連付けしてレビューするものを識別 

(7) レビューの実施方針 

レビューを実施することで、成果物の品質を担保し欠陥を除去する。 

① レビューの準備 

受託事業者は、品質管理の実施計画に従いレビューの準備を行う。インスペクション B では受託事業者

が、目的、対象物、実施日時、参加者と役割分担及びレビューに必要な資料の準備を実施し、機構は準

備状況を確認した上で実施可否を判断する。 

② レビューの実施とレビュー報告書(兼追跡票)の起票 

受託事業者は計画に従いレビューを実施する。インスペクション A,B については、実施後、当標準で定

める「レビュー報告書(兼追跡票)」を起票する。「レビュー報告書(兼追跡票)」には以下の「表 2.7.3.3 レビ

ュー報告書」に示す内容を含める。 

表 2.7.3.3 レビュー報告書 

項番 項目 補足 

1 対象 対象成果物名、ID 等、対象頁数 

2 出席者 責任者、参加者 

3 レビュー工数 レビュー時間×参加人数 [人・時] 

4 問題点及び解決策等 該当箇点、問題点、問題区分、原因区分、潜入工程、解決策、備考、解決予定日、修正工

数、完了日、確認者 

5 件数 指摘件数、解決件数、残件数 

6 レビュー密度 レビュー工数/頁数 

 

③ 品質の判定 

受託事業者は、レビューの実施をとおして、対象成果物の作成プロセスと作業品質を判定する。レビュー

の結果、以下のような問題が発見された場合は、原則として再レビューを実施する。 

 未解決の問題がある。 

 保留事項が整理されていない。また、保留事項の解決策や解決時期が決まっていない。 

 作業プロセス上の問題がある。 

 問題の発生傾向が極端に変化している。 

 問題の種類や内容に偏りが見られる。 等 

④ レビュー報告書(兼追跡票)の提出及び評価実施 

レビューを受けた受託事業者は「レビュー報告書」を起票するとともに、指摘事項への対応状況を追跡、

必要に応じて取りまとめを行い、対応が完了した「レビュー報告書」を機構が指定した宛先に提出する。 

また、指摘事項について受託事業者にて解決できない場合は、課題・問題管理に反映する。 

(8) 品質評価と対策実施(工程完了時) 
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受託事業者は、工程完了時に、品質に関するデータに基づき「品質評価報告書」を作成し、受託事業者

における品質管理状態を把握する。 

また、品質に問題があると判断された場合には、対応策を検討して実施する。 

なお、「品質評価報告書」は「表 2.7.3.4 品質評価報告書」に示す内容を記載すること。 

表 2.7.3.4 品質評価報告書 

項番 項目 補足 

1 品質状況に関する総括 各工程に対する品質目標達成状況の総括 

2 品質データ一覧及び分析結果 機能充足率、問題数(発生、解決、残)、欠陥摘出率、レビュー、密度の推移、収束曲線、収

束見込みの結果とその分析結果及び所見 

3 品質上の問題点と対応策 問題点と対応策の一覧 

 

(9) 品質評価会議の実施(工程完了時) 

機構は品質評価会議を開催し、以下の観点から最終成果物の品質を判定し、工程の完了可否の判断を

行う。 

また、次工程の品質改善に向けた改善策を決定する。 

① 品質評価会議におけるレビュー観点の例 

 品質管理目標を達成していること 

 次工程への申し送り事項が妥当であること 

 保留事項については対応策と解決時期が確定し、次工程に対する影響が整理されていること 

② 改善策の例 

 レビュー計画の変更(追加レビューの実施 等) 

 作業方法の変更 

 体制強化 

2.7.4 留意事項 

(1) 品質管理における体制 

① 品質評価計画の立案、検証及び品質改善策の検討と実施を管理する体制を構築すること。 

また、各種取り組みがしかるべき手続に則って実施されていることを定期的に確認・報告すること。 

② 受託事業者の関連会社や協力会社等の本調達の受託事業者でない主体が参画する体制を敷くことを機

構が許可する場合は、関連会社等の作業範囲及び責任範囲を明確にし、関連会社等の作業及び納品

成果物に対して十分な管理・検査を実施するとともに、関連会社等に係る一切の事項について全責任を

負うこと。 

③ 受託事業者内に品質管理を専門とした部門又は担当者が存在すること。 

また、その組織名や役割、本プロジェクトとの役割分担を提示すること。 
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2.8 課題・問題管理要領 

2.8.1 目的 

課題・問題管理では、プロジェクト遂行上様々な局面で発生する各種課題について、課題の認識、対応案

の検討、解決及び報告のプロセスを明確にし、迅速に対応することを目的とする。 

また、その対応結果を共有することで、課題・問題の早期解決・再発防止に役立てることである。 

2.8.2 基本方針 

(1) 前提 

「問題」とは、プロジェクトを遂行する上で発生する、プロジェクトの進行を阻害する事象を示す。 

「課題」とは、問題に対して発生原因を分析した結果、解決すべき内容が判明したものである。 

(2) 基本方針 

「プロジェクト実施計画書」に基づいて、定期的にプロジェクトの課題・問題を管理し、課題解決に向けた対

応を行う。 

なお、本プロジェクトでは、課題・問題を同一の手順(及び書式)にまとめて管理を行うこととする。 

2.8.3 課題・問題管理方法 

(1) 課題登録 

機構及び受託事業者から提起された課題を「表 2.8.3.1 課題台帳登録」に示す手順にて、課題管理台帳

に登録する。 

表 2.8.3.1 課題台帳登録 

項番 項目 内容 

1 課題提起/課題台帳登録 ・受託事業者が課題を発見した場合、課題内容を整理し、登録する。 

・他システムの開発において、当システムの開発に影響を及ぼす課題が発生した場合、機構

で課題内容を整理し、登録する。 

・機構が課題を検出した場合、課題内容を整理し登録する。特定の受託事業者の課題と判断

される場合は、当該受託事業者に台帳登録を依頼する。 

 

(2) 課題分析・対応策の検討 

課題に対して、緊急度と重要度の観点で課題管理計画を立案する。 

課題が顕在化する前に予防策を実行し、課題を対応する。課題管理計画の立案にあたってはその課題が

プロジェクトに与える具体的な影響範囲等を記載する。 

特に、優先度の高い課題については、その発生に際して、緊急対応時の体制、計画を緊急対応時計画と

して具体化すること。 

課題は「表 2.8.3.2 緊急度、重要性の定義」に示す基準に従い、「表 2.8.3.3 課題の評価」に示す評価結

果に応じて、「表 2.8.3.4 課題のエスカレーション基準」に示す会議体に報告を行う。評価結果が 2 以上も

のについては事後対策も用意する。 

立案された課題管理計画について、機構は内容を確認し、承認する。 
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表 2.8.3.2 緊急度、重要性の定義 

項番 項目 評価 説明 

1 

緊急度 

H(高) 
プロジェクト全体進捗の遅延(5 日以上)が発生する恐れがある課題であり、全体進捗会議又

はマネジメント会議の評価に基づき早急に解決すべき課題 

2 
M(中) 

プロジェクト全体進捗の遅延(3 日以上)が発生する恐れがある課題であり、全体進捗会議若し

くはマネジメント会議又はプロジェクト管理の評価に基づき対応すべき課題 

3 
L(低) 

プロジェクト全体進捗の遅延に影響はなく、プロジェクト管理の評価に基づき担当間、担当内

で対応可能な課題 

4 

重要度 

H(高) 
プロジェクト全体進捗に影響(スコープ等、プロジェクト計画の変更)が発生する恐れが課題で

あり、全体進捗会議又はマネジメント会議の評価に基づき早急に解決すべき課題 

5 

M(中) 

プロジェクト全体進捗に影響(スコープ等、プロジェクト計画の変更)が発生する恐れが課題で

あり、全体進捗会議若しくはマネジメント会議又はプロジェクト管理の評価に基づき対応すべ

き課題 

6 
L(低) 

プロジェクト全体進捗に影響(スコープ等、プロジェクト計画の変更)はなく、プロジェクト管理の

評価に基づき担当間、担当内で対応可能な課題 

 

表 2.8.3.3 課題の評価 

項番  重要度 

H(高) M(中) L(低) 

1 

緊急度 

H(高) 9 6 3 

2 
M(中) 6 4 2 

3 
L(低) 3 2 1 

 

表 2.8.3.4 課題のエスカレーション基準 

項番 項目 内容 

1 9,6 マネジメント会議に報告され対応内容の承認可否を審議する。 

2 4,3,2 全体進捗会議に報告され対応内容の承認可否を審議する。 

3 1 チーム内にて報告され対応する。 

 

(3) 個別進捗会議/会議後の対応 

受託事業者は「表 2.8.3.5 個別進捗会議における課題の取扱い」に示す要領に従い、課題管理台帳を個

別進捗会議に提出し、対応方針を決定する。 

表 2.8.3.5 個別進捗会議における課題の取扱い 

項番 項目 内容 

1 個別進捗会議 ・受託事業者は、個別進捗会議に課題管理台帳を提出する。 

・機構は、提出された課題内容を検討し、受託事業者内で対応するか、全体進捗会議にエス

カレーションするかを判断する。受託事業者内で対応する課題について、対応方針も決定す

る。受託事業者が課題を検出した場合、課題内容を整理し、台帳に登録する。 

2 課題台帳更新 ・個別進捗会議の結果を受けて、受託事業者は課題管理台帳を更新する。受託事業者内で

対応する課題(受託事業者内課題)と全体進捗会議にエスカレーションする課題(共通課題)に

分類する。 

3 課題対応 ・会議後、機構又は受託事業者は、課題への対応を実施する。解決するまでクローズしな

い。 

ただし、週をまたがって対応が継続する場合は、個別進捗会議にて対応状況を報告する。 
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(4) 全体進捗会議/会議後の対応 

受託事業者は「表 2.8.3.6 全体進捗会議における課題の取扱い」に示す要領に従い、共通課題を取りま

とめ、全体進捗会議に提出し、対応方針を決定する。 

表 2.8.3.6 全体進捗会議における課題の取扱い 

項番 項目 内容 

1 共通課題取りまとめ ・受託事業者は、課題管理台帳上から共通課題を取りまとめる。 

2 全体進捗会議 ・全体進捗会議にて、提出された課題内容を精査し、課題の担当者、課題検討会議の開催

要否を判断する。また各課題の対応方針も決定する。 

3 課題管理台帳更新 ・全体進捗会議の結果を受け、受託事業者は課題管理台帳を更新する。更新された結果

は、機構が課題担当者別に分類し受託事業者に配付する。 

4 課題対応 ・会議後、機構、又は受託事業者は、共通課題(検討会不要分)への対応を実施する。解決す

るまでクローズしない。 

ただし、週をまたがって対応が継続する場合は、個別進捗会議にて対応状況を報告する。 

 

(5) 課題検討会議での対応 

受託事業者は、「表 2.8.3.7 課題検討会議における課題の取扱い」に示す要領に従い、共通課題(検討会

必要分)に対して課題検討会議を招集し、課題解決に向けての検討を実施する。 

表 2.8.3.7 課題検討会議における課題の取扱い 

項番 項目 内容 

1 検討課題の招集 ・共通課題(検討会必要分)の課題担当者となった機構又は受託事業者は、課題解決のため

に必要なメンバを選定し、課題検討会議を招集する。 

2 課題検討会議 ・課題担当者となった機構又は受託事業者は、課題解決に向けて主導、議事を進行する。 

・課題検討会議の出席者は、課題解決に向け、課題担当者に協力して対応する。 

・会議内で解決しない場合は、持ち帰り検討後、再度、課題検討会議を招集する。 

 

(6) 終了 

受託事業者は、「表 2.8.3.8 課題クローズの取扱い」に示す要領に従い、課題解決後、その結果を課題管

理台帳に反映し、課題をクローズする。 

表 2.8.3.8 課題クローズの取扱い 

項番 項目 内容 

1 課題管理台帳の更新 ・機構又は受託事業者は、課題検討会議にて課題解決した結果を受け、課題管理台帳をクロ

ーズする。 
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2.9 システム構成管理要領 

2.9.1 目的 

システム構成管理では、情報システムを構成するシステム資産を、システムのライフサイクルに沿って適切

な時期に調達し、管理することを目的とする。 

2.9.2 基本方針 

情報システムを構成するシステム資産(ハードウェア製品、ソフトウェア製品、ネットワーク)から、管理対象と

するものを抽出し、情報システム台帳にて管理する。 

2.9.3 システム構成管理方法 

(1) システム構成管理に係る役割 

システム構成管理に係る関連事業者を含めた役割を、「表 2.9.3.1 システム構成管理に係る役割」に示

す。 

表 2.9.3.1 システム構成管理に係る役割 

項番 項目 内容 

1 機構 受託事業者(運用管理担当)から提示されるリリース、資材提供、貸与の依頼に対して必要性

や資材内容等を確認し、承認を行う。 

2 受託事業者(運用管理担当) 関連事業者からのリリース要求に対して、機構の承認依頼を行い、各種管理台帳及び資材

の更新を行う。 

また、関連事業者からの提供・貸与依頼に対して機構に承認依頼を行い資材の提供・貸与を

行う。 

3 関連事業者 資材を本番環境にリリースする場合、受託事業者(運用管理担当)に対してリリース依頼及び

資材の提供を行う。 

また、運用保守、開発等において資材が必要な場合、受託事業者(運用管理担当)に対して

資材提供依頼・貸与依頼を提示し、資材を受領する。 

 

(2) システム構成別管理項目及び相互関係の明確化 

以下にシステム資産として管理する項目例を示す。 

また、管理項目に相互関係がある場合は明確にすること。 

構成管理の対象となる情報について、「表 2.9.3.2 管理項目」に示す。 

表 2.9.3.2 管理項目 

項番 項目 内容 

1 ハードウェア製品 管理番号、分類、メーカー、品番、機器諸元、シリアル番号、数量、購入日、廃棄予定日、設

置場所、OS、バージョン、実装メモリ、ディスク容量 等 

2 ソフトウェア製品 管理番号、分類、名称、バージョン、搭載ハードウェア製品、数量、購入日、廃棄予定日、契

約ライセンス数、使用中ライセンス数、媒体保管場所 等 

3 ネットワーク 管理番号、分類(アクセス回線、中継回線)、ネットワーク種類、帯域、設置拠点、契約開始日、

契約終了日 等 

4 アプリケーション アプリケーションプログラム 

5 データ構造 ファイル、データベース 

6 各種文書 設計書、仕様書、マニュアル等 

7 各種契約 ソフトウェア製品ライセンス、ハードウェア製品保守契約、リース契約等 
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(3) システム構成別管理項目の更新・維持 

システム構成の新規導入、変更、追加、削除等の発生の都度、情報を更新し、変更履歴を保持する。 
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2.10 変更管理要領 

2.10.1 目的 

変更管理では、ベースラインの確立した納品成果物について、変更要求に起因する全ての作業をコントロ

ールすることを目的とする。 

また、納品成果物の変更履歴を管理し、必要に応じて、指定したバージョンの納品成果物を取り出せるこ

とを目的とする。 

2.10.2 基本方針 

本プロジェクトにおける変更管理は、受託事業者から納品された本システムに関する成果物(設計書、マニ

ュアル等)を対象とする。 

納品した成果物を初版とし、その時点から変更管理を実施する。 

2.10.3 変更管理の方法 

機構が承認した成果物に対する変更要件については、「表 2.10.3.1 変更管理要領」に示す手順に従い

「変更管理台帳」にて管理する。 

なお、変更した成果物の納品時期、提出方法については、機構と協議の上、決定する。 

表 2.10.3.1 変更管理要領 

項番 項目 内容 

1 変更要求発生 ・本システムについて変更要求が発生した場合、機構は、受託事業者に影響調査を指示す

る。指示された受託事業者は、変更予定/実績一覧に必要な事項(変更 No、起票日、起票

者、変更件名等)を記述し、起票する。 

2 変更内容/影響の調査・分析 ・機構より指示された受託事業者は、成果物及び実施計画(スケジュール、WBS、要員計画

等)への影響範囲を調査・分析し、その結果を、影響調査票に記述する。 

3 変更内容/影響の調査・分析

結果レビュー 

・機構は、変更の実施許可を行うため、受託事業者が作成した影響調査結果及び変更内容

をレビューする。 

・複数受託事業者に影響のある仕様変更の場合、機構が仕様調整会議を開催し、各受託事

業者は、変更内容の一貫性を損なわれることがないよう、変更内容及び変更方法につい

て、受託事業者間で十分な調整を行う。 

また、機構は、仕様調整会議において、変更予定/実績一覧、及び影響調査票をもとに、変

更内容及び影響調査結果等をレビューする。 

・受託事業者内に閉じた仕様変更の場合は、受託事業者内で変更内容及び変更方法を検討

し、個別進捗会等で機構に報告を行う。 

4 変更許可 ・「変更内容/影響の調査・分析結果レビュー」をもとに、機構は仕様変更の許可を行う。 

・受託事業者の変更内容/影響調査結果に不足又は不備がある場合、受託事業者にて再調

査を指示し、指示された受託事業者は再調査等を行う。 

5 変更実施 ・変更許可となった場合、機構は関係各所と調整のうえスケジューリングを行い、成果物の概

要箇所について修正を行う。 

・成果物の変更にあたっては、後から変更内容が追跡可能となるよう、成果物単位に変更明

細書を作成・管理する。 

6 変更実施結果の受託事業者

内レビュー(インスペクション

A) 

・変更を実施した受託事業者内でインスペクション A を開催し、変更された成果物、及び変更

明細書について受託事業者内レビューを行い、結果を「レビュー報告書」に記録する。 

7 変更実施結果の機構レビュ

ー(インスペクション B) 

・機構は、受託事業者から提出された変更明細書、変更済みの成果物をもとに、変更結果の

レビューを行う。 

・受託事業者は、レビュー結果を「レビュー報告書」に記録する。 

また、機構からの指摘事項を受けた際は修正等を実施する。 

8 変更実施結果承認 ・機構レビューでの指摘事項が全て正しく反映されていることを確認し、変更実施結果を承認

する。 

・受託事業者は、仕様変更完了となった案件の変更予定/実績一覧の機構から仕様変更完

了の確認をとれた項目のステータスを「完了」に変更する。 
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項番 項目 内容 

9 変更完了周知 ・変更により、関連事業者の役務に影響がある場合、変更実施結果承認後、以後の設計・開

発作業において取り込み漏れ等がないよう、機構が関連事業者に対し変更結果を周知す

る。 

 

2.10.4 変更管理帳票 

変更管理で作成する管理帳票を「表 2.10.4.1 変更管理帳票」に示す。 

表 2.10.4.1 変更管理帳票 

項番 項目 用途 帳票形式 帳票の単位 備考 

1 変更予定/実績一覧 変更管理No、変更予定・実

績内容、ステータス等を管理 

一覧 受託事業者

単位 

 

2 影響調査票 変更案件に対する各受託事

業者による影響調査結果を

記載 

個票 変更管理No

単位 

1 つの変更管理No につい

て、複数受託事業者が影響

調査を行った場合、受託事

業者ごとに影響調査票をそ

れぞれ作成する。 

3 変更明細書 成果物の変更内容を詳細に

記載 

一覧 成果物(文書

分類)単位 

変更管理No と各成果物の

バージョンの関連も含めて管

理する。 

 

2.10.5 留意事項 

納品前の成果物に対する変更管理は、受託事業者が定める手順に従う。 

変更管理手順の詳細は、別途プロジェクト実施計画段階にて機構と協議の上、受託事業者が「プロジェク

ト実施計画書」に定義する。 
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第3章 システム開発工程の構成と概要 

3.1 システム開発工程の構成 

3.1.1 システム開発工程の概念図 

本標準において定めるシステム開発工程の概念図を「図 3.1.1.1 システム開発工程の概念図」に示す。 

 

図 3.1.1.1 システム開発工程の概念図 

 

3.1.2 設計・開発方針について 

設計・開発作業を進める際、設計・開発・テスト作業の効率向上/品質向上を目的とし、作業の進め方や成

果物作成に関する方針を定める必要がある。 

設計・開発方針は、「プロジェクト実施計画書」の記述項目の一つであり、「プロジェクト実施計画書」の作成

作業時において検討する。 

設計・開発に関する具体的な方針は、「基本設計書(アプリケーション)」、「基本設計書(基盤)」又は「各種ガ

イド」にて定め、テストに関するより具体的な方針は「テスト基本設計書」及び「テスト実施計画書」にて定める

こととする。 

3.1.3 設計・開発の範囲について 

プロジェクトにより実施する役務範囲が異なるため、受託事業者は、調達仕様書にて定義された開発工程

の実施範囲及び他事業者との役務分解点に従い、開発を行うこと。 
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3.2 アプリケーション開発工程 

3.2.1 アプリケーション基本設計工程 

(1) 目的 

調達関係書類に基に、アプリケーションのユーザから見えるシステムの振る舞いを定義する外部設計を実

施する。 

(2) 作業内容 

① アプリケーション基本設計の実施 

② 工程完了判定の実施 

(3) 成果物 

「表 3.2.1.1 アプリケーション基本設計成果物」にアプリケーション基本設計工程で作成する主な成果物

を示す。 

表 3.2.1.1 アプリケーション基本設計成果物 

項番 成果物 内容 入力資料名 

1 基本設計書 

(アプリケーショ

ン) 

機能要件定義 本システムで充足すべき機能要件を定義する。 

・業務全体概要図 

・機能構成図(DMM) 

・業務フロー(業務フロー図、業務フロー一覧) 

・状態遷移図 

・機能一覧表 

・データ項目定義書及び、データ項目一覧(データ設計書) 

・コード表 

・アクター定義書 

・アクセス権限定義書 

・外部連携概要図(システムコンテキスト図 

・業務帳票一覧 

・業務帳票レイアウト 

・移行データ項目定義 

・基本設計ガイド(設計ルール、設計テンプレート(記述例含

む)) 等 

・調達仕様書 

2 画面設計 「機能要件定義」を基に、モックアップ(資材一式・説明資料一

式)を作成し、開発する画面一覧、画面レイアウト、画面項目

定義、画面遷移図、イベント(ボタン、遷移、等)の一覧とその

処理内容を定義する。 

・調達仕様書 

・機能要件定義 

 

3 帳票設計 「機能要件定義」を基に、開発する帳票一覧、帳票レイアウ

ト、帳票項目定義を定義する。 

・調達仕様書 

・機能要件定義 

4 バッチ設計 開発するバッチ一覧、バッチの処理内容(処理記述)を定義

する。 

・調達仕様書 

・機能要件定義 

・機能設計 

5 論理 ER図 「機能要件定義」を基に、システムで使用するデータ項目を

モデル化し、エンティティとその関連を洗練した上で、定義

する 

・調達仕様書 

・機能要件定義 

6 エンティティ定義

書 

「論理 ER図」を基に、エンティティの一覧とエンティティ定義

書を定義する。 

・調達仕様書 

・機能要件定義 

・論理 ER図 

7 データディクショ

ナリ 

「機能要件定義」を基に、システムで使用するデータ項目の

属性、型、桁を洗練する。またドメインを定義する。 

・調達仕様書 

・機能要件定義 

8 コード表 「機能要件定義」を基に、システムで使用するコードの値と名

称を洗練する。 

・調達仕様書 

・機能要件定義 
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項番 成果物 内容 入力資料名 

9 CRUD 表 各機能とエンティティの関連(C:登録、R:照会、U:更新、D:削

除)を定義する。 

・論理 ER図 

・エンティティ定義書 

・機能設計 

10 機能設計 ユースケース一覧・ユースケース図(記述)・ビジネスルール一

覧・ビジネスルール定義書を定義する。 

・調達仕様書 

・機能要件定義 

11 メッセージ設計 メッセージ一覧、メッセージ内容を定義する。 ・画面設計 

・帳票設計 

・機能設計 

12 業務運用設計 事業所情報の取り込み、カレンダ更新等の業務運用に関す

る情報を定義する。 

・調達仕様書 

・機能要件定義 

13 移行データ項目

定義 

移行データ等を分析し、移行データ項目を定義する。 ・調達仕様書 

・論理 ER図 

・エンティティ定義書 

・データディクショナ

リ 

・コード表 

14 アーキテクチャ

定義 

システム処理方式(処理パターン、フレームワーク等)を定義

する。 

・調達仕様書 

・機能要件定義 

・画面設計 

・帳票設計 

・バッチ設計 

・論理 ER図 

・エンティティ定義書 

・データディクショナ

リ 

・コード表 

・CRUD 表 

・外部インタフェース

設計 

・機能設計 

・メッセージ設計 

15 アプリケーション 

設計ガイド 

設計ルール、設計テンプレート(記述例含む)を定義する。 ・調達仕様書 

・プロジェクト実施計

画書(アプリケーショ

ン) 

・機能要件定義 

・画面設計 

・帳票設計 

・バッチ設計 

・論理 ER図 

・エンティティ定義書 

・データディクショナ

リ 

・コード表 

・CRUD 表 

・外部インタフェース

設計 

・機能設計 

・メッセージ設計 

16 外部インタフェース設計書 外部システムからのインタフェースについて、外部インタフェ

ース一覧、項目定義、連携方法、タイミング、サイクル、処理

量等を定義する。 

・調達仕様書 

・基本設計書 

(アプリケーション) 
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(4) 成果物完了基準 

「表 3.2.1.2 アプリケーション基本設計成果物完了基準」にアプリケーション基本設計工程で作成する主

な成果物を示す。 

表 3.2.1.2 アプリケーション基本設計成果物完了基準 

項番 成果物 内容 

1 基本設計書 

(アプリケーショ

ン) 

機能要件定義 ・業務を実施する上で必要な要件が漏れなく記述されていること。 

・要件間の不整合が解消され、かつ、トレードオフが必要な部分については調整済

みであること。 

2 画面設計 ・「調達仕様書」、「機能要件定義」で定義している要件を満たしていること。 

・画面がシステムとして漏れなく洗い出されていること。 

・画面遷移が漏れなく洗い出され、定義されていること。 

・画面遷移とユースケース記述とが整合していること。 

・画面ごとに、画面レイアウトが定義されていること。 

・画面ごとに、必要なデータ項目、チェック項目、初期状態等が洗い出され、定義され

ていること。 

・画面に含まれるデータ項目が、他のデータ項目の演算結果である項目を除き、漏

れなく「データディクショナリ」に定義されていること。 

・画面とユースケース記述とが整合していること。 

・モックアップ確認時の指摘事項が整理され、反映されているかどうかの区別がされ

ていること。 

3 帳票設計 ・「調達仕様書」、「機能要件定義」で定義している要件を満たしていること。 

・帳票がシステムとして漏れなく洗い出されていること。 

・帳票ごとに、レイアウトが定義されていること。 

・帳票ごとに、必要なデータ項目が洗い出され、定義されていること。 

・帳票に含まれるデータ項目が、他のデータ項目の演算結果である項目を除き、「デ

ータディクショナリ」に定義されていること。 

・帳票とユースケース記述とが整合していること。 

4 バッチ設計 ・「調達仕様書」、「機能要件定義」で定義している要件を満たしていること。 

・バッチがシステムとして漏れなくあらいだされていること。 

・バッチ仕様(起動方法、処理タイミング、処理時間、処理量、先行条件、終了条件、

印刷の有無等)が洗い出され、一覧表として作成されていること。 

5 論理 ER図 ・「調達仕様書」、「機能要件定義」で定義している要件を満たしていること。 

・システムが扱う値、データ項目、エンティティが漏れなく洗い出されていること。 

・データ項目が重複なく整理されていること。 

・エンティティ間の基本キーと外部キーの関連が定義されていること。 

・外部インタフェースに含まれるデータ項目が、他のデータ項目の演算結果である項

目を除き、定義されていること。 

・エンティティごとに、必要なデータ項目が洗い出され、定義されていること。 

・エンティティ定義に含まれるデータ項目が「データディクショナリ」に定義されている

こと。 

・エンティティ定義とユースケース記述とが整合していること。 

・ER図とユースケースが整合していること。 

・画面・帳票に含まれるデータ項目が、他のデータ項目の演算結果である項目を除

き、定義されていること。 

・コード化が必要なデータ項目が洗い出され、適切にコード化されていること。 

・データの物理設計のための検討が実施され、詳細設計工程でのデータの物理設計

のための留意事項が抽出され、整理されていること。 

6 エンティティ定義

書 

7 データディクショ

ナリ 

8 コード表 

9 CRUD 表 ・ユースケースとエンティティを対象とした CRUD 表が作成されていること。 

・ユースケースにおけるイベントごとに CRUD 分析が実施されていること。 

・エンティティ一覧と整合していること。 

10 機能設計 ・「調達仕様書」、「機能要件定義」を網羅して、漏れなくユースケースが洗い出されて

いること。 

・ユースケースが整理・統合され、共通機能が共通ユースケースとして定義されてい

ること。 

・ユースケースごとに、システムに要求されるビジネスルールが定義されていること。 

・システム全体において共有されるビジネスルールを明確に定義していること。 
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項番 成果物 内容 

・ユースケースごとに、ユースケースに反映されている業務要件が整理されているこ

と。 

・ユースケースごとに、ユースケース記述が定義されていて、ユースケースがシステム

に要求する機能が明確に記述されていること。 

・ユースケースが利用する画面、帳票、エンティティが洗い出されていること。 

・ユースケース記述とデータ論理設計、外部インタフェース設計、画面設計、帳票設

計等の各種成果物とが整合していること。 

11 メッセージ設計 ・「調達仕様書」、「機能要件定義」で定義している要件を満たしていること。 

・メッセージがシステムとして漏れなく洗い出されていること。 

・メッセージごとに、必要なデータ項目が洗い出され、定義されていること。 

・メッセージが出力される画面等と整合していること。 

12 業務運用設計 ・事業所情報の取り込み、カレンダ更新等の業務運用が全て定義されていること。 

13 移行データ項目

定義 

・移行に必要なデータ項目が定義されていること。 

14 アーキテクチャ

定義 

・処理パターン、フレームワーク等といったシステム処理方式が定義されていること。 

15 アプリケーション 

設計ガイド 

・詳細設計にて作成する成果物が作成基準、手順、ルール、成果物の標準化が行わ

れていること。 

・成果物のサンプルが記述されていること。 

・詳細設計において、別途ツール等を使用する場合は、準備方法、利用範囲、利用

手順等が定義されていること。 

16 外部インタフェース設計書 ・「調達仕様書」、「機能要件定義」で定義している要件を満たしていること。 

・外部システムがシステムとして漏れなく洗い出されていること。 

・外部インタフェースに求められている機能要件及び非機能要件が定義されているこ

と。 

・外部システムとその外部システムとのインタフェースがシステムとして漏れなく洗い

出されていること。 

・外部インタフェースごとに、データ項目がシステムとして漏れなく洗い出され、定義さ

れていること。 

・外部インタフェースに含まれるデータ項目が、他のデータ項目の演算結果である項

目を除き、データ・ディクショナリに定義されていること。 

・外部インタフェースとユースケース記述とが整合していること。 

・外部インタフェースにおいて文字を変換する場合は、外部インタフェースごとに文

字及びコードの対応表が定義されていること。また、その変換方式、実現方式につ

いて検討され、定義されていること。 

・外部インタフェースの実現方法がシステム方式設計で検討され、その結果がシステ

ム全体構成に反映されていること。 
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(5) 工程完了基準 

① 「プロジェクト実施計画書」で定めた当作業プロセスにおける成果物の作成が全て完了し、承認レビュー

等を通じて機構との合意が得られていること。 

② 開発対象となる全ての機能が定義されていること。 

③ 「機能要件定義」で定義している要件とその他の基本設計書の成果物間の追跡可能性が検証され確保さ

れていること。 

④ 変更が生じた要件については、「機能要件定義」の内容が改定されていること。 

⑤ 基本設計工程の成果物間の整合性が検証され担保されていること。 

⑥ 基本設計工程の成果物の内容が、システムの機能要件、非機能要件の両面において、基本設計段階で

必要な設計が行われており、実現可能性が検証されていること。 

⑦ 成果物を作成する際の検討結果が記録されていること。 

⑧ 申し送り事項が全てリストアップされ、早期解消のアクションが定められていること。 

⑨ 「基本設計書」は、完了基準が明確なテスト仕様が作成できるレベルで記述されていること。 

⑩ 「基本設計書」の内容は、容易に理解可能な内容と構成になっていること。 

⑪ 設計したシステムの動的振る舞い及び静的構造についてシステムやサブシステムの全体像を俯瞰する

設計書が含まれていること。 

⑫ 技術的な依存関係が定義され検証されていること。また、技術的なリスクが洗い出され対応策が検討され

ていること。 

⑬ システムの利用を含む業務運用シナリオの妥当性が検証されていること。 

⑭ 詳細設計工程の入力成果物についてベースラインが確立されていること。 

⑮ 次工程の計画が詳細化され、作業計画(WBS)が作成されていること。 
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3.2.2 アプリケーション詳細設計工程 

(1) 目的 

基本設計工程の成果物を入力として、システムの実装方式を定義する内部設計を実施する。 

(2) 作業内容 

① アプリケーション詳細設計の実施 

② 工程完了判定の実施 

(3) 成果物 

「表 3.2.2.1 アプリケーション詳細設計成果物」にアプリケーション詳細設計工程で作成する主な成果物

を示す。 

表 3.2.2.1 アプリケーション詳細設計成果物 

項番 成果物 内容 入力資料名 

1 詳細設計書 

(アプリケーショ

ン) 

物理 ER図 基本設計で作成した「論理 ER図」、「エンティティ定義書」、

「データディクショナリ」を基に、データベースの特性を意識し

た「物理 ER図」を定義する。 

・基本設計書 

(アプリケーション) 

・基本設計書(基盤) 

2 テーブル定義 「物理 ER図」、「エンティティ定義書」、「データディクショナ

リ」を基に、テーブル設計を行い、「テーブル一覧」及び「テー

ブル定義」を定義する。 

・基本設計書 

(アプリケーション) 

・基本設計書(基盤) 

・物理 ER図 

3 インデックス定義 「物理 ER図」、「テーブル定義」を基に、インデックス設計を

行い、「インデックス一覧」及び「インデックス定義」を定義す

る。 

・基本設計書 

(アプリケーション) 

・基本設計書(基盤) 

・物理 ER図 

・テーブル定義 

4 ファイル定義 物理ファイルの設計を行う。業務アプリケーションから見たフ

ァイルのレイアウトを確定する。また、ファイルのライフサイク

ルに関する設計も行う。 

・基本設計書 

(アプリケーション) 

・基本設計書(基盤) 

5 処理詳細設計 「画面設計」及び「物理 ER図」、「テーブル定義」、「インデッ

クス定義」を基に、コーディング可能なレベルで処理を一覧

化し、IPO 形式等で処理内容を定義する。(クラス図、シーケ

ンス図、SQL 設計書も定義すること) 

・基本設計書 

(アプリケーション) 

・物理 ER図 

・テーブル定義 

・インデックス定義 

6 ジョブフロー設

計 

バッチ処理の実行順序を定義する。 ・基本設計書 

(アプリケーション) 

・基本設計書(基盤) 

・物理 ER図 

・テーブル定義 

・インデックス定義 

・ファイル定義 

・外部インタフェース

仕様 

7 権限設計 ユーザの役割と、権限の設定の関連を定義する。 ・基本設計書 

(アプリケーション) 

・基本設計書(基盤) 

・物理 ER図 

・テーブル定義 

・インデックス定義 

・ファイル定義 

・外部インタフェース

仕様 
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項番 成果物 内容 入力資料名 

8 バッチ詳細設計 バッチ処理仕様、アプリケーションジョブネットを定義する。 ・基本設計書 

(アプリケーション) 

・基本設計書(基盤) 

・物理 ER図 

・テーブル定義 

・インデックス定義 

・ファイル定義 

・外部インタフェース

仕様 

9 ツール仕様 開発ツール、テストツール、運用ツール等を定義する。 ・基本設計書 

(アプリケーション) 

・基本設計書(基盤) 

・物理 ER図 

・テーブル定義 

・インデックス定義 

・ファイル定義 

・外部インタフェース

仕様 

10 移行計画 移行スケジュール、データ移行対象・移行方式、データ移行

プログラムの設計・開発方針、移行計画等を定義する。 

・基本設計書 

(アプリケーション) 

・基本設計書(基盤 

・プロジェクト実施計

画書(アプリケーショ

ン) 

11 移行設計 データ移行プログラム仕様を定義する。 ・基本設計書 

(アプリケーション) 

・基本設計書(基盤) 

・物理 ER図 

・テーブル定義 

・インデックス定義 

・ファイル定義 

・外部インタフェース

仕様 

12 アプリケーション 

開発ガイド 

開発ルール、コーディング規約(命名規則含む)、単体テスト

実施ガイド、基盤ライブラリ、フレームワーク利用ガイド等を定

義する。 

・基本設計書 

(アプリケーション) 

・基本設計書(基盤) 

・処理詳細設計 

・ツール仕様 

13 外部インタフェース仕様書 外部システムごとに通信方法や媒体、発生サイクル、件数、

ネットワーク構成、接続プロトコル、使用ソフトウェア製品及び

その設定等を記述する。 

・基本設計書 

(アプリケーション) 

・詳細設計書 

(アプリケーション) 

・基本設計書(基盤) 
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(4) 成果物完了基準 

「表 3.2.2.2 アプリケーション詳細設計成果物完了基準」にアプリケーション詳細設計工程で作成する主

な成果物の完了基準を示す。 

表 3.2.2.2 アプリケーション詳細設計成果物完了基準 

項番 成果物 内容 

1 詳細設計書 

(アプリケーショ

ン) 

物理 ER図 ・パフォーマンスを考慮したテーブル分割、非正規化や導出データの扱いが検討さ

れ、反映されていること。 

・アプリケーションの処理に必要な更新タイムスタンプ、更新者、アクセス制御情報列

の追加等が検討され、反映されていること。 

・「物理 ER 図」と「テーブル定義」及び「インデックス定義」、「ファイル定義」との整合

性が取れていること。 

・実装方式、データベース管理製品の仕様に基づき、データベース物理仕様が定義

されていること。 

・業務ソフトウェア製品や基盤ソフトウェア製品の性能要件等を含む総合的な観点か

らの妥当性が検証されていること。 

・データベースの運用や非機能要件について考慮されており、性能要件や運用要件

を満たせることが机上にて検証されていること。 

・実装方式に基づき、ファイル物理仕様が定義されていること。 

・システム全体でファイルの利用方針を定め、遵守していること。 

・他成果物との整合性が取れていること。 

2 テーブル定義 

3 インデックス定義 

4 ファイル定義 

5 処理詳細設計 ・機能要件、ユースケースが、全てコンポーネントの機能として定義されていること。 

・開発する全てのモジュールとその仕様及びモジュール間の構造が定義されている

こと。 

・オンラインのトランザクションの同時処理、あるいはバッチ処理との競合等から排他

制御を考慮した仕様となっていること。 

・オンライン、バッチのアプリケーションの運用スケジュールが決定し、バッチ・ジョブ

のネットワークが定義されていること 

・バッチ処理の DB のリカバリ、リランの方法が明確にされ JOB フローに反映されて

いること。 

・画面、帳票を使用するユーザの実行権限が定義されていること。 

・画面、帳票、バッチの仕様がエラー処理も含め定義されていること。 

・コンポーネントの共通化が十分に検討されていること。 

・コンポーネント設計の観点から必要とされる情報が全て定義されていること。 

・コーディングやコンテンツの作成が開始可能なレベルまで詳細化されていること。 

6 ジョブフロー設

計 

7 権限設計 

8 バッチ詳細設計 

9 ツール仕様 

10 移行計画 ・移行スケジュール、データ移行対象・移行方式、データ移行プログラムの設計・開発

方針、移行計画が定義されていること。 

・複数の移行方式案が示され、実現性・難易度・リスク等に対する対策、コスト、移行ス

ケジュール、移行システムへの影響及び業務への影響等について検討されている

こと。 

・検討した移行方式案について比較・評価を行った結果が整理されていること。 

・最適な移行方式とその選定理由が示されていること。選定理由が妥当なものである

こと。 

・データ移行作業方法が定義され、データ移行対象(移行元、移行先)となるエンティ

ティ、項目が全て定義されていること。 

・本番移行へのリスクが全て洗い出され、対策案とともにいつ、だれが何を実施する

か責任の所在が明確となった計画となっていること。 

・開発対象となる全てのデータ移行機能が定義されていること。 

・開発対象となるデータ移行機能の処理機能記述が定義されていること。 

・データの移行を行うためのプログラム仕様書が定義されていること。 

11 移行設計 

12 アプリケーション 

開発ガイド 

・プログラム開発にて作成する成果物の作成基準、手順、ルール、成果物の標準化

が行われていること。 

・成果物のサンプルが記述されていること。 

・プログラム開発において、別途ツールやライブラリ、フレームワーク等を使用する場

合は、準備方法、利用範囲、利用手順等が定義されていること。 
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項番 成果物 内容 

13 外部インタフェース仕様書 ・データを受け渡す方式、データフォーマット、その他双方でのインタフェースの実装

に必要な情報が網羅的に記載されていること。 

・外部システムごとに外部インタフェース仕様が作成され、外部接続先と該当する外

部インタフェース詳細仕様書の内容について合意されていること。 

・外部インタフェースに求められる機能要件及び非機能要件が満たされることが机上

にて検証済みであること。 

 

(5) 工程完了基準 

① 「プロジェクト実施計画書」で定めた当作業プロセスにおける成果物の作成が全て完了し、承認レビュー

等を通じて機構との合意が得られていること。 

② 申し送り事項が全てリストアップされ、早期解消のアクションが定められていること。 

③ 基本設計工程で設計した内容に対して、実装方式、製品、開発環境等に依存する部分の内容が更新さ

れ、その妥当性が検証されていること。 

④ 詳細設計工程の作業ガイドに従い、成果物が全て作成されていること。  

⑤ 「基本設計書」の各構成要素と詳細設計工程の関連する成果物間の追跡可能性が検証され確保されて

いること。  

⑥ 変更が生じた要件については、「機能要件定義」の内容が改定されていること。 

⑦ 仕様変更の内容が追跡可能であり、「詳細設計書」に変更内容が全て反映されていること。 

⑧ 詳細設計工程の成果物間の整合性が検証され担保されていること。 

⑨ 成果物を作成する際の検討結果が記録されていること。 

⑩ 「詳細設計書」に基づき開発されるシステムの妥当性が、システムの利用を含む業務運用シナリオを基に

検証されていること。 

⑪ 技術的な依存関係が定義され検証されていること。 

⑫ 技術的なリスクが洗い出され対応策が検討されていること。 

⑬ 開発・単体テストのための機器やツール等、必要十分な資源が割り当てられていること、若しくは開発実

施までに準備する計画が作成されていること。  

⑭ プログラム開発工程の入力成果物についてベースラインが確立されていること。 

⑮ 次工程の計画が詳細化され、作業計画(WBS)が作成されていること。 
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3.2.3 アプリケーションプログラム開発・単体テスト工程 

(1) 目的 

詳細設計工程の成果物を入力として、ソフトウェアユニット（以下「モジュール」という。）開発を実施する。 

また、開発したモジュールをコンポーネントとして組み合わせ、コンポーネント仕様を確認する単体テストを

実施する。 

(2) 作業内容 

① 開発資材の作成 

② アプリケーション単体テスト仕様書の作成 

③ アプリケーション単体テストの実施 

④ アプリケーション単体テスト結果報告書の作成 

⑤ 工程完了判定の実施 

(3) 成果物 

「表 3.2.3.1 アプリケーションプログラム開発成果物」にアプリケーションプログラム開発工程で作成する主

な成果物を示す。 

表 3.2.3.1 アプリケーションプログラム開発成果物 

項番 成果物 内容 入力資料名 

1 テスト基本計画書 プロジェクトの全フェーズを通して実施される各種テスト(アプ

リケーション関連及び基盤関連における単体テスト～受入テ

スト)に関する基本的な計画(方針、体制、利用環境、テスト開

始基準・完了基準等)、テストの種類・概要、テスト範囲、各事

業者の責任分解点を定義する。 

・基本設計書 

(アプリケーション) 

・詳細設計書 

(アプリケーション) 

・基本設計書(基盤) 

・プロジェクト実施計

画書(アプリケーショ

ン) 

2 テスト実施計画書 

(アプリケーション) 

アプリケーションに係るテスト実施方針・実施体制、テスト実

施スケジュール、テストの範囲・方法・種類・評価基準、テスト

実施環境、各工程で使用するテストデータ定義、テスト運営

方法(テスト情報管理、テストプロセス管理、変更管理) 等を

定義する。 

・基本設計書 

(アプリケーション) 

・詳細設計書 

(アプリケーション) 

・基本設計書(基盤) 

・プロジェクト実施計

画書(アプリケーショ

ン) 

・テスト基本計画書 

3 開発資材一式 開発したモジュールのソースコード等一式 

・実行モジュール(データベースのオブジェクトを含む) 

・データ移行プログラム・ツール(マスタデータ含む)  

・業務プログラム実行シェル 

・運用ツール 

・開発ツール 

・テストツール 

・テーブル定義DDL 

・アプリケーションジョブネット定義(設定ファイル) 

等 

・詳細設計書 

(アプリケーション) 

4 アプリケーション単体テスト仕様書 作業計画、テスト範囲、実施手順、テストデータ、テスト完了

基準等を定義する。 

また、全ての分岐を網羅し、確認するためのテストケースを定

義する。 

・基本設計書(基盤) 

・詳細設計書 

(アプリケーション) 

・テスト実施計画書 

(アプリケーション) 
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項番 成果物 内容 入力資料名 

5 アプリケーション単体テスト結果報告

書 

「アプリケーション単体テスト仕様書」に基づいて実施したテ

ストに対して正常に動作することを確認(エビデンス含む)した

報告書。 

・アプリケーション単

体テスト仕様書 

・開発資材一式 

 

(4) 成果物完了基準 

「表 3.2.3.2 アプリケーションプログラム開発成果物完了基準」にアプリケーションプログラム開発工程で

作成する主な成果物の完了基準を示す。 

表 3.2.3.2 アプリケーションプログラム開発成果物完了基準 

項番 成果物 内容 

1 テスト基本計画書 ・当作業プロセスにおける成果物の作成が完了し、承認レビュー等を通じて機構との

合意が得られていること。 

・テストの全体方針及び各段階での目的、担当者、作業概要及びテスト環境/ツール

/使用するデータ等が検討され、必要な作業が次局面以降の計画に反映されてい

ること。 

2 テスト実施計画書 

(アプリケーション) 

3 開発資材一式 ・全ての機能が開発されていること。 

・各種設計書とモジュールのトレースが取れていること。 

・コーディングルールに沿ったプログラムが実装されていること。 

4 アプリケーション単体テスト仕様書 ・「テスト実施計画書」に従い、機能を全て検証するためのテストケースやテストデータ

が準備されていること。 

・全てのプログラム機能を漏れなく検証するためのテスト仕様が「単体テスト仕様書」と

して作成されていることを機構に報告し、承認を受けていること。 

5 アプリケーション単体テスト結果報告

書 

・全ての実行モジュールに対し、「アプリケーション単体テスト仕様書」に従い、単体テ

ストが実施され、不具合が修正済みであること。 

・「アプリケーション単体テスト仕様書」に基づき実施された単体テストの結果が記録さ

れていること。 

・テスト実施結果及び品質評価が整理され、「アプリケーション単体テスト仕様書」に

記載された合否判定基準を満たしていること。 

・「単体テスト仕様書」どおり実施され、全てのプログラム機能を漏れなく検証できてい

ることを「アプリケーション単体テスト結果報告書」にて、機構に報告し、承認を受け

ていること。 

 

(5) 工程完了基準 

① 「プロジェクト実施計画書」で定めた当作業プロセスにおける成果物の作成が全て完了し、承認レビュー

等を通じて機構との合意が得られていること。 

② 全ての機能が開発されていること。 

③ 各種設計書とモジュールのトレースが取れていること。 

④ コーディングルールに沿ったプログラムが実装されていること。 

⑤ 成果物を作成する際の検討結果が記録されていること。 

⑥ 全ての開発物に対し、必要十分な「アプリケーション単体テスト仕様書」が作成されていること。 

⑦ 計画された全てのテストケースが実施され、正しく検証されていること。(各機能に対する機能検証を行

い、不具合を洗い出し、解決されていること。また、エラーが残っている場合であっても、解決の目処が立

っていること) 

⑧ 他受託事業者の支援が必要な場合は、実施計画の内容が受託事業者間で調整の上、合意されているこ

と。 

⑨ 次工程の計画が詳細化され、作業計画(WBS)が作成されていること。 
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3.2.4 アプリケーション結合テスト工程 

(1) 目的 

各コンポーネント間のインタフェースの検証を行う結合テストを実施する。 

(2) 作業内容 

① アプリケーション結合テスト仕様書の作成 

② アプリケーション結合テストの実施 

③ アプリケーション結合テスト結果報告書の作成 

④ 工程完了判定の実施 

(3) 成果物 

「表 3.2.4.1 アプリケーション結合テスト成果物」にアプリケーション結合テスト工程で作成する主な成果物

を示す。 

表 3.2.4.1 アプリケーション結合テスト成果物 

項番 成果物 内容 入力資料名 

1 アプリケーション結合テスト仕様書 作業計画、テスト範囲、実施手順、テストデータ、テスト完了

基準等を定義する。 

また、「詳細設計書」に基づき、機能単位でモジュールを結

合し、確認するためのテストケースを定義する。 

・基本設計書(基盤) 

・詳細設計書 

(アプリケーション) 

・テスト実施計画書 

(アプリケーション) 

・アプリケーション単

体テスト結果報告書 

2 アプリケーション結合テスト結果報告

書 

「アプリケーション結合テスト仕様書」に基づいて実施したテ

ストに対して正常に動作することを確認(エビデンス含む)した

報告書 

・アプリケーション結

合テスト仕様書 

・開発資材一式 

 

(4) 成果物完了基準 

「表 3.2.4.2 アプリケーション結合テスト成果物完了基準」にアプリケーション結合テスト工程で作成する主

な成果物の完了基準を示す。 

表 3.2.4.2 アプリケーション結合テスト成果物完了基準 

項番 成果物 内容 

1 アプリケーション結合テスト仕様書 ・「テスト実施計画書(アプリケーション)」に従い、機能を全て検証するためのテストケ

ースやテストデータが準備されていること。 

・コンポーネント間のインタフェース、ジョブネットの検証を行うためのテストケースや

テストデータが準備されていること。 

・「アプリケーション結合テスト仕様書」の内容について機構に報告し、承認を受けて

いること。 

2 アプリケーション結合テスト結果報告

書 

・「アプリケーション結合テスト仕様書」に従い、結合テストが実施され、不具合が修正

済みであること。 

・「アプリケーション結合テスト仕様書」に基づき実施された結合テストの結果が記録さ

れていること。 

・テスト実施結果及び品質評価が整理され、「アプリケーション結合テスト仕様書」に

記載された合否判定基準を満たしていること。 

・「アプリケーション結合テスト仕様書」どおり実施され、結合テストが漏れなく検証でき

ていることを「アプリケーション結合テスト結果報告書」にて、機構に報告し、承認を

受けていること。 
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(5) 工程完了基準 

① 「プロジェクト実施計画書」で定めた当作業プロセスにおける成果物の作成が全て完了し、承認レビュー

等を通じて機構との合意が得られていること。 

② 成果物を作成する際の検討結果が記録されていること。 

③ 全ての開発物に対し、必要十分な「アプリケーション結合テスト仕様書」が作成されていること。 

④ 計画された全てのテストケースが実施され、正しく検証されていること。(各機能に対する機能検証を行

い、不具合を洗い出し、解決されていること。また、エラーが残っている場合であっても、解決の目処が立

っていること) 

⑤ 他受託事業者の支援が必要な場合は、実施計画の内容が受託事業者間で調整の上、合意されているこ

と。 

⑥ 総合テストが実施できる環境になっていること。 

⑦ 次工程の計画が詳細化され、作業計画（WBS）が作成されていること。 
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3.3 システム基盤開発工程 

3.3.1 基盤基本設計工程 

(1) 目的 

アプリケーションの処理をパターン化してシステム処理パターンとして定義し、システム処理パターンを実

現するためのシステム全体構成、ハードウェア製品、ソフトウェア製品、ネットワーク、セキュリティ、運用・保

守の各仕様、実装方式を定義する。 

(2) 作業内容 

① 基盤基本設計の実施 

② 工程完了判定の実施 

(3) 成果物 

「表 3.3.1.1 基盤基本設計成果物」に基盤基本設計工程で作成する主な成果物を示す。 

表 3.3.1.1 基盤基本設計成果物 

項番 成果物 内容 入力資料名 

1 基本設計書 

(基盤) 

非機能要件定義 本システムで充足すべき非機能要件を定義する。 

・可用性要件 

(継続性、耐障害性、災害対策、回復性) 

・性能・拡張性要件 

(業務処理量、性能目標値、リソース拡張性、性能品質保

証) 

・運用・保守性要件 

(通常運用、保守運用、障害時運用、運用環境、サポート

体制、その他の運用管理方針) 

・移行性要件 

(移行時期、移行方式、移行対象機器、移行対象データ、

移行計画) 

・セキュリティ要件 

(前提条件・制約条件、セキュリティリスク分析、セキュリティ

診断、セキュリティリスク管理、アクセス・利用制限、データ

の秘匿、不正追跡・監視、ネットワーク対策、マルウェア対

策、Web 対策、セキュリティインシデント対応/復旧) 

・システム環境要件 

(システム制約/前提条件、システム特性、機材設置環境

条件) 

・調達仕様書 

・基本設計書 

(アプリケーション) 

2 処理方式設計 システムで実行される処理のパターン(認証、オンライン、バ

ッチ等)を洗い出し、各処理フローにおける構成要素間の動

的な振る舞いを、シーケンス図等を用いて定義する。 

定義された非機能要件を実現するためのシステム処理方式

に係る設計方針、システム処理方式を決定する。 

・調達仕様書 

・非機能要件定義 

・基本設計書 

(アプリケーション) 

3 可用性設計 非機能要件を実現するための可用性確保範囲、可用性施策

を定義する。 

・非機能要件定義 

・処理方式設計 

4 性能・拡張設計

書 

非機能要件を実現するための性能向上施策の定義、サイジ

ング等を定義する。 

・非機能要件定義 

・処理方式設計 

5 運用保守設計 非機能要件を実現するためのシステム運用・監視対象範囲、

スケジュール、運用・監視・保守項目、体制、運用・監視・保

守ツール等を定義する。 

・非機能要件定義 

・処理方式設計 

6 移行設計 非機能要件を実現するためのシステム移行時期、方式、計

画等を定義する。 

・非機能要件定義 

・処理方式設計 

7 セキュリティ設計 非機能要件を実現するためのシステムセキュリティ範囲、セ

キュリティ脅威の洗い出し、リスク分析・対策を定義する。 

・非機能要件定義 

・処理方式設計 
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項番 成果物 内容 入力資料名 

8 システム環境設

計 

非機能要件を実現するためのシステム制約、前提条件、設

備環境等を定義する。 

・非機能要件定義 

・処理方式設計 

9 構成設計 システムの実現方式を検討し、論理構成、ハードウェア製品

仕様、ソフトウェア製品仕様、ネットワーク仕様、セキュリティ

仕様、性能設計等のシステム全体のアーキテクチャを定義

する。 

・非機能要件定義 

・処理方式設計 

・可用性設計 

・性能・拡張設計書 

・運用保守設計 

・移行設計 

・セキュリティ設計 

・システム環境設計 

10 基盤設計ガイド

の定義 

設計ルール(機器・ホスト・コンポーネント・ジョブ等の命名規

則、シェルコーディング規約等) 、設計テンプレート(記述例

も含む) を定義する。 

・プロジェクト実施計

画書(アプリケーショ

ン) 

・非機能要件定義 

・処理方式設計 

・可用性設計 

・性能・拡張設計書 

・運用保守設計 

・移行設計 

・セキュリティ設計 

・システム環境設計 

・構成設計 

 

(4) 成果物完了基準 

「表 3.3.1.2 基盤基本設計成果物完了基準」に基盤基本設計工程で作成する主な成果物の完了基準を示

す。 

表 3.3.1.2 基盤基本設計成果物完了基準 

項番 成果物 内容 

1 基本設計書 

(基盤) 

非機能要件定義 ・本システムを動作させる上で必要な要件が漏れなく記述されていること。 

・要件間の不整合が解消され、かつ、トレードオフが必要な部分については調整済

みであること。 

2 処理方式設計 ・「調達仕様書」、「非機能要件定義」で定義している要件が漏れなく記述されているこ

と。 

・基盤設計における設計指針が定義され、それに基づいたシステム処理方式が定義

されていること。 

・全てのユースケースを実現できるように、システム処理パターンが洗い出され、定義

されていること。 

・システム処理パターンの基盤的特性・特徴が定義されていること。 

・セキュリティ要件、システム方式要件、運用要件等、非機能要件を満たしているこ

と。 

・システムの構成要素が定義され、構成要素間の静的及び動的な関連が定義されて

いること。 

3 可用性設計 ・システム全体の可用性分析を実施し、可用性施策針が確定していること。 

・要求される可用性を確保する範囲が定義されていること。 

4 性能・拡張設計

書 

・論理ノード及び物理ノード全体に求められる処理量及び容量の数値、最低必要とな

るノードの数等、製品非依存の設計が根拠や考え方とともに記述されていること。 

・ネットワーク製品に求められる処理量や容量、最低必要となるネットワークノード数、

ポート数等、製品非依存の設計が根拠や考え方とともに記述されていること。 

・システムに要求される性能・容量を満たすために必要なシステム資源量が見積もら

れていて、ハードウェア製品仕様、ソフトウェア製品仕様、ネットワーク仕様、セキュリ

ティ仕様、運用・保守仕様に反映されていること。 

・前提を示したうえで論理的に性能数値が示され、パフォーマンスが見積もられてい

ること。 

・パフォーマンスの見積り結果が性能要件を充足していること。 

・性能におけるリスクを洗い出し、対応策や解決策が示されていること。 

・システムを拡張する際の方針が根拠や考え方とともに記述されていること。 
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項番 成果物 内容 

5 運用保守設計 ・運用保守要件を満たしていること。 

・業務・基盤サービスレベル目標、システム運用体制、運用スケジュールが運用仕様

として定義されていること。 

・稼働監視、システムの操作、バックアップ/リカバリ等のシステム運用業務、ヘルプ

デスク業務等の運用支援業務、及び、バッチ管理、障害管理等の業務運用フロー

と、それらの業務に必要なシステム機能の仕様が定義されていること。 

・ジョブ実行方式(実行条件、実行方法、ログ出力方法、ジョブ・ネット定義、遅延検知

方式、障害発生時の回復処理等)が定義されていること。 

・バックアップ方式(バックアップ対象、バックアップスケジュール、バックアップ方法、

メディア)が定義されていること。 

・監視方式(監視対象、監視タイミング、監視方法、障害検知方法等)が定義されてい

ること。 

・保守業務(パッチ適用、ウイルスパターン定義ファイル配布、定期点検)に必要な情

報がとりまとめられていること。 

・障害パターンが網羅的に洗い出されていること。 

・障害パターンごとに必要な対応手順(障害検知、障害情報取得方法、復旧時間見積

り、縮退運転、復旧方法、制限事項等)が定義されていること。 

・システム全体構成と整合性の取れた、運用管理機能に関する仕様が定義されてい

ること。 

・定義した設計内容に対する設計根拠が明らかになっていること。 

6 移行設計 ・移行作業計画から本稼働までのシステム移行期間、システム停止可能日時、並行

稼働の有無が確定していること。 

・移行範囲、移行方法、移行対象が確定していること。 

7 セキュリティ設計 ・システム全体のリスク分析を実施し、セキュリティ対策方針が確定していること。 

・セキュリティ対策方針に従ったセキュリティ設計方針が定義されていること。 

・ユーザ認証、アクセス制御、暗号化、ファイアウォール、ウイルス対策、ロギング等の

セキュリティ機能の仕様が定義されていること。 

・システム全体構成と整合性の取れた、セキュリティに関する仕様が定義されているこ

と。 

8 システム環境設

計 

・システム特性(ユーザ数/クライアント数/システム利用拠点数/システム利用範囲)が

定義されていること。 

・機材設置場所に関する条件、制約が定義されていること。 

9 構成設計 ・運用機能、セキュリティ機能を実現するための構成要素も含めた、システム全体構

成が定義されていること。 

・システム処理パターンがシステム全体構成で処理できることが机上にて検証されて

いること。 

・ハードウェア製品とその構成要素の一覧が記述されていること。 

・ハードウェア製品の配置場所・接続構成が記述されていること。 

・ネットワーク機器とその構成要素の一覧が記述されていること。 

・ネットワーク製品の配置場所・接続構成が記述されていること。 

・仮想化を行う場合、仮想化の構成が記述されていること。 

・データベースに必要なディスクスペースの容量が見積もられていること。 

・ファイル保存に必要なディスクスペースの容量が見積もられていること。 

・定義した設計内容に対する設計根拠が明らかになっていること。 

・外部インタフェース設計方針が定義されていること。 

・障害ケースについても検証され、障害対策の妥当性が机上にて検証されているこ

と。 

・機能、性能、容量等の仕様が定義されていること。 

・サーバ構成、ストレージ構成、ネットワーク構成 

・ハードウェア製品に関する機能設計、構成要素の構造 

・ソフトウェア製品のパッケージに関する機能設計、構成要素の構造 

・データベース管理システムに関する機能設計、構成要素の構造、物理設計方

針、データベース方針 

・外部インタフェース接続方式 

・稼働維持環境についても定義されていること。 

10 基盤設計ガイド

の定義 

・基盤詳細設計にて作成する成果物が作成基準、手順、ルール、成果物の標準化が

行われていること。 

・成果物のサンプルが記述されていること。 

・基盤詳細設計において、別途ツール等を使用する場合は、準備方法、利用範囲、

利用手順等が定義されていること。 
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(5) 工程完了基準 

① 「プロジェクト実施計画書」で定めた当作業プロセスにおける成果物の作成が全て完了し、承認レビュー

等を通じて機構との合意が得られていること。 

② 「要件定義書」で定義している要件が、基本設計工程の成果物として漏れなく定義されていること。 

③ 「調達仕様書」で定義している要件と「基本設計書」の成果物間の追跡可能性が検証され確保されている

こと。 

④ 変更が生じた要件については、「機能要件定義」、「非機能要件定義」の内容が改定されていること。 

⑤ 基本設計工程の成果物間の整合性が検証され担保されていること。 

⑥ 基本設計工程の成果物の内容が、システムの機能要件、非機能要件の両面において、基本設計段階で

必要な設計が行われており、実現可能性が検証されていること。 

⑦ 成果物を作成する際の検討結果が記録されていること。 

⑧ システム及びそれらの構成要素の動的な振る舞い、静的な構造が分析され設計されていること。 

⑨ 「基本設計書」は、完了基準が明確なテスト仕様が作成できるレベルで記述されていること。 

⑩ 「基本設計書」の内容は、容易に理解可能な内容と構成になっていること。 

⑪ 技術的な依存関係が定義され検証されていること。また、技術的なリスクが洗い出され対応策が検討され

ていること。 

⑫ 詳細設計工程の入力成果物についてベースラインが確立されていること。 

⑬ 現状の運用体制と運用設計との差分が洗い出され、対応の検討が計画されていること。 

⑭ 次工程の計画が詳細化され、作業計画(WBS)が作成されていること。 
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3.3.2 基盤詳細設計工程 

(1) 目的 

設計した各機能、非機能の実装方式と構成を基に、個々のハードウェア製品・ソフトウェア製品の導入・設定

に必要なパラメタの定義を行い、環境ごとに環境設計を実施する。 

(2) 作業内容 

① 詳細設計の実施 

② テスト実施計画書(基盤)の作成 

③ 工程完了判定の実施 

(3) 成果物 

「表 3.3.2.1 基盤詳細設計成果物」に基盤詳細設計工程で作成する主な成果物を示す。 

表 3.3.2.1 基盤詳細設計成果物 

項番 成果物 内容 入力資料名 

1 詳細設計書 

(基盤) 

環境設計書 基盤設計の詳細化で設計した各機能、非機能の実装方

式と構成を基に、ハードウェア製品・ソフトウェア製品の導

入・設定に必要なパラメタの定義を環境ごとに設計する。 

・基本設計書(基盤) 

 

2 運用ツール設計

書 

「運用保守設計」に基づきシステムの稼働に必要な運用ツ

ール(シェルスクリプトやツール)を設計する。 

・基本設計書(基盤) 

 

 

(4) 成果物完了基準 

「表 3.3.2.2 基盤詳細設計成果物完了基準」に基盤詳細設計工程で作成する主な成果物の完了基準を

示す。 

表 3.3.2.2 基盤詳細設計成果物完了基準 

項番 成果物 内容 

1 詳細設計書 

(基盤) 

環境設計書 ・各機能を実現するための実装方式や基盤製品が定義され、処理方式が記述されて

いること。 

・SAN スイッチのゾーニング定義、テープライブラリの管理パラメタ定義、外部ディスク

装置の管理パラメタ定義、各種ハードウェア製品の障害通知パラメタ定義等の設計

が行われていること。 

・最低限必要な IP アドレス数の算出と根拠が記述されていること。 

・ネットワーク製品の導入・設定に必要なパラメタが記述されていること。 

・必要な仮想 LAN 定義、障害通知パラメタ定義等の設計が行われていること。 

・OS ごとに導入するソフトウェア製品の一覧が記述され、製品名、バージョン、修正プ

ログラム等の情報が整理されていること。 

・各ソフトウェア製品の導入・設定に必要なパラメタが設計されていること。 

・インスタンス、データベース、表スペースと物理媒体への割当てが設計されているこ

と。 

・データベース管理製品のパラメタ及びその他の設計が行われていること。 

・ファイルの所有者、グループ、アクセス権等の見積りが行われていること。 

・ファイルの物理媒体への割当てが設計されていること。 

2 運用ツール設計

書 

・「運用保守設計」に基づき、システムの稼働に必要な運用ツールが設計されている

こと。 

 

(5) 工程完了基準 

① 「プロジェクト実施計画書」で定めた当作業プロセスにおける成果物の作成が全て完了し、承認レビュー
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等を通じて機構との合意が得られていること。 

② 「基本設計書」の各構成要素と詳細設計での成果物間の追跡可能性が検証され担保されていること。 

③ 品質管理計画に従い、成果物の品質検証が行われていること。 

④ 「詳細設計書」の内容について、関係する受託事業者の合意がなされていること。 

⑤ 「基本設計書」に記述されているシステム要件(機能要件及び各種非機能要件)の内容が、正しくソフトウェ

ア製品を構成するコンポーネント設計及びデータの物理設計に変換されていることが検証されているこ

と。 

⑥ 技術的な依存関係が定義され検証されていること。 

⑦ 技術的なリスクが洗い出され対応策が検討されていること。 

⑧ 現状の業務運用体制及びシステム運用体制との差分について、対応策が検討されていること。 

⑨ 機器導入作業の入力情報として、導入するハードウェア製品、ソフトウェア製品の構成情報、設定パラメタ

が全て定義されていること。 

⑩ 次工程の計画が詳細化され、作業計画(WBS)が作成されていること。 
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3.3.3 環境構築・基盤単体テスト工程 

(1) 目的 

「機器納品計画」を基に、計画的かつ安全に指定された場所に機器を設置し、初期動作確認を行う。 

また、「基盤導入計画書」、「環境構築手順書」をもとにハードウェア製品、ソフトウェア製品を導入する。 

また、納品したハードウェア製品及びソフトウェア製品について、製品単体で設計どおりに正常に動作する

ことを確認する。 

(2) 作業内容 

① 製品選定結果一覧の作成 

② 機器設置場所の事前調査実施 

③ 機器納品計画書及び初期動作確認資料の作成 

④ 基盤導入計画書の作成 

⑤ 環境構築手順書及び運用ツールの作成 

⑥ 機器の搬送、搬入出、撤去及び設備工事の実施 

⑦ 初期動作確認の実施 

⑧ 初期動作確認結果報告書の作成 

⑨ 組み上げの実施 

⑩ 環境構築の実施 

⑪ 基盤導入結果報告書の作成 

⑫ 情報システム台帳等資料の取りまとめ 

⑬ 基盤単体テスト仕様書の作成 

⑭ 基盤単体テストの実施 

⑮ 基盤単体テスト結果報告書の作成 

⑯ 工程完了判定の実施 

(3) 成果物 

「表 3.3.3.1 環境構築・基盤単体テスト成果物」に環境構築工程で作成する主な成果物を示す。 

表 3.3.3.1 環境構築・基盤単体テスト成果物 

項番 成果物 内容 入力資料名 

1 製品選定結果一覧 納品するハードウェア製品、ソフトウェア製品を記載した一

覧。 

・調達仕様書 

2 テスト実施計画書(基盤) 基盤テストに関する、テスト実施方法、実施体制、テスト実施

スケジュール、テストの範囲、方法、種類、評価基準、テスト

実施環境、各工程で使用するテストデータ定義、テスト運営

方法(テスト情報管理、テストプロセス管理、変更管理)等を定

義したテスト計画書。 

なお、テスト工程ごとに確認すべき観点については、「表 

3.3.3.2 テスト工程における確認観点」に示すため、記載内

容に準拠した上でテスト実施計画を策定すること。 

・詳細設計書(基盤) 

・プロジェクト実施計

画書(基盤) 

・テスト基本計画書 

3 機器納品計画書 機器等の納品に関する作業項目、詳細スケジュール、作業

体制、事前調査結果、導入手順、製品一覧等を取りまとめた

計画書。 

・プロジェクト実施計

画書(基盤) 

・詳細設計書(基盤) 

・製品選定結果一覧 
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項番 成果物 内容 入力資料名 

4 初期動作確認事項一覧 納品検査を受けるにあたり、必要となる初期動作確認事項を

記載した一覧。 

・製品選定結果一覧 

・機器納品計画書 

5 初期動作確認手順書 納品検査を受けるにあたり、必要となる動作確認作業の実施

手順を記載した手順書。 

・製品選定結果一覧 

・機器納品計画書 

6 保守計画書 作業概要、体制、スケジュール及び成果物等をとりまとめた

計画書。 

詳細な記載内容については、「4.1.3 保守計画書作成」を参

照し作成すること。 

・製品選定結果一覧 

7 基盤導入計画書 ハードウェア製品及びソフトウェア製品、運用ツールの導入

及び設定に必要な作業及び範囲、スケジュール、導入順序

等を定義した計画書。 

・プロジェクト実施計

画書(基盤) 

・詳細設計書(基盤) 

・テスト実施計画書 

(基盤) 

・製品選定結果一覧 

8 環境構築手順書 環境構築手順書 「環境設計書」に基づいて、各環境(本番環境、稼働維持環

境等)におけるハードウェア製品、ソフトウェア製品のインスト

ール・設定手順を定義する。 

・製品選定結果一覧 

・詳細設計書(基盤) 

9 運用ツール作成 「運用ツール設計書」に基づいて、システムの稼働に必要な

運用ツール(シェルスクリプトやツール)を作成する。 

・製品選定結果一覧 

・詳細設計書(基盤) 

10 初期動作確認結果報告書 納品検査を受けるにあたり、初期動作確認結果等及び正常

に動作したことを証明する報告書。 

・機器納品計画書 

・初期動作確認事項

一覧 

・初期動作確認手順

書 

11 基盤導入結果報告書 ハードウェア製品及びソフトウェア製品、運用ツールを導入し

た結果に関する報告書 

・詳細設計書(基盤) 

・基盤導入計画書 

・環境構築手順書 

12 情報システム台帳 「情報システム台帳の手引」にて定める情報を記載した一

覧。 

別紙にて、MAC アドレス等の機器詳細情報が記載した一

覧。 

・製品選定結果一覧 

・詳細設計書(基盤) 

13 設備管理表 ケーブル等配線及び結線図、ラック搭載図等の設備面に関

する情報を記載した管理表。 

・製品選定結果一覧 

・初期動作確認結果

報告書 

14 機器所要電力一覧 納品する機器の所要電力(単位:kVA)の情報が搭載するラッ

ク又は設置場所ごとに記載した一覧。 

・製品選定結果一覧 

15 消耗品一覧 消耗品・定期交換部品等の価格/仕様・交換頻度等消耗品

調達に必要な情報を記載した一覧。 

・基本設計書(基盤) 

・詳細設計書(基盤) 

・製品選定結果一覧 

16 納品物品一覧 納品対象となるハードウェア製品及びソフトウェア製品を記

載した一覧。 

・基本設計書(基盤) 

・詳細設計書(基盤) 

・製品選定結果一覧 

17 電磁的記録媒体一覧 受託事業者が納品する電磁的記録媒体製品に関するシリア

ル No 等を記載した一覧。 

・基本設計書(基盤) 

・詳細設計書(基盤) 

・消耗品一覧 

18 基盤単体テスト仕様書 構築した基盤環境で実施する単体テストのテストケース、期

待する結果、及びテスト実施手順を定義する。 

・インストールしたソフトウェア製品、ハードウェア製品の設定

情報が設計結果どおりであることの確認 

・インストールしたソフトウェア製品、ハードウェア製品及び開

発した運用ツールの各単体動作検証 

・テスト実施計画書 

(基盤) 

・基本設計書(基盤) 

・詳細設計書(基盤) 

19 基盤単体テスト結果報告書 「基盤単体テスト仕様書」に基づいて実施したテストに対して

正常に動作することを確認(エビデンス含む)した報告書。 

・基盤単体テスト仕

様書 

 

表 3.3.3.2 テスト工程における確認観点 

項番 テスト工程 確認観点 

1 初期動作確認テスト ・電源投入確認、BIOS 起動確認、内蔵 I/O 機器の動作確認、全ポートのリンクアッ



 

システム基盤開発 開発管理標準・開発標準 

52 

項番 テスト工程 確認観点 

プ確認、ファームウェアバージョン確認(※)等。 

(※)設置したハードウェア製品で稼働するファームウェアが、安定稼働する最新のバ

ージョンであることの確認。 

2 基盤単体テスト ハードウェア製

品 

・設定値が「環境設計書」どおりとなっていることの確認。 

・製品単体の起動及び停止確認。 

ソフトウェア製品 ・設定値が「環境設計書」どおりとなっていることの確認。 

・製品単体の起動及び停止確認。 

自システムに導入する全てのソフトウェア製品をテストの対象とすること(他システムか

ら提供されるエージェントソフトウェア製品等の確認も基盤単体テストの内容に含める

こと)。 

運用ツール ・開発した運用ツールのシステム内における動作確認。 

3 基盤結合テスト ・複数の製品（ハードウェア製品及びソフトウェア製品）、他システムの提供機能、運

用ツールを組み合わせた動作確認。 

・共通基盤等、関連システムとの接続及び提供機能(ActiveDirectory、統合 ID 管理、

ウイルス対策、端末・ログ管理、認証代行、監査、監視等)の確認。 

・基盤の機能的な確認（障害時の動作を含む）。 

4 総合テスト ・システムに対する要件が全て充足されていることの確認 

「表 3.3.3.3 テスト観点」に示すのテスト観点を参考し、システムごとの特性に応じて

必要となるテストを実施する。 

 

表 3.3.3.3 テスト観点 

項番 観点 テスト概要 テスト例 

1 機能要件の充足性確認観点 業務を実施する手順やデータを基に様々なシナリオ・デ

ータのバリエーションを作成し、それらを組み合わせに沿っ

て情報システムを用いて業務や機能を確認する。 

シナリオ・データには、日常的によく行う業務や取り扱うデ

ータだけではなく、月次や年次等の特定のタイミングでしか

発生しないシナリオや稀にしか発生しないイレギュラデータ

も含めて確認する。 

また、正常系だけではなく、異常系のテストも行うことで、ユ

ーザーの誤操作や予期しない現象をきっかけとしたシステム

障害が起きないことを十分に確認することに留意する。 

・シナリオテスト、 

・業務サイクルテスト

等 

2 非機能要件

の充足性確

認観点 

性能・拡張性 ユーザー数、データ量、リクエスト数、レスポンス等の性能

要件を情報システムが満たしているかを確認する。 

なお、これらは、現在の想定だけではなく、今後の予想さ

れる増加量も含めて、確認する。 

・パフォーマンステス

ト 等 

3 処理量や長時間稼働等のシステム限界に関する性能や

拡張の要件を情報システムが満たしているかを確認する。 

性能テストや可用性テストと一緒に実施されることもある。 

・負荷テスト（ラッシュ

テスト、ストレステス

ト、大容量テスト 

等） 
可用性 

4 ソフトウェア製品、ハードウェア製品、ネットワーク等の障害

時の振る舞い、復旧時間、データ復旧ポイント等の可用性要

件を情報システムが満たしているかを確認する。 

例）可用性（障害）テスト、縮退テスト 等。 

・可用性（障害）テスト 

・縮退テスト等 

5 可用性要件として災害対策が求められる場合、情報システ

ム全体切り替えやそれに伴う運用の切り替えの手順や実現

性を確認する 

・災害対策テスト等 

運用・保守性 

6 運用監視、バックアップ、パッチリリース等の運用及び保守

を実施するために必要な仕組み（ツール・環境等）の確認

や、計画停止やリリース等の人手を介する運用業務の手順

等を確認する。 

・運用・保守テスト 

7 セキュリティ 不正侵入や Web 特有の攻撃、DB サーバへの不正アクセ

スなどに対する対策、データの持ち出しに対する対策、マル

ウェア（ウィルス）対策等のセキュリティ要件を情報システムが

満たしているか確認する。 

・ペネトレーションテ

スト 

・インシデントレスポ

ンステスト 

・ファジング等 

8 移行性 移行計画に従って、移行ツール、切り替えの仕組み、移行

手順書等が作成されていることを確認する。 

・移行テスト 

・移行リハーサル等 
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項番 観点 テスト概要 テスト例 

9 システム環境・エコロ

ジー 

電力消費等のシステムの効率性や設置場所の耐震性等

が要件を満たしているかを確認する。 

・他の非機能観点の

テストと併せて実施

することが多い。 

 

(4) 成果物完了基準 

「表 3.3.3.4 環境構築・基盤単体テスト成果物完了基準」に環境構築工程で作成する主な成果物の完了

基準を示す。 

表 3.3.3.4 環境構築・基盤単体テスト成果物完了基準 

項番 成果物 内容 

1 製品選定結果一覧 ・「調達仕様書」の前提及び要求仕様を満たしている製品を選定していること。 

2 テスト実施計画書(基盤) ・基盤テストに必要な作業及び範囲、スケジュール、テスト順序等が詳細に記述され

ていること。 

・「環境設計書」に記載された事項を漏れなく確認する計画となっていること。 

3 機器納品計画書 ・機器の納品に必要な作業、資材、体制、スケジュール等が詳細に記述されているこ

と。 

・「環境設計書」に記載された機器が漏れなく納品する計画となっていること。 

・事前調査内容の内容が「機器納品計画書」に反映されていること。 

・機器の設定に必要な作業の手順及び作業結果確認手順が記述されていること。 

4 初期動作確認事項一覧 ・納品対象の全機器の初期動作確認事項が網羅されていること。 

5 初期動作確認手順書 ・納品対象の全機種の初期動作が正常と確認できる手順書であること。 

6 保守計画書 ・納品対象の全機種の保守･点検方針/方法や連絡体制が網羅されていること。 

7 基盤導入計画書 ・導入設定に必要な作業及び範囲、スケジュール、導入順序等が詳細に記述されて

いること。 

・「環境設計書」に記載された事項を漏れなく導入・設定する計画となっていること。 

8 環境構築手順書 環境構築手順書 ・ハードウェア製品、ソフトウェア製品のインストール・設定に必要な作業の手順及び

作業結果確認手順が記載されていること。 

・「環境設計書」に記載された事項を漏れなく導入・設定する手順となっていること。 

・導入担当者による導入結果の差異が発生しない設定手順となっていること。 

9 運用ツール作成 ・運用ツールにて実現させる全ての機能について、作成されていること。 

10 初期動作確認結果報告書 ・全ての機器が計画どおり納品されていること。 

・全ての機器に対し、初期動作確認が実施されていること。 

・「初期動作確認資料」に定義した「初期動作確認事項一覧」に示す確認結果が「機

器納品結果報告書」に漏れなく記述されていること。 

・全ての機器が正常に動作することを確認すること。 

11 基盤導入結果報告書 ・ハードウェア製品、ソフトウェア製品、運用ツールが計画どおり導入されていること。 

・「基盤導入結果報告書」を機構に報告し、承認を受けていること。 

12 情報システム台帳 ・「製品選定結果一覧」と整合性がとれていること。 

・機構が提示するフォーマットに記載されていること。 

・別紙にて、MAC アドレス等の機器詳細情報が記載されていること。 

13 設備管理表 ・全てのケーブルの経路及び両端の場所及び接続する機器が網羅できていること 

・ラックの位置及びラックに搭載する機器が網羅されていること。 

・ラック搭載しない機器の設置場所等について網羅されていること。 

14 機器所要電力一覧 ・「製品選定結果一覧」と整合性がとれていること。 

15 消耗品一覧 ・全ての消耗品について網羅されていること。 

・消耗品及び定期交換部品の交換頻度について「運用保守設計」の内容と整合性が

とれていること。 

16 納品物品一覧 ・「製品選定結果一覧」と整合性がとれていること。 

17 電磁的記録媒体一覧 ・電磁的記録媒体製品に関する情報が網羅されていること。 
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項番 成果物 内容 

18 基盤単体テスト仕様書 ・導入する製品の基盤単体テストシナリオが記述されていること。 

・作成した運用ツールのテストシナリオやテストデータ等が記述されていること。 

・設定したパラメタ値の単体検証を実施するためのテストケースやテストデータ等が

準備されていること。 

・製品単体の設定結果及び動作確認を漏れなく検証するためのテスト仕様が「基盤

単体テスト仕様書」として作成されていることを機構に報告し、承認を受けているこ

と。 

19 基盤単体テスト結果報告書 ・「テスト実施計画書」に従い、納品したハードウェア製品及びソフトウェア製品単体に

対し、基盤単体テストが実施され、不具合が修正済みであること。 

・「基盤単体テスト仕様書」に基づき実施された基盤単体テストの結果が記録されてい

ること。 

・テスト実施結果及び品質評価が整理され、「基盤単体テスト仕様書」に記載された合

否判定基準を満たしていること。 

・設定情報の見直しを行った場合、見直した設定情報が「環境構築手順書」及び「環

境設計書」等の成果物に反映されていること。 

・「基盤単体テスト仕様書」どおり実施され、製品単体の設定結果及び動作確認を漏

れなく検証できていることを「基盤単体テスト結果報告書」にて、機構に報告し、承認

を受けていること。 

 

(5) 工程完了基準 

① 「プロジェクト実施計画書」で定めた当作業プロセスにおける成果物の作成が全て完了し、承認レビュー

等を通じて機構との合意が得られていること。 

② 品質管理計画に従い、成果物の品質検証が行われていること。 

③ 成果物を作成する際の検討結果が記録されていること。 

④ 計画された全ての初期動作確認が実施され、全ての機器が正常に動作することが確認されていること 

⑤ ハードウェア製品、ソフトウェア製品が「環境設計書」どおり導入されていること。 

⑥ 「テスト実施計画書」に従い、納品したハードウェア製品及びソフトウェア製品単体に対し、基盤単体テスト

が実施され、不具合が修正済みであること。 

⑦ 「基盤単体テスト仕様書」に基づき実施された基盤単体テストの結果が記録されていること。 

⑧ テスト実施結果及び品質評価が整理され、「基盤単体テスト仕様書」に記載された合否判定基準を満たし

ていること。 

⑨ 設定情報の見直しを行った場合、見直した設定情報が「環境構築手順書」及び「環境設計書」等の成果

物に反映されていること。 

⑩ ハードウェア製品、ソフトウェア製品が「基盤導入計画書」どおり導入されたことを「基盤導入結果報告書」

にて機構に報告し、承認を受けていること。 

⑪ 「基盤単体テスト仕様書」どおり実施され、全ての機能を漏れなく検証できていることを「基盤単体テスト結

果報告書」にて機構に報告し、承認を受けていること。 

⑫ 仕様変更・不具合のうち、稼働の妨げになる事項はないこと。稼働後対応と判断された事項に関して、対

応時期・対応者が確定していること。 

⑬ 次工程の計画が詳細化され、作業計画(WBS)が作成されていること。 
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3.3.4 基盤結合テスト工程 

(1) 目的 

製品間、インタフェース間、実現する基盤及び運用機能等について設計どおり正常に動作することを確認

する。 

(2) 作業内容 

① 基盤結合テスト仕様書の作成 

② 基盤結合テストの実施 

③ 基盤結合テスト結果報告書の作成 

④ 工程完了判定の実施 

(3) 成果物 

「表 3.3.4.1 基盤結合テスト成果物」に基盤結合テスト工程で作成する主な成果物を示す。 

表 3.3.4.1 基盤結合テスト成果物 

項番 成果物 内容 入力資料名 

1 基盤結合テスト仕様書 構築した基盤環境で実施する結合テストのテストケース、期

待する結果、及びテスト実施手順を定義する。 

・基盤の各機能(製品間、運用ツール機能間、運用ツール機

能-製品間)を組み合わせた時の動作検証(障害テスト含む) 

・連携するシステムやネットワークとの連携確認 

・結果が満足しない場合のチューニング等の設定変更実施 

・テスト実施計画書 

(基盤) 

・基本設計書(基盤) 

・詳細設計書(基盤) 

・基盤単体テスト結

果報告書 

2 基盤結合テスト結果報告書 「基盤結合テスト仕様書」に基づいて実施したテストに対して

正常に動作することを確認(エビデンス含む)した報告書。 

・基盤結合テスト仕

様書 

 

(4) 成果物完了基準 

「表 3.3.4.2 基盤結合テスト成果物完了基準」に基盤結合テスト工程で作成する主な成果物の完了基準

を示す。 

表 3.3.4.2 基盤結合テスト成果物完了基準 

項番 成果物 内容 

1 基盤結合テスト仕様書 ・設定した製品間やインタフェース間の結合検証を実施するためのテストケースやテ

ストデータ等が準備されていること。 

・基盤構築が終了したことを担保できる判定基準が作成されていること。 

・「基盤結合テスト仕様書」の内容について機構に報告し、承認を受けていること。 

2 基盤結合テスト結果報告書 ・「基盤結合テスト仕様書」に従い、基盤結合テストが実施され、不具合が修正済みで

あること。 

・「基盤結合テスト仕様書」に基づき実施された基盤結合テストの結果が記録されてい

ること。 

・基盤結合テスト実施結果及び品質評価が整理され、「基盤結合テスト仕様書」に記

載された合否判定基準を満たしていること。 

・設定情報の見直しを行った場合、見直した設定情報が「環境構築手順書」及び「環

境設計書」等の成果物に反映されていること。 

・「基盤結合テスト仕様書」どおり実施され、基盤結合テストが漏れなく検証できている

ことを「基盤結合テスト結果報告書」にて、機構に報告し、承認を受けていること。 
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(5) 工程完了基準 

① 「プロジェクト実施計画書」で定めた当作業プロセスにおける成果物の作成が全て完了し、承認レビュー

等を通じて機構との合意が得られていること。 

② 品質管理計画に従い、成果物の品質検証が行われていること。 

③ 成果物を作成する際の検討結果が記録されていること。 

④ 「基盤結合テスト仕様書」に従い、基盤結合テストが実施され、不具合が修正済みであること。 

⑤ 「基盤結合テスト仕様書」に基づき実施された基盤結合テストの結果が記録されていること。 

⑥ 基盤結合テスト実施結果及び品質評価が整理され、「基盤結合テスト仕様書」に記載された合否判定基

準を満たしていること。 

⑦ 設定情報の見直しを行った場合、見直した設定情報が「環境構築手順書」及び「環境設計書」等の成果

物に反映されていること。 

⑧ 「基盤結合テスト仕様書」どおり実施され、基盤結合テストが漏れなく検証できていることを「基盤結合テス

ト結果報告書」にて、機構に報告し、承認を受けていること。 

⑨ 総合テストが実施できる環境になっていること。 

⑩ 次工程の計画が詳細化され、作業計画(WBS)が作成されていること。 
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3.4 共通開発工程 

3.4.1 総合テスト工程 

(1) 目的 

これまで結合してきた製品及びソフトウェア製品を一つのシステムとみなして、全体としてシステム要件ど

おりに機能充足及び設計どおりに正常に動作することを確認する。 

(2) 作業内容 

① 総合テスト仕様書の作成 

② 総合テストの実施 

③ 総合テスト結果報告書の作成 

④ 工程完了判定の実施 

(3) 成果物 

「表 3.4.1.1 総合テスト成果物」に総合テスト工程で作成する主な成果物を示す。 

表 3.4.1.1 総合テスト成果物 

項番 成果物 内容 入力資料名 

1 総合テスト仕様書 業務アプリケーション搭載し実業務を想定した総合テストの

テストケース、期待する結果、及びテスト実施手順を定義す

る。 

・アプリケーションシナリオテスト、 

・外部インタフェース(連携)テスト 

・サイクルテスト 

・セキュリティテスト 

・性能テスト(レスポンス、スループット、リソース使用率測定、

負荷テスト等) 

・運用テスト(運用手順の確認等) 

・障害テスト(ハードウェア製品障害、ソフトウェア製品障害、

障害時運用等) 

・結果が満足しない場合のチューニング等の設定変更実施 

・テスト基本計画書 

・テスト実施計画書 

(アプリケーション) 

 

2 総合テスト結果報告書 「総合テスト仕様書」に基づいて実施したテストに対して正常

に動作することを確認(エビデンス含む)した報告書。 

・総合テスト仕様書 

・各種マニュアル 

 

(4) 成果物完了基準 

「表 3.4.1.2 総合テスト成果物完了基準」に総合テスト工程で作成する主な成果物の完了基準を示す。 

表 3.4.1.2 総合テスト成果物完了基準 

項番 成果物 内容 

1 総合テスト仕様書 ・未決事項について、その決定時期と決定が遅延した場合の影響が記述されている

こと。 

・前工程までの品質状況を踏まえた問題発生予測とその対応期間が考慮された計画

となっていること。 

・移行判定基準(総合テスト)とテストシナリオとの追跡可能性が維持されていること。 

・テストシナリオと必要な資材について、その必要十分性及び正確性がレビューされ

ていること。 

・テストシナリオに必要な資材が準備されているか、実施時期までに準備可能である

こと。 

・テストに参加する全ての受託事業者による確認がなされていること。 

・「総合テスト仕様書」の内容について機構に報告し、承認を受けていること。 
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項番 成果物 内容 

2 総合テスト結果報告書 ・総合テストとして実施した全てのテストシナリオについて結果が記述されていること。 

・発生した問題については、原因の究明結果、修正内容、再テスト、リグレッションテ

ストの内容が記述されていること。 

・全受託事業者の確認がなされていること。 

・「総合テスト仕様書」どおり実施され、「総合テスト結果報告書」にて、機構に報告し、

承認を受けていること。 

 

(5) 工程完了基準 

① 「プロジェクト実施計画書」で定めた当作業プロセスにおける成果物の作成が全て完了し、承認レビュー

等を通じて機構との合意が得られていること。 

② 「総合テスト仕様書」に従い、計画された全てのテストシナリオが実施され、正しく検証されていること。 

③ 発生した問題についてはその原因が調査・分析され、システム上の欠陥については除去されていること。 

④ 次工程に申し送るシステム上の欠陥の数は、移行判定基準で定める基準を満たしていること。 
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3.4.2 受入テスト工程 

(1) 目的 

総合テスト済みのシステムを使って、業務運用の観点からシステムの妥当性を検証するものである。 

機構が主体となり、受入テスト仕様書作成及び実施管理を行うため、受託事業者は仕様書作成支援、環

境設定、問題発生時の調査、欠陥対応等を実施する。 

(2) 作業内容 

① 受入テスト仕様書の作成 

② 受入テストの準備 

③ 受入テストの実施 

④ 受入テスト結果報告書の作成 

⑤ 工程完了判定の実施 

(3) 成果物 

「表 3.4.2.1 受入テスト成果物」に受入テスト工程で作成する主な成果物を示す。 

表 3.4.2.1 受入テスト成果物 

項番 成果物 内容 入力資料名 

1 受入テスト仕様書 「テスト計画書」に従い、受入テストの詳細な実施計画を策

定、テストシナリオを作成、検証方法を検討し、テスト用デー

タ及びテスト用データベースを準備する。 

・テスト基本計画書 

・テスト実施計画書 

(アプリケーション) 

・基本設計書一式 

・詳細設計書一式 

・各種マニュアル 

2 受入テスト結果報告書 「受入テスト仕様書」に基づいて実施したテストに対して正常

に動作することを確認(エビデンス含む)した報告書。 

・受入テスト仕様書 

・各種マニュアル 

 

(4) 成果物完了基準 

「表 3.4.2.2 受入テスト成果物完了基準」に受入テスト工程で作成する主な成果物の完了基準を示す。 

表 3.4.2.2 受入テスト成果物完了基準 

項番 成果物 内容 

1 受入テスト仕様書 ・未決事項について、その決定時期と決定が遅延した場合の影響が記述されている

こと。 

・前工程までの品質状況を踏まえた問題発生予測とその対応期間が考慮された計画

となっていること。 

・移行判定基準とテストシナリオとの追跡可能性が維持されていること。 

・テストシナリオと必要な資材について、その必要十分性及び正確性がレビューされ

ていること。 

・テストシナリオに必要な資材が準備されているか、実施時期までに準備可能である

こと。 

2 受入テスト結果報告書 ・受入テストとして実施した全てのテストシナリオについて結果が記述されていること。 

・発生した問題については、原因の究明結果、修正内容、再テスト、リグレッションテ

ストの内容が記述されていること。 

・計画された全てのテストシナリオ及び欠陥除去作業のために必要な追加の検証作

業が全て終了し、移行判定基準に記述されている完了条件を満たしていること。 

・テスト完了時のシステムを完全に再現できるように、ハードウェア製品、ソフトウェア

製品、ネットワーク等の機器設定、ソフトウェア製品のソースコード、モジュールのコ

ンパイルやリンク設定等の必要な情報が版管理された状態で維持されていること。 
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(5) 工程完了基準 

① 「受入テスト仕様書」に従い、計画された全てのテストシナリオが実施され、正しく検証されていること。 

② 発生した問題についてはその原因が調査・分析され、システム上の欠陥については除去されていること。 

なお、発生した問題が受託事業者の責によらない拠らない場合、別途協議の上対応を検討する。 

③ 本番環境に申し送るシステム上の欠陥の数は、移行判定基準で定める基準を満たしていること。 

④ 本稼働に向けた準備として、受入テスト後のデータクリーニング等が実施されていること。 
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3.4.3 移行工程 

(1) 目的 

開発されたシステムの本番環境への移行、システム切替及びそれに伴う業務の移行を安全かつ確実に実

施することにより、円滑に IT サービスの提供を開始できるようにする。 

なお、本工程での移行とは、業務データ移行及びシステム切替を指すものとする。 

(2) 作業内容 

① 移行(切替)計画の作成 

② 移行(切替)手順書の作成 

③ 移行(切替)リハーサルの準備 

④ 移行(切替)リハーサルの実施 

⑤ 移行(切替)リハーサル結果報告書の作成 

⑥ サービスイン判定会議の実施 

⑦ 本番移行(切替)の準備 

⑧ 本番移行(切替)の実施 

⑨ 本番移行(切替)結果報告書の作成 

⑩ クリーニング作業の実施 

⑪ クリーニング作業完了報告書の作成 

(3) 成果物 

「表 3.4.3.1 移行成果物」に移行工程で作成する主な成果物を示す。 

表 3.4.3.1 移行成果物 

項番 成果物 内容 入力資料名 

1 移行(切替)計画書 

 

移行範囲、移行方法、移行手順、作業スケジュール等を含

む具体的な移行計画を定義する。 

・基本設計書 

(アプリケーション) 

・基本設計書(基盤) 

・詳細設計書 

(アプリケーション) 

2 移行(切替)手順書 本番移行に向けた移行手順を定義 ・移行計画 

・開発資材一式 

・各種マニュアル 

3 移行(切替)リハーサル結果報告書 移行リハーサルを実施した結果(検証含)をとりまとめた報告

書 

・移行計画 

・移行手順書 

4 本番移行(切替)結果報告書 本番移行を実施した結果(検証含)をとりまとめた報告書 

5 クリーニング作業完了報告書 環境引渡し時、本番稼働時に不要なファイルの削除、アカウ

ントのパスワードが変更されている等を確認(エビデンス含む)

した報告書。 

 

(4) 成果物完了基準 

「表 3.4.3.2 移行成果物完了基準」に移行工程で作成する主な成果物の完了基準を示す。 
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表 3.4.3.2 移行成果物完了基準 

項番 成果物 内容 

1 移行(切替)計画書 ・移行対象範囲が明確であること。 

・移行作業の範囲と役割分担が明確であり、作業規模が見積もられ、その前提事項

が明記されていること。 

・計画に含まれている作業の実施者が全て明確になっていること。 

・技術、スケジュール面から移行作業の実現可能性が確認されていること。 

・移行作業に伴うリスクが識別され、その対策が策定されていること。 

・作業体制では責任者が任命され、移行作業体制の主要メンバが選定されているこ

と。 

・移行作業の WBS が作成されていること。 

・移行を含む移行手順全てが検討されていて、手順の整合性及び実現可能性が確

認されていること。 

・移行作業で使用する機器については、移行作業の予定時期に代替機も含めて利

用可能であることが確認済みであること。 

・移行作業の引き返し限界点(point of no return)及び判断基準が明確にされているこ

と。 

・移行作業完了後に引継ぎ対象者が実施するパスワード変更について、移行計画に

おいて考慮されていること。 

・受託事業者間で合意済みであること。 

・機構によるレビューが実施されていること。 

2 移行(切替)手順書 

 

・移行手順が漏れなく記載されていること。 

・手順を誤った場合や想定外の結果が返ってきた場合の対応についても考慮されて

いること。 

・必要に応じて複数名によるチェックを実施する等、手順誤りや結果確認ミスを防止

できる手順となっていること。 

・「移行計画」にて調整した移行用データが用意されていること。 

・受託事業者間で合意済みであること。 

・機構によるレビューが実施されていること。 

3 移行(切替)リハーサル結果報告書 ・実施した全てのリハーサル作業について結果が記述されていること。 

・発生した問題については、原因の究明結果、移行プログラムや作業手順等への修

正内容、修正内容の確認結果の内容が記述されていること。 

・受託事業者全員の確認がなされていること。 

・「移行手順書」どおり実施され、「移行リハーサル結果報告書」にて、機構に報告し、

承認を受けていること。 

・「切替手順書」どおり実施され、「切替リハーサル結果報告書」にて、機構に報告し、

承認を受けていること。 

4 本番移行(切替)結果報告書 ・本番移行が完了し、発生した問題については対応済みであり、移行判定基準を満

たした状態にあること。 

・新システムで使用するマスタデータが確実に準備され、かつ全て本番機へ移行さ

れていること。 

・移行判定基準が機構により承認されていること。 

・サービスイン体制が確立されており、受託事業者(アプリケーション開発担当)から受

託事業者(運用管理担当)への引継ぎが完了していること。 

・サービスイン体制が確立されており、受託事業者(ハードウェア製品構築・保守担当)

から受託事業者(運用管理担当)への引継ぎが完了していること。 

・本番移行作業の結果が記述されていること。 

・発生した問題については、原因の究明結果、修正内容、修正結果の確認結果が記

述されていること。 

・移行されたデータのデータ検証が完了していること。 

・本番システムを構成する全リソースに対して、サービスイン時のバージョン及びシス

テム構成を識別し、稼働維持環境へと引き継がれていること。 

・受託事業者全員の確認がなされていること。 

・「移行手順書」どおり実施され、「本番移行結果報報告書」にて、機構に報告し、承

認を受けていること。 

5 クリーニング作業完了報告書 ・受託事業者全員の確認がなされていること。 

・「クリーニング作業完了報告書」にて、機構に報告し、承認を受けていること。 

 



 

システム基盤開発 開発管理標準・開発標準 

63 

(5) 工程完了基準 

① 「プロジェクト実施計画書」で定めた当作業プロセスにおける成果物の作成が全て完了し、承認レビュー

等を通じて機構との合意が得られていること。 

② 発生した問題についてはその原因が調査・分析され、システム上の欠陥については除去されていること。 

③ サービスイン判定基準と比較し、その結果が作成され、機構により承認されていること。 

④ 本番環境を構成する全リソースに対して、サービスイン時のバージョン及びシステム構成を識別し、稼働

維持環境へと引き継がれていること。 
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3.4.4 教育・引継ぎ工程 

(1) 目的 

稼働後のシステムにて業務を遂行できるよう、必要なマニュアルの整備及びユーザ研修、受託事業者(運

用管理担当)への引継ぎを実施する。 

(2) 作業内容 

① 各種マニュアルの取りまとめ 

② 教育計画書の作成 

③ 研修用教材の準備 

④ 研修・教育の実施 

⑤ 教育完了報告書の作成 

⑥ 引継ぎ計画書の作成 

⑦ 引継ぎの実施 

⑧ 引継ぎ完了報告書の作成 

(3) 成果物 

「表 3.4.4.1 研修・教育・引継ぎ成果物」に研修・教育・引継ぎ工程で作成する主な成果物を示す。 

表 3.4.4.1 研修・教育・引継ぎ成果物 

項番 成果物 内容 入力資料名 

1 各種マニュアル 利用者マニュア

ル 

システム利用者に向けて、システム操作方法を定義したシス

テム操作マニュアル。 

・基本設計書 

(アプリケーション) 

・詳細設計書 

(アプリケーション) 

・開発資材一式 

2 プログラム登録

手順書 

本番環境へアプリケーションプログラム等を登録するための

手順書。 

・基本設計書 

(アプリケーション) 

・詳細設計書 

(アプリケーション) 

・開発資材一式 

3 運用保守マニュ

アル(アプリケー

ション) 

アプリケーションを運用保守する段階において実施する開発

環境の利用方法、設計書・プログラム管理方法、マスタ情報

の変更時の作業手順、アプリケーション障害時における障害

調査方法・テスト方法、プログラムの改修手順、稼働維持環

境でのアプリケーションの事前動作検証等、一般的な対応手

順等を定義する。 

・基本設計書 

(アプリケーション) 

・基本設計書(基盤) 

・詳細設計書 

(アプリケーション) 

・詳細設計書(基盤) 

・開発資材一式 

4 運用保守マニュ

アル(基盤) 

納品するハードウェア製品、ソフトウェア製品の運用保守業

務に必要なマニュアル(手順書含む)等を示したドキュメント。 

障害時の復旧対応手順、定期点検、パッチ適用時の対応等

についても定義する。 

・基本設計書(基盤) 

・詳細設計書(基盤) 

 

5 教育計画書 システム利用者に向けて実施する研修の実施方法、研修内

容、研修環境、研修対象者、スケジュール等の計画を定義

する。 

・プロジェクト実施計

画書(アプリケーショ

ン) 

・基本設計書 

(アプリケーション) 

6 研修用教材一式 システム利用者に対して行う教育実施時に利用するユーザ

マニュアル等の教材 

・教育計画書 

・各種マニュアル 

7 教育完了報告書 システム利用者への研修が完了したことを報告するドキュメ

ント 

・教育計画書 

・研修用教材一式 
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項番 成果物 内容 入力資料名 

8 引継ぎ計画書 引継ぎ対象者に向けて実施する引継ぎの実施方法、引継ぎ

内容、引継ぎ環境、引継ぎ対象者、スケジュール等の計画を

定義する。 

・「情報セキュリティ対策実施手順書群」に基づき実施する作

業について、引継ぎ内容に含めること。 

・プロジェクト実施計

画書(アプリケーショ

ン) 

・プロジェクト実施計

画書(基盤) 

・各種マニュアル 

9 引継ぎ完了報告書 引継ぎ対象者への引継ぎが完了したことを報告するドキュメ

ント 

・引継ぎ計画書 

・各種マニュアル 

10 特権 ID 等一覧 システム名、機器種別、機器名称、ホスト名、製品名、ユーザ

名、ユーザ用途及び特権ＩＤ表示等、運用上必要となる情報

を記載した一覧。 

・基本設計書(基盤) 

・詳細設計書(基盤) 

 

(4) 成果物完了基準 

「表 3.4.4.2 研修・教育・引継ぎ成果物完了基準」に研修・教育・引継ぎ工程で作成する主な成果物を示

す。 

表 3.4.4.2 研修・教育・引継ぎ成果物完了基準 

項番 成果物 内容 

1 各種マニュアル 

 

利用者マニュア

ル 

・システムの利用者が使用する画面の遷移、画面機能が漏れなく説明されているこ

と。 

・実際の組織又は役割と関連づけられた操作が記述されていること。 

・実際の指示系統、機器構成、帳票等を考慮して作成されていること。 

・異常や問題が発生した場合の対応や問合せ方法が記述されていること。 

・予測可能なアプリケーション障害に対する対応手順が記述されていること。 

・各作業を行うための前提や必要な権限等が記述されていること。 

・システムの操作方法・利用方法が、視覚的に分かりやすく説明されていること。 

・各種マニュアルとの整合性を確認していること。 

・各マニュアルの利用部門(機構含む)によるレビューが実施されていること。 

2 プログラム登録

手順書 

・稼働維持環境、本番環境への登録手順が網羅的に洗い出され、作成されているこ

と。 

・状況や場合によって登録手順が変わるものについては、場合分けを行い、作成さ

れていること。 

・作業者に違いがある場合は、役割分担が明確に記述されていること。 

・異常や問題が発生した場合の対応や問合せ方法が記述されていること。 

・各作業を行うための前提や必要な権限等が記述されていること。 

・各マニュアルの利用部門(機構含む)によるレビューが実施されていること。 

3 運用保守マニュ

アル(アプリケー

ション) 

・アプリケーション運用保守作業において実施する作業が網羅的に洗い出され、作

成されていること。 

・状況や場合によって手順が変わるものについては、場合分けを行い、作成されてい

ること。 

・作業者に違いがある場合は、役割分担が明確に記述されていること。 

・異常や問題が発生した場合の対応や問合せ方法が記述されていること。 

・各作業を行うための前提や必要な権限等が記述されていること。 

・各マニュアルの利用部門(機構含む)によるレビューが実施されていること。 

4 運用保守マニュ

アル(基盤) 

・基盤運用保守作業において実施する作業が網羅的に洗い出され、作成されている

こと。 

・状況や場合によって手順が変わるものについては、場合分けを行い、作成されてい

ること。 

・作業者に違いがある場合は、役割分担が明確に記述されていること。 

・異常や問題が発生した場合の対応や問合せ方法が記述されていること。 

・各作業を行うための前提や必要な権限等が記述されていること。 

・各マニュアルの利用部門(機構含む)によるレビューが実施されていること。 

5 教育計画書 ・教育訓練項目ごとに、訓練の目的、対象者、実施時期、前提研修、前提事項、実施

形式、実施内容が明確にされていること。 

・教育訓練項目ごとに、受講者若しくは受講者の選定方法とその時期、実施スケジュ

ール、実施場所が明確であり、実施可能であることが確認済みであること。 

・教育訓練にシステムを利用する場合は、その仕様、研修項目ごとのコンテンツが明
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項番 成果物 内容 

確にされていること。 

・教育訓練用システムの準備担当者が明確であり、必要時期が明らかにされ、準備可

能であることが確認済みであること。 

・教育訓練の効果指標が策定され、目標値が設定されていること。 

6 研修用教材一式 ・教材の内容に応じて、各種マニュアルとの整合性が確認されていること。 

・受講対象部門により内容の適切性について確認済みであること。 

・教育訓練項目ごとに必要な教材の部数が見積もられていること。 

7 教育完了報告書 ・教育訓練の実施内容とその結果が全て記録されていること。 

・教育訓練の実施効果が、効果指標として算出され、目標値を満たしていること。 

・教育訓練に関する改善事項が必要に応じて記述されていること。 

8 引継ぎ計画書 ・引継ぎ項目ごとに、引継ぎの目的、対象者、実施時期、前提研修、前提事項、実施

形式、実施内容が明確にされていること。 

・引継ぎ項目ごとに、受講者若しくは受講者の選定方法とその時期、実施スケジュー

ル、実施場所が明確であり、実施可能であることが確認済みであること。 

・引継ぎにシステムを利用する場合は、その仕様、環境における仕様制限等が明確

にされていること。 

・引継ぎ用システムの準備担当者が明確であり、必要時期が明らかにされ、準備可能

であることが確認済みであること。 

・引継ぎの効果指標が策定され、目標値が設定されていること。 

9 引継ぎ完了報告書 ・引継ぎに必要な各種仕様書等が引継ぎされていること。 

・引継ぎ先からの問合せや要求について、対応方法が決定され、関係者と合意され

ていること。 

10 特権 ID 等一覧 ・システム名、機器種別、機器名称、ホスト名、製品名、ユーザ名、ユーザ用途及び

特権ＩＤ表示等、運用上必要となる情報が記載されていること。 

 

(5) 工程完了基準 

① 教育訓練における目標値が実績と比較され、考察されていること。 

② 教育計画に従い、全ての研修・教育が実施されていること。 

③ 引継ぎの実施により、運用管理業者が運用管理業務を行える状態になっていること。 

④ 引継ぎについて、全受託事業者の確認がなされていること。 

⑤ 引継ぎについて、機構により承認されていること。 
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第4章 IT サービス管理（保守等業務） 

IT サービス管理（保守等業務）では、「保守計画書」の策定と実施について、目的、内容、役割分担等を定め

ている。 

4.1 保守管理要領 

4.1.1 目的 

保守管理要領では、「保守計画書」に沿って保守を実行、管理することを目的とする。 

4.1.2 基本方針 

遵守すべき保守管理要領を以下の管理要領として示す。 

① コミュニケーション要領 

② 作業管理要領 

③ リスク管理要領 

④ 課題管理要領 

⑤ システム構成管理要領 

⑥ 変更管理要領 

⑦ 情報セキュリティ対策要領 

4.1.3 保守計画書作成 

「保守計画書」は、機構と保守に関わる受託事業者が合意するためのものである。受託事業者は、調達仕

様書、要件定義書に基づき、「4.1.3(1)保守計画書の作成」に示す手順に従い、契約後定められた納品時期

までに保守計画書を策定し、機構の承認を受けること。 

(1) 保守計画書の作成要領 

受託事業者は契約後、「表 4.1.3.1 保守計画書概要」に示す内容に準拠した保守計画書を作成し、機

構の承認を得ること。 

表 4.1.3.1 保守計画書概要 

項番 項目 概要 内容 記載観点 

1 

作業概要 

保守の対象範囲、作

業概要等を記載する。 

作業の対象

範囲 

定常時におけるハードウ

ェア製品の保守、ソフトウ

ェア製品の保守、データ

の収集と報告、障害発生

時におけるアプリケーシ

ョンプログラムの保守、

ハードウェア製品の保

守、ソフトウェア製品の保

守を記述すること。 

・「調達仕様書」との整合がとれて

いること。 

・契約不適合責任の範囲内で実

施する作業との分担を明確にす

ること。 

2 作業概要 作業対象範囲の作業概

要を記述すること。 

3 

作業体制 

保守に関わる関係機

関、情報システムの利

用者、受託事業者(運

用管理担当)等の全て

の関係者について体

制、関係者の関係性、

役割分担、責務等に

体制図 保守実施にあたり、連絡

及び確認を行う担当者を

記述し、主要メンバの連

絡先一覧 ( 電話番号

/FAX 番号及びメールア

ドレス)も記述すること。 

・コミュニケーションパス(機構等、

外部との連絡窓口)が明確になっ

ていること。 

・問題があった際のエスカレーショ

ンパスが明確になっていること。 

・保守の実施にあたって、必要な

体制が確保されていること。 



 

システム基盤開発 開発管理標準・開発標準 

68 

項番 項目 概要 内容 記載観点 

4 ついて記載する。 役割分担 関係者の役務概要を示

すこと。 

・「役務分担表」との整合がとれて

いること。 

5 

スケジュール 

保守を行う上で基本と

する作業内容、関係す

る作業工程、スケジュ

ール等を記載する。 

スケジュー

ル 

作業内容、関係する作

業工程、スケジュールを

記述する。 

・「調達仕様書」との整合がとれて

いること。 

6 

納品成果物 

保守によって納品され

る成果物を記載する。 

成果物一覧 成果物の内容、担当者、

納品期限、納品方法、納

品部数等について記述

する。 

・「調達仕様書」との整合がとれて

いること。 

7 

保守形態、保守

環境等 

保守において採用す

る保守形態、保守環境

等を記載する。 

保守形態 オンサイト、センドバック

等について記述する。 

・「調達仕様書」との整合がとれて

いること。 

8 保守環境 保守対象となる本番環境

及び稼働維持環境等に

ついて記載する。 

9 
保守実績等の評

価と改善 

保守実績値を記載す

る。 

保守実績値等の取得や評価、保守実績

値等が目標に満たない場合の要因分析

や改善措置の検討等を行う。 

・「調達仕様書」との整合がとれて

いること。 

 

4.2 コミュニケーション管理要領 

4.2.1 目的 

コミュニケーション管理では、保守に携わる事業者、関係事業者等との合意形成に関する手続、連絡調整

に関する方法、保守事業者が参加すべき会議・開催頻度・議事録等の管理等について、作業内容及び手順

に関する認識に相違が生じないことを目的とする。 

4.2.2 基本方針 

保守に携わる事業者、関係事業者等との間で保守作業の実施状況や課題等について適切な情報共有を

実施する。 

4.2.3 コミュニケーション管理方法 

「保守実施要領」に定義すべきコミュニケーション方法の例として、以下について記述する。 

① 保守に携わる事業者、関係事業者の合意形成等 

② 保守事業者が参加すべき会議等 

(1) 会議体 

「表 4.2.3.1 会議体の定義（例）」に示す会議体の例を参考にし、「4.1 保守管理要領」に適した会議体を

定義すること。 

なお、機構が認めた場合は、稼働実績や稼働状況の報告書並びに各種資料や成果物の提出を受けるこ

とで定例会議の代わりとすることができるものとする。 

表 4.2.3.1 会議体の定義（例） 

項番 会議体名称 会議目的 開催頻度 

1.  定期運用会議 保守作業実績、リスク、課題等の確認 毎月 

2.  保守業務年間評価会議 年間の保守作業実績の確認、改善策の検討 年次 

3.  対策検討会議 障害対応、再発防止策の検討 障害発生時等 
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項番 会議体名称 会議目的 開催頻度 

4.  その他調整会議 他の情報システムの保守作業との調整 適宜 

 

 

4.3 作業管理要領 

4.3.1 目的 

作業管理では、「保守計画書」で策定した作業計画に基づき、保守の作業実績状況、サービスレベルの達

成状況等の管理し、システムを適切に維持することを目的とする。 

4.3.2 基本方針 

「保守計画書」に基づいて、定期的に保守作業実績やサービスレベルの達成状況等の作業管理を実施す

ること。 

4.3.3 作業管理方法 

(1) 保守状況の報告概要 

保守作業実績やサービスレベルの達成状況等の報告内容について記載する。 

報告内容として、以下の「表 4.3.3.1 報告概要」に示すとおり様式を定める。 

表 4.3.3.1 報告概要 

項番 作業項目 内容 

1.  作業実績状況 ・保守作業の集計結果（実施件数、工数実績、総作業時間等） 

・保守作業の一覧（作業内容、担当者、発生日、完了日等） 

・作業実績状況を踏まえた改善提案 等 

2.  サービスレベルの達成状況 ・サービスレベルの達成状況 

・未達成が発生した際は、原因分析の結果報告及び改善案 

3.  情報システムの定期点検状況 ・定期点検の実施有無 

・ハードウェア製品、ソフトウェア製品等の異常有無 等 

4.  リスク・課題の把握・対応状況 ・リスク・課題の一覧 

・リスク・課題の発生理由、対応状況 等 

5.  問題・インシデントの把握・対応状況 ・発生した問題・インシデントの一覧 

・問題・インシデントの発生理由、対応状況 等 

 

4.4 リスク管理要領 

4.4.1 目的 

リスク管理では、保守で掲げている目標達成等に悪影響を与える可能性のあるリスクが顕在化した際の手

戻り等を最小化することを目的とする。 

4.4.2 基本方針 

「保守計画書」に基づいて、リスクの認識手法や管理手法、顕在時の対応手順等の整備を実施する。 

4.4.3 リスク管理方法 

リスク管理方法は、「2.4.3 リスク管理方法」を参考にし、IT サービス管理（保守等業務）におけるリスク管理

を実施すること。 
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4.5 課題管理要領 

4.5.1 目的 

課題管理では、保守業務を遂行する上で発生した課題に対して、迅速かつ適切に対応することを目的と

する。 

また、その対応結果を共有することで、課題・問題の早期解決・再発防止に役立てることである。 

4.5.2 基本方針 

「保守計画書」に基づいて、保守業務の課題・問題を管理し、課題解決に向けた対応を行う。 

4.5.3 課題管理方法 

課題管理方法は、「2.8.3 課題・問題管理方法」を参考にし、IT サービス管理（保守等業務）における課題

管理を実施すること。 

4.6 システム構成管理要領 

4.6.1 目的 

システム構成管理では、情報システムを構成する資産の情報を常に最新状態に維持することを目的とす

る。 

4.6.2 基本方針 

情報システムを構成するシステム資産(ハードウェア製品、ソフトウェア製品、ネットワーク)から、管理対象と

するものを抽出し、情報システム台帳にて管理する。 

4.6.3 システム構成管理方法 

システム構成管理方法は、「2.9.3 システム構成管理方法」を参考にし、IT サービス管理（保守等業務）に

おけるシステム構成管理を実施すること。 

4.7 変更管理要領 

4.7.1 目的 

変更管理では、保守業務で発生した変更事項を確実に記録し、管理することを目的とする。 

4.7.2 基本方針 

変更管理では、本システムに関する成果物(設計書、マニュアル等)を対象とする。 

納品した成果物を初版とし、その時点から変更管理を実施する。 

4.7.3 変更管理方法 

変更管理方法は、「2.10.3 変更管理の方法」を参考にし、IT サービス管理（保守等業務）における変更管

理を実施すること。 

4.8 情報セキュリティ対策要領 

4.8.1 目的 
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保守業務における情報セキュリティ対策を策定し、適切なセキュリティ対策を実施されることを目的とする。 

4.8.2 基本方針 

本標準及び「2.5.4 セキュリティ管理に係るポリシー等」に示す基準を遵守し、情報セキュリティ管理を実施

すること。 

4.8.3 情報セキュリティ管理方法 

(1) 情報セキュリティ管理方針 

要件定義の情報セキュリティに関する事項及び調達仕様書における情報セキュリティに係る内容に基づ

き、情報セキュリティを確保すること。 

① 管理項目の手順化 

各管理項目における具体的な手順等は、作業手順書として別途作成すること。 

② 情報セキュリティ対策の実施状況の管理 

情報セキュリティ対策の実施状況は台帳等で適切に管理すること。 

特に脆弱性改善のためのソフトウェア更新の間隔等、定量的に記載できるものは定量的に記載すること。 
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第5章 改訂手順 

当標準の改訂が必要な場合は、機構が改定案を策定し、機構が承認する。 

 



 

【別添２】 

 

資料閲覧申請書 兼 秘密保持誓約書 

 

令和   年   月   日    

 

日本年金機構 理事長代理人 

システム企画部長 山本 晃司 様  

 

住 所                

商 号 又 は 名 称                

代 表 者 名           ㊞    

 

 

 

 

調達件名「日本年金機構プリンタ設備等の更改に伴う拠点展開統括業務」に関し、以下のとおり資料を閲覧

させて頂きたく申請書を提出致します。 

また、閲覧にて知り得た情報は、本件以外の目的に使用すること並びに第三者に開示及び漏洩をしないこと

を誓約します。 

 

 

■閲覧者 

項番 氏 名 ふりがな ℡ 

１    

２    

3    

4    

5    

 

なお、資料閲覧の実施にあたり、下記のとおり誓約します。 

 

記 

 

1. 閲覧において知り得た各種情報について、当該入札の目的以外での使用は致しません。 

2. 閲覧において知り得た各種情報について、第三者に漏洩等いたしません。 

3. 本件に関して日本年金機構または第三者に損害を与えた場合は、直ちに対策を講じ、これに対応を実施

します。なお、当該対応に要する全ての費用について負担します。 

 



 

【別添 3】                                        

令和  年  月  日 

日本年金機構 理事長代理人 
システム企画部長  山本 晃司 様 

所   在   地 
法人名又は商号 
氏     名              印 

 

守秘義務に関する誓約書 
 

弊社は日本年金機構の下記の委託業務（以下「本業務」という。）に従事するにあたり、下記の秘

密保持に関する事項を遵守することを誓約いたします。 
また、本業務の全従事者について、下記の事項内容を周知しており、内容を理解し、遵守すること

を証明いたします。 
 

対象業務：（日本年金機構プリンタ設備等の更改に伴う拠点展開統括業務）に関する業務 
契約期間：令和 9 年 3 月 22 日～令和 10 年 4 月 30 日 
 

記 
 
１．本業務に従事中、本業務を通じて知り得た一切の情報（以下「秘密情報」という。）について、

第三者に開示、漏えい、目的外利用、又は自ら不正に使用しないこと。 
  ※第三者：役員等を含む情報取扱者以外の者並びに親会社・地域統括会社等を含む受託事業者

以外の者（機構が承認した場合を除く） 
 
２．本業務が終了した後においても、前項の秘密情報を第三者に開示、漏えいし、又は自ら不正に

使用しないこと。 
 
３．上記各誓約事項に違反して日本年金機構に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負

うこと。 
 
４．本業務の実施にあたり、日本年金機構法（平成１９年法律第１０９号）、個人情報の保護に関

する法律（平成１５年法律第５７号）及び個人情報関係諸法令を順守すること。 
以上 

（参考）日本年金機構法（平成１９年法律第１０９号）より抜粋 
・守秘義務（第３１条第２項）：受託者等（委託を受けた者（その者が法人である場合にあっては、その役員）

若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者）は当該業務に関して知り得た秘密を漏らし

てはならない。 
・罰則規定（第３１条第３項）：受託者等にも、機構役職員に対する刑法その他の罰則の適用を準用する。 
・罰則（第５７条）：秘密を漏らした者は、１年以下の拘禁刑又は１００万円以下の罰金 
 

※契約書第 14 条第 3 項にて求めている「業務委託員と守秘義務契約を締結した旨の報告書及び守秘義務契約書の写し」については、当該様式及び後日提出

する管理体制図等の情報を提出したことをもって、当該要件を確認できたとみなすため、必要な資料を提出すること。 



 

 
 

令和  年  月  日 

 

日本年金機構 理事長代理人 
 システム企画部長 山本 晃司 様 

 

所  在  地 
法人名又は商号 
氏     名              印 

 

個人情報等の返却・廃棄等に関する報告書 
 

日本年金機構プリンタ設備等の更改に伴う拠点展開統括業務が終了しましたので、

当該委託業務における個人情報等の返却、廃棄等に関する実施結果について報告しま

す。なお、各項目の証跡は別添のとおりです。 
① 返却について 
（※いずれかの□に✔してください。） 
 □ 当該委託業務において、日本年金機構より貸与された個人情報等が記録され

た紙媒体、外部電磁的記録媒体は全て返却いたしました。 
（個人情報等が記録された紙媒体、外部電磁的記録媒体を保管していた場所（保管庫等）の状況が分

かるもの（例：返却後の写真等）を添付してください。） 

 □ 当該業務委託において、日本年金機構より個人情報等が記録された紙媒体、

外部電磁的記録媒体は貸与されていません。 
 

② 消去・廃棄、又は移送について 
（※いずれかの□に✔してください。） 

   □ 当該委託業務において、個人情報等を作成・受け取り・複写複製（電子計算組

織に格納した情報等含む。）したもの、その他汚損、毀損した個人情報等につい

ては、その全てを復元又は判読等が不可能な方法により完全消去、廃棄等の作

業を実施しました。 
どのように完全消去・廃棄等を実施したか、電子データ、紙媒体それぞれ具体的に記載してください。 

（消去の場合においては、復元又は判読等が不可能となる方法（例：データ消去ソフト名、データ消

去方式等。 ※自社開発プログラムの場合は、具体的なデータ消去方法等も明記のこと。）を必ず記

載してください。また、消去した際のログが分かるものを添付してください。） 
 
 

   □ 当該委託業務において、個人情報等を作成・受け取り・複写複製したもの、そ

の他汚損、毀損した個人情報等については、その全てを移送しました。 
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令和  年  月  日 

   日本年金機構 
システム企画部長 山本 晃司 様 

住     所 
法人名又は商号 
氏     名              印 

 
法令及び契約内容の遵守状況に関する報告書 

 
   日本年金機構プリンタ設備等の更改に伴う拠点展開統括業務の実施にあたり、法令

及び契約内容の遵守状況の点検結果について報告します。 
１．当該委託業務の実施にあたり、契約書のほか、契約書に付属する仕様書及び委託する

業務の実施方法等について記載された文書（以下「仕様書等」という。）に従い関係諸法

令を守り、自ら業務処理計画を立案し、当該業務に従事する者（以下「業務委託員」と

いう。）を適正に配置していますか。 
点検結果：□ 適  □ 不適（※該当する□に✔してください。以下同じ。） 

 
２．当該委託業務の実施にあたり、業務委託員への指導監督と教育指導を行い、業務趣旨

に従い誠実かつ善良なる管理者の注意をもって、処理を行っていますか。 
点検結果：□ 適  □ 不適 

 
３．当該委託業務の実施にあたり、業務委託員に対する雇用者又は使用者として、労働関

係法令、社会保険諸法令その他業務委託員に対する法令上の責任を全て負い、責任を持

って管理していますか。 
点検結果：□ 適  □ 不適 

 
４．当該委託業務の実施にあたり、仕様書等において日本年金機構より使用を認められて

いる機器等（機器等の消耗品を含む。以下同じ。）の管理・取扱いは適切に行われていま

すか。また、使用が認められていない機器等の取扱いを行っている事実はありませんか。 
点検結果：□ 適  □ 不適 
 

５．当該委託業務の実施にあたり、業務委託員に対し、日本年金機構法、個人情報の保護

に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律が適用する旨の教育研修を実施しましたか。 
点検結果：□ 適  □ 不適 
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令和  年  月  日 

日本年金機構 理事長代理人 
 システム企画部長 山本 晃司 様        
 

所   在   地 
法人名又は商号 
氏     名              印 

 

再委託等に関する申告書 
 

弊社は日本年金機構の下記の委託業務の再委託及び再々委託（以下、「再委託等」という。）を受託

するにあたり、下記の事項に相違ないことを申告いたします。また、虚偽の申告が発覚した場合、再

委託の解除もあり得ることを承知しております。 
 
 
 対象業務：日本年金機構プリンタ設備等の更改に伴う拠点展開統括業務に関する再委託等業務 
 再委託等期間：令和●年●月●日～令和▲年▲月▲日 
 

記 
 
１．経営状況に問題はありません。 
 
２．上記の調達案件の利害関係者は在籍しておりません。  
 
３．直近 24 か月の社会保険料等の滞納はありません。  
 
４．重大な法令違反その他社会的信用を損ねる行為の事実はありません。 
 
５．反社会的勢力との関係はありません。 

 
 

以上 
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※再委託先、再々委託先が作成する書類 



令和  年  月  日 

日本年金機構 理事長代理人 

システム企画部長 山本 晃司 様 

 

所 在 地 

法人名又は商号 

                  代 表 者 名                     ㊞ 

 

 

再委託等に係る承認申請書 

 

 標記について、下記のとおり申請します。 

 なお、第三者に請け負わせる業務を含む一切の業務責任は弊社にあること、また再委託先等に

対しては、本契約にて弊社に課せられている守秘義務等と同等以上の条件（本契約終了後の秘密

保持を含む。）を遵守させるほか、日本年金機構が必要に応じ再委託先等に対して調査等を実施

する場合には、これに応じさせることを誓約いたします。 

 

記 

 

１．対象案件名：日本年金機構プリンタ設備等の更改に伴う拠点展開統括業務 

            

２．委託する相手方の商号又は名称及び住所： 

 １）商号又は名称：△△株式会社 ○○オフィス ※担当部署を明示する。 

 

 ２）住所： 

   ××××××  ××××××  ×××××× 

 

３．委託する期間及び相手方の業務の範囲： 

 再委託等の委託期間：令和○年○月○日～令和○年○月○日 

「日本年金機構プリンタ設備等の更改に伴う現場統括業務（令和９年１月～令和１０年４月）」

一式「契約書」（以下「本契約」という。）のうち、○○○に関する○○○の一部について、

弊社が実施する○○○に係る実作業を委託するもの（総合的な企画及び判断並びに業務遂行管

理部分を除く）。 

 ※ 受託者や他の再委託先等との作業の境界を具体的に明示する。 

  （対応工程） 

   ×××××× 

 

４．委託を行う合理的理由： 

 ○○○に関する○○○機能が○○○（作業量が膨大等）であることから、作業の一部を委託す

るものであり、上記の再委託等は、○○○（弊社との協業プロジェクトにおけるアプリケーショ

ンの開発実績を多数有している 等）である。 

 また、○○○（同様のアプリケーションに携わった経験等）があることから、本件の履行を効

率的かつ安全に実施することが見込めるため、当該業務を委託するものである。なお、委託した

業務に伴う再委託先等の行為（本業務に関する更なる再々委託以降の行為を含む。）について、

弊社は日本年金機構に対して全ての責任を負う。 

 

５．委託する相手方が、委託される業務を履行する能力： 
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 当該再委託先等は、○○○（弊社との協業プロジェクトにおけるアプリケーションの開発実績

を多数有しており、また、同様のアプリケーション（○○○）に精通している等）であることか

ら、品質の高い業務遂行が期待できる。 

 なお、当該再委託先等は、過去３年において、公的年金におけるシステム開発の受託業務で機

密情報の漏えいや紛失は生じておらず、成果物やプロジェクト管理等においても特段の問題は

生じていないことを弊社で確認している。 

 

６．契約金額：000,000,000円（税込） 

 

７．その他必要と認められる事項： 

（１）委託業務の実施場所： 

     ××××××  ××××××  ×××××× 

 

（２）委託先の役員の状況： 

役職 氏名 就任年月日 任期 国籍 

     

     

 

（３）委託先の資本金の出資者別比率 

    受託者           00％（国籍） 

    自社（再委託先等）     00％（国籍） 

    上記以外（○○株式会社）  00％（国籍） 

    ※個人出資等、例外的な場合の記載については、個別に協議（外国からの出資状況の確

認が必須）。 

 

（４）委託先の責任者 

 氏名 所属部署 役職 
専門性 

（経験・資格等） 
実績 国籍 

統括管理補助者       

情報セキュリティ 

管理補助者 

      

○○チームリーダー       

※再委託先等の従事者が受託者と同じ開発環境で開発作業をしている等により、受託者のセキ

ュリティ責任者が再委託先等の責任者等を兼ねる場合は、その旨を提示する。 

 

（５）委託先が請け負う業務の関係者である従業員の国籍の状況 

  （国籍：    ）   人／総数    人 

  （国籍：    ）   人／総数    人 

   ※国籍が不明・非開示等の場合は、国籍欄にその旨を記載する。 

 

（６）ガバナンスの確立 

 １）弊社と当該再委託先等は、○○○○○（系列会社であるため、同一の品質管理手順が適合

されている等 により、一貫したシステム開発体制が確保できるほか、上記（１）の委託業

務の実施場所には、弊社の統括責任者を補助する統括管理補助者を設置し、ガバナンスの確

立に努める。 

   実施体制図については、別添のとおり。 

 



 ２）本契約により新たに作成される成果物の著作権等の取扱い（知的財産権の帰属、著作者人

格権の不行使）や必要に応じて発注者が再委託先等に対して調査等を行えることを、当該再

委託先等に請け負わせる上記３の業務の契約書に明示する。 

 

（７）情報セキュリティの確保 

 １）当該再委託先等には、弊社と同様に、日本年金機構情報セキュリティポリシー等に従って、

情報セキュリティ管理計画書のとおり、最新の情報セキュリティ対策を踏まえた取組を実

施させる。 

 

 ２）上記（１）の委託業務の実施場所には、弊社の情報セキュリティ管理者を補助する情報セ

キュリティ管理補助者を設置し、上記３の業務に関して意図せざる変更が加えられないた

めの管理体制の確保等、情報セキュリティの確保に努める。なお、日本年金機構から提供す

る情報は、契約した業務に従事する者のみが、担当する業務に必要な情報に限定して利用可

能とする。 

 

 ３）当該再委託先等が請け負う業務の関係者である従業員からは、上記３の業務に求められる

情報セキュリティを理解していることを確認済である。 

 

（８）再々委託先等の情報： 

  別紙のとおり（上記と同様の情報を添付する）。 

 

（９）その他 

受託者は、本件に関して、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）、労働者災害補償保険（昭

和 22年法律第 50号）、職業安定法（昭和 22年法律第 141号）、労働安全衛生法（昭和 47年法

律第 57号）、下請代金支払遅延等防止法（昭和 31年法律第 120号）、社会保険諸法令その他業

務委託員に対する法令を遵守しており、その責任を全て負う。 

 



 

  
                                             令和  年  月  日 

 

日本年金機構本部 理事長代理人 

システム企画部長  山本 晃司  様 

   

                                                    所  在  地 

                                                    法人名又は商号 
                                                    代 表 者 名                               ㊞ 

 

 

受 託 証 明 書 
 
 

 下記の対象案件の業務のうち、              業務については、              

        から要請がありましたので、必要な業務について、              との契約に

基づき、責任をもって行うことを証明致します。 

 また、本契約の履行において知り得た秘密を、他に漏らしたり又は目的外に使用しないこと（本

契約終了後においても同様）、及び日本年金機構が必要に応じ弊社に対して調査等を実施する

場合はこれに応じることを誓約いたします。 

 

 

記 

 

 

   （対象案件名）   日本年金機構プリンタ設備等の更改に伴う拠点展開統括業務 

 

 

  （受託内容等）                                               

 

 

 

  （履行場所住所及び名称）  
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	(3) 受託者は､本業務で知り得た情報を適切に管理するため､次に掲げる体制を確保し､当該体制を確保していることを証明するため､担当部署に対し｢情報取扱者名簿｣(当該業務に従事する者のうち､保護を要する情報を取り扱う可能性のある者の名簿をいう｡業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む｡)､｢情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図､情報管理に関する社内規則等)｣(業務の一部を再委託する場合は再委託先も含む｡)及び｢業務従事者名簿｣(当該業務に従事する者の名簿をいう｡)を提出...
	(4) 確保すべき体制
	① 情報取扱者は､本業務の遂行のために必要最低限な範囲の者とすること｡
	② 受託者が本業務で知り得た情報について､担当部署が承認した場合を除き､受託者の役員等を含め､情報取扱者名簿に記載のある者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること｡
	③ 受託者が本業務で知り得た情報について､担当部署が承認した場合を除き､受託者の親会社､地域統括会社､ブランド･ライセンサー､フランチャイザー､コンサルタントその他の受託者に対して指導､監督､業務支援､助言､監査等を行う者を含め､受託者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること｡
	④ 機構は、受託者の管理体制等に不備があり、案件の遂行に支障があると認められる場合、受託事業者の体制について変更を要求することができる。受託者は、機構の要求を受けて体制の見直しを含む改善策を検討し、早急に機構に報告すること。
	⑤ 受託者は、拠点展開後に機構の業務が円滑に実施できるよう、必要な関連事業者との調整を主体的に実施し、必要に応じて機構への意見具申を行うこと。 また、関連事業者との意思疎通を図るための窓口を設定するなど、関連事業者間の意思疎通が円滑に行われるよう対策をすること。

	(5) 受託者は､(4)の｢情報取扱者名簿｣､｢情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図､情報管理に関する社内規定等)｣及び｢業務従事者名簿｣に変更がある場合は､あらかじめ担当部署に申請を行い､承認を得なければならないこと｡
	(6) 受託者は､本業務で知り得た情報について､担当部署が承認した場合を除き､受託者の役員等を含め､情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと｡受託者は､本業務で知り得た情報について､担当部署が承認した場合を除き､受託者の親会社､地域統括会社､ブランド･ライセンサー､フランチャイザー､コンサルタントその他の受託者に対して指導､監督､業務支援､助言､監査等を行う者を含め､受託者以外の者に伝達又は漏えいしてはならないこと｡
	(7) 本業務の実施に当たっては､進捗や作業内容を共有するため､定例会議を毎月1回以上開催するものとする｡
	(8) (1)～(3)で求める内容や体制(情報セキュリティ管理体制を含む)等に変更等がある場合は､直ちに機構へ連絡し指示を受けるとともに､定例会議等でその内容を報告すること｡
	(9) 本業務の｢プロジェクト実施計画書｣を作成し､機構に提出すること｡提出後､｢プロジェクト実施計画書｣に変更が生じた場合には､速やかに変更後の｢プロジェクト実施計画書｣を提出すること｡

	5.3 作業要員に求める資格等の要件
	5.3.1 プロジェクト管理グループ
	(1) プロジェクト管理グループに、以下の要員を配置すること。
	① プロジェクト統括責任者
	② プロジェクト管理者

	(2) プロジェクト統括責任者
	① 本調達と同等規模の拠点に対する機器設置・設置業務全体を統括し、必要な意思決定を行う責任者を務めた経験を有すること。

	(3) プロジェクト管理者
	① 本調達と同等規模の拠点に対する機器設置・設置業務全体の管理者として、「委託元への報告、各種調整作業を行う管理者としての経験を有すること。

	(4) その他の事項
	① プロジェクト管理者は、原則として全ての進捗会議に出席することを義務づけるものとする。
	② 作業品質の確保のため、プロジェクト統括責任者及びプロジェクト管理者は、プロジェクト終了まで継続して従事すること。万一交代する場合は、同等以上の資格及び経験等を有する人物が担当するものとし、事前に機構の承認を得ること。


	5.3.2 情報セキュリティ管理グループ
	(1) 情報セキュリティ管理グループには、情報セキュリティ管理責任者を配置すること。
	(2) 情報セキュリティ管理責任者
	① 独立的な立場から、情報セキュリティの遵守状況を管理するため、他の管理又は作業グループの管理者又は要員でないこと。
	② 以下に掲げるいずれかの資格等を有すること。
	(i) 「情報処理の促進に関する法律」に基づき実施される情報処理技術者試験の情報セキュリティスペシャリスト試験(テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験かつ情報セキュリティアドミニストレータ試験を含む)の合格者
	(ii) 「情報処理の促進に関する法律」に基づき実施される情報処理技術者試験の情報処理安全確保支援士試験の合格者
	(iii) 「情報処理の促進に関する法律」に基づき実施される情報処理技術者試験のシステム監査技術者試験の合格者
	(iv) (ISC)2が認定する情報セキュリティプロフェッショナル認定資格「CISSP」の資格保有者
	(v) 情報システムコントロール協会(ISACA)が認定する、公認情報セキュリティマネージャ(CISM)又は公認情報システム監査人(CISA)の資格保有者
	(vi) 日本セキュリティ監査協会（JASA）が認定する、公認情報セキュリティ監査人（CAIS）の資格保有者



	5.3.3 品質管理グループ
	(1) 品質管理グループには、品質管理責任者を配置すること。
	(2) 品質管理責任者

	5.3.4 拠点展開作業グループ
	(1) 拠点展開作業を適正に実施できるよう、以下の要員を配置すること。
	① 拠点展開作業グループ責任者
	② 拠点展開作業グループ要員

	(2) 拠点展開作業グループ責任者
	(3) 拠点展開作業グループ要員

	5.3.5 各作業グループ
	(1) 各作業を適正に運用できるよう、体制全体を適宜作業グループに分割するとともに、それぞれのグループに以下の要員を配置すること。
	① 作業グループ責任者
	② 作業グループ要員

	(2) 作業グループ責任者
	(3) 作業グループ要員


	5.4 作業場所
	(1) 各種業務の作業場所並びに作業にあたり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受託者の責任において用意すること。機構の什器や設備を利用する場合は、事前に機構の了承を得ること。
	(2) 機構で作業を実施するにあたって、所定の手続に従って承認を得ること。
	(3) 受託者側組織内で作業を行う場合、作業実施場所は、ICカード等電磁的管理による入退室管理がなされていること。

	5.5 作業の管理に関する要領
	5.5.1 機器導入事業者の統括役務
	(1) 基本事項
	(2) プロジェクト実施計画の策定及び完了報告
	① プロジェクト実施計画の策定
	(i) プロジェクト実施計画書
	(ii) WBS(事前)

	② プロジェクト完了報告の実施

	(3) プロジェクト管理業務



	第6章 作業の実施に当たっての遵守事項
	6.1 機密保持、情報・資料の取扱い
	(1) 受託者は、受託業務の実施の過程で機構が提供した情報(公知の情報を除く。以下同じ。)、他の受託者が提示及び作成した情報・資料を、本受託業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。
	(2) 受託者は､本受託業務を実施するに当たり､機構が提供した情報･資料については管理台帳等により適切に管理し､かつ､以下の事項に従うこと｡
	① 複製はしないこと。
	② 受託者組織内に移送する際は､暗号化や施錠等適切な方法により､情報セキュリティを確保すること｡また､機構との調整等に必要な場合及び返却時以外は原則として､受託者組織外に持ち出さないこと｡


	6.2 作業管理
	(1) 受託者は、機構が承認したプロジェクト実施計画書に基づき、統括業務のコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理を行うこと。
	(2) 受託者は作業の進捗状況等を報告するため､機構の担当職員と会議を定期的に行うこと｡また､当該会議の開催をプロジェクト実施計画書に記載すること｡
	(3) 当該会議の開催の都度､原則3営業日以内に議事録を作成し､関係者に内容の確認を行った上で､機構の担当職員の承認を得ること｡
	(4) 情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は､担当部署にその問題の内容について報告すること｡
	① 個人情報等の重要な情報が記載された情報･資料に関しては､原則として社外に持ち出さないこと｡
	② 受託者組織内で作業を行う場合には､作業を行う施設は､ICカード等電磁的管理による入退館管理がなされていること｡
	③ 作業を行う施設内の作業実施場所は､ICカード等電磁的管理による入退室管理がなされていること｡
	④ 電磁的に情報･資料を保管する場合には､当該業務に係る体制以外の者がアクセスできないようアクセス制限を行うこと｡また､アクセスログにより不審なアクセスがないかの確認を行うこと｡
	⑤ 情報･資料を保管する端末やサーバ装置等は､受託者の情報セキュリティポリシー等により､サイバー攻撃に備え､ウイルス対策ソフト､脆弱性対策及び検知･監視等の技術的対策が講じられ､適切に管理･運用される必要があるため､政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準や日本年金機構情報セキュリティポリシーに準拠し､管理等することとし､準拠した対応ができない場合は､代替のリスク軽減策を講じ､機構の承認を得ること｡
	⑥ 用務に必要がなくなり次第､速やかに機構に返却すること｡
	⑦ 受託業務完了後､機構が提供した情報･資料を削除又は返却し､受託者において該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類を機構へ提出すること｡

	(5) 機密保持及び情報・資料の取扱いについて、適切な措置が講じられていることを確認するため、機構が遵守状況の報告や実地調査を求めた場合には応じること。
	(6) 受託業務の実施に当たり、契約締結後速やかに、別添3「守秘義務に関する誓約書」を機構に提出すること。様式については機構から提供を受けること｡

	6.3 遵守する法令等
	(1) 「日本年金機構情報セキュリティポリシー」及び「情報セキュリティ対策実施手順書群」の最新版を遵守すること。
	(2) 受託業務の実施において､現行情報システムの設計書等を参照する必要がある場合は､作業方法等について機構の指示に従い､秘密保持契約を締結する等した上で､作業すること｡作業場所は､機構内とすること｡
	(3) 受託者は、受託業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、個人情報の保護に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。
	(4) 「日本年金機構情報セキュリティポリシー」及び「情報セキュリティ対策実施手順書群」の改正が行われた場合は、改正点に関する影響調査及び対処方法の検討を行い、対応についての協議に応じること。
	(5) 履行開始後すみやかに、別添5「法令及び契約内容の遵守状況に関する報告書」を提出すること。

	6.4 情報セキュリティ管理
	(1) 機構から提供する情報の目的外利用を禁止すること。
	(2) 本業務の実施に当たり､受託者又はその従業員､本業務の役務の内容の一部を再委託する先､若しくはその他の者による意図せざる不正な変更が加えられないための管理体制が整備されていること｡
	(3) 受託者の資本関係･役員等の情報､本業務の実施場所､本業務従事者の所属･専門性(情報セキュリティに係る資格･研修実績等)･実績及び国籍に関する情報提供を行うこと｡
	(4) 情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること｡
	(5) 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し､機構へ報告すること｡
	(6) 情報セキュリティ対策の履行が不十分であると機構が判断した場合は､速やかに改善策を書面にて提出し､機構の承認を受けた上で実施すること｡
	(7) 機構が求めた場合に､速やかに情報セキュリティ監査を受入れること｡
	(8) 本調達の役務内容を一部再委託する場合は､再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように､｢情報セキュリティ管理計画書｣に記載された措置の実施を担保すること｡
	(9) 機構から要保護情報を受領する場合は､情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと｡
	(10) 機構から受領した要保護情報が不要となった場合は､これを確実に返却､又は抹消し､書面にて報告すること｡
	(11) 本業務において､情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合は､速やかに機構に報告すること｡
	(12) 本業務に従事する受託者、再委託業者、再々委託業者の情報について､情報セキュリティ管理計画書の一部として､機器等リストにより､提案書の提出期限の15営業日前までに提出すること｡提出された機器等リストについて､機構がサプライチェーンに係る懸念が払拭されないと判断した場合には､当該リスクに対応するため､代替品又はリスク低減対策の提出を求めることがあるので留意すること｡なお､機器等リストの機器等を変更する場合には､事前に機構に申請し､承認を得ること｡
	(13) 機構へ提示する電子ファイルは事前にウイルスチェック等を行い、悪意のあるソフトウェア等が混入していないことを確認すること。

	6.5 監査
	6.5.1 監査に関する事項
	(1) 受託者は､機構から立入監査の実施を求められた場合は､予告･無予告に関わらずこれに協力すること｡立入監査は履行前､履行中､履行後にそれぞれ行うことがある｡
	(2) 受託者は､機構が要求した監査項目を準拠できていることが確認できる書類を可能な限り機構へ提出すること｡
	(3) 前項において､受託者の社内規程等のため､書類の提出ができない場合においても､機構が当該書類の閲覧を求めた場合はこれに応じること｡
	(4) 再委託先並びに再委託先から更に業務を委託する第三者においても(1)～(3)が適用される｡
	(5) 機構が受託者の再委託先等への立入監査を求めた場合､受託者は再委託先等に協力させること｡

	6.5.2 情報セキュリティ監査
	(1) 本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために､機構が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は､機構がその実施内容(監査内容､対象範囲､実施者等)を定めて､情報セキュリティ監査を行う(機構が選定した事業者による外部監査を含む)｡
	(2) 受託者は､機構から監査等の求めがあった場合に､速やかに情報セキュリティ監査を受け入れる部門､場所､時期､条件等を｢情報セキュリティ監査対応計画書｣等により提示し､監査を受け入れること｡
	(3) 受託者は自ら実施した外部監査についても機構へ報告すること｡
	(4) 情報セキュリティ監査の実施については､これらに記載した内容を上回る措置を講ずることを妨げるものではない｡
	(5) 業務履行後において当該業務に関する情報漏えい等が発生した場合であっても､監査を受け入れること｡


	6.6 履行完了後の資料の取扱い
	6.7 通報窓口の周知
	(1) 機構では､契約の適正な履行の確保を目的として､受託者に契約違反がある場合に､受託者の社員等からの通報を受け付けることができるよう専用窓口を設置します｡
	(2) 今般､貴社との契約を締結したので､当該契約について､今後､不適正な業務の実施が確認された場合又は疑われる場合は､次の専用窓口までご連絡する｡
	① ホームページの場合
	② 郵送の場合


	6.8 既存システムへの影響

	第7章 成果物の取扱いに関する事項
	7.1 知的財産権の帰属
	(1) 調達に係り作成・変更・更新されるドキュメント類及びプログラムの著作権(著作権法第21条から第28条までに定める全ての権利を含む。)は、受託者が調達の情報システム開発の従前から権利を保有していた等の明確な理由により、あらかじめ知的財産権の帰属に係る表明書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、機構が所有する現有資産を移行等して発生した権利を含めて全て機構に帰属するものとすること。
	(2) 本件に係り発生した権利については、受託者は著作者人格権を行使しないものとすること。
	(3) 調達に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であっても、受託者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとすること。
	(4) 調達に係り作成・変更・修正されるドキュメント類及びプログラム等に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合、受託者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用負担や使用許諾契約等に係る一切の手続を行うこと。
	(5) 調達に係り第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争の原因が専ら機構の責めに帰す場合を除き、受託者の責任、負担において一切を処理すること。

	7.2 検査
	(1) 成果物を、「4.2.1(1)成果物」に示す納品期限に、「4.2.4納品場所」で指定する場所に納品すること。
	(2) 提案書の記載内容について保証すること。
	(3) 「4.2.1(1)成果物」に記載された以外にも、必要に応じて成果物の提出を求める場合があるので、作成資料は常に管理し、最新状態に保っておくこと。


	第8章 入札参加資格に関する事項
	8.1 入札参加要件
	8.1.1 公的な資格や認証等の取得
	(1) プライバシーマーク付与認定、ISO/IEC27001 認証(国際規格)、JIS Q 27001 認証(日本産業規格)のうち、いずれかを取得していること。

	8.1.2 受託実績
	8.1.3 履行可能性審査に関する要件
	(1) 本調達仕様書「6.4情報セキュリティ管理」に基づいて作成した「情報セキュリティ管理計画書(案)」を作成し提出すること。
	(2) 「5.3作業要員に求める資格等の要件」に示す、作業要員の実績、経験年数及び本調達のプロジェクトに参画することを証明する体制図等を記載すること。


	8.2 入札制限
	(1) 「厚生労働省全体管理組織（PMO）の支援【調達支援等】一式」（本調達の契約日の属する年度の前々年度以降）の受託者
	(2) 「日本年金機構におけるシステム支援等業務」（本調達の契約日の属する年度の前々年度以降）の受託者
	(3) 「社会保険オンラインシステム監査に係る外部委託」（本調達の契約日の属する年度の前々年度以降）の受託者
	(4) 「日本年金機構における情報セキュリティ監査に係る支援業務」（本調達の契約日の属する年度の前々年度以降）の受託者
	(5) 「日本年金機構における最高情報セキュリティアドバイザー及び情報セキュリティ対策支援等業務」（本調達の契約日の属する年度の前々年度以降）の受託者


	第9章 再委託に関する事項
	9.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件
	(1) 受託者は､受託業務の全部又は受託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分(主体的部分)を第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう｡)を含む｡)に再委託することはできない｡

	9.2 承認手続

	第10章 その他特記事項
	10.1 前提条件及び制約条件
	10.1.1 提案内容の変更
	10.1.2 仕様書等の明確化等
	(1) 業務の処理方法等、別途委託要領に定めがある場合は同要領によることとする。
	(2) 仕様書等では業務の処理方法が一義に定まらない事項があることを把握した時、又は仕様書等には定めがないが判断を要する事項がある時には、機構と受託者は協議の上、仕様書等の不明瞭な点を明確にするための書面を速やかに取り交わすこととする。
	(3) 前項の書面の取り交わしが完了するまでの間の対応方法については、機構と受託者が協議の上決定することとする。

	10.1.3 情報セキュリティに関する第三者評価の認証を証明できる書類の提出
	10.1.4 受託者の能力を生かした自由な提案

	10.2 環境への配慮
	(1) 調達に係る納品物については、参考資料5「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」第6条に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定める判断の基準を満たすこと｡

	10.3 その他
	(1) 厚生労働省全体管理組織(PMO)が担当部署に対して指導、助言等を行った場合には、受託者もその方針に従うこと。
	(2) 受託者は、デジタル･ガバメント推進に係る政府の各種施策・方針等(今後出されるものを含む。)に従うこと。
	(3) 厚生労働省全体管理組織(PMO)が担当部署に対して指導･助言等を行った場合や工程管理支援事業者が担当部署に対して助言等を行った場合には､受託者もその方針に従うこと｡


	第11章 附属文書
	11.1 要件定義書
	11.2 開発管理標準・開発標準
	11.3 参考資料
	参考資料1 「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」
	参考資料2 「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」
	参考資料3 「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン」
	参考資料4 「IT 製品の調達におけるセキュリティ要件リスト」
	参考資料5 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」
	参考資料6 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」
	参考資料7 「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル」
	参考資料8 「高度サイバー攻撃対処のためのリスク評価等のガイドライン」
	参考資料9 「電子政府推奨暗号リスト」
	参考資料10 「ITスキル標準V3 2011」
	参考資料11 「ITSSのキャリアフレームワークと認定試験・資格の関係」
	参考資料12 「政府情報システムにおけるサポート終了等技術への対応に関する技術レポート」
	参考資料13 「政府情報システムにおけるセキュリティ・バイ・デザインガイドライン」

	11.4 応札希望者が閲覧できる資料一覧表
	① 業務委託及び機器等の購入における情報セキュリティ対策実施手順書
	② 日本年金機構セキュリティパッチ適用基準書
	③ 脆弱性対策計画（セキュリティパッチ適用）の実施手順書
	④ 成果物指定フォーマット
	⑤ 提案書作成要領

	11.5 閲覧要領
	(1) 閲覧条件
	① 閲覧する者は、「8.2入札制限」に該当せず、「8.1入札参加要件」を満たしており、当該入札に参加する予定の者、又は予定の法人に勤務する者とする。

	(2) 閲覧場所
	(3) 閲覧日時
	(4) 閲覧手順
	① 閲覧希望日の3営業日前までに希望日時を申請窓口に連絡する。希望日が複数社で重複した場合は、機構において調整を行うのでその指示に従うこと。
	② 指定された日時に閲覧場所で、「資料閲覧申請書兼秘密保持誓約書」の確認及び、閲覧者の本人確認を行う。「資料閲覧申請書兼秘密保持誓約書」については、閲覧期間中に一度提出すれば閲覧日ごとに提出する必要はない。
	③ 閲覧者の本人確認は、社員証等、入札予定法人等の社員であることが確認できるもので行う。
	④ 閲覧には機構の職員が立ち会うので、閲覧者はその指示等に従うこと。
	⑤ 閲覧場所にはカメラ等の撮影機器及びパソコン等の記録媒体は持ち込めない。
	⑥ 閲覧資料の内容についての質問の受付期限は提案書作成要領に示す日までとし、提案書作成要領に示す日までに回答する。


	11.6 契約締結後に開示する資料
	① 日本年金機構情報セキュリティポリシー
	② 日本年金機構個人情報保護管理規程
	③ 情報システムの主体認証方式に係る基準書
	④ 本調達業務遂行に必要となる機構が定める規定及び実施手順等
	⑤ 「11.4応札希望者が閲覧できる資料一覧表」に示す資料



	機年_02_別紙1_要件定義書
	目　　次
	第1章 調達案件名
	第2章 業務要件の定義
	2.1 業務の範囲
	2.1.1 業務概要
	(1) 適用調査業務
	(2) 保険料徴収業務
	(3) 年金給付業務
	(4) 相談業務
	(5) 記録管理・提供業務
	(6) 内部管理業務

	2.1.2 業務に必要な体制

	2.2 規模
	2.2.1 利用者数

	2.3 業務の稼働時間
	2.4 場所等
	2.4.1 業務の実施場所
	2.4.2 諸設備、必要な物品等の資源の種類及び量


	第3章 非機能要件の定義
	3.1 統括役務対象システムの全体構成
	3.2 規模に関する事項
	3.2.1 機器数及び設置場所
	(1) 機器数
	(2) 設置場所


	3.3 情報セキュリティに関する事項
	3.3.1 基本事項
	(1) 適合性確認資料の作成

	3.3.2 情報セキュリティ対策要件
	(1) 情報セキュリティが侵害された場合の対処
	(i) 機構が受託者に提供した情報又は受託者によるアクセスを認めた情報の、外部への漏えい及び目的外利用
	(ii) 機構が受託者に提供した情報又は受託者によるアクセスを認めた情報以外に対する、受託者の従業員等による機構のその他の情報へのアクセス

	(2) 情報セキュリティ対策の履行状況の報告
	(3) 情報セキュリティ監査への対応
	(4) 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処


	3.4 情報システム稼働環境に関する事項
	3.4.1 稼働環境

	3.5 統括役務に関する事項
	3.5.1 プロジェクト管理
	3.5.2 移行（事前対応）
	(1) 設置レイアウトの最終確定・拠点展開計画の立案
	(i) 拠点展開は、土日祝日及び平日夜間で行うこと。 ただし、一部拠点において平日日中帯での展開が必要となる場合がある。
	(ii) 事前に端末運用管理事業者から各拠点における機構担当者の連絡先等については共有を受けること。
	(iii) 端末運用管理事業者から払い出された図面をもとに、受託者が各拠点における機構担当者と協議を行い、最終的な設置場所を決定のうえ、その設置場所を記載した図面を作成すること。なお、拠点側との調整で課題が生じた場合は、本調達仕様書「1.9担当部署・連絡先」と協議の上、対策を講じること。
	(iv) 拠点と合意した図面は、端末運用管理事業者が運用工程において管理することとなるため、端末運用管理事業者に引き渡す必要があるが、提出様式や編集方法について本調達仕様書「1.9担当部署・連絡先」と事前に協議すること。 なお、端末運用管理事業者への引き渡し後に、当該修正内容に起因する誤りや不備が判明した場合は、契約期間の満了時期に関わらず、瑕疵対応として図面を修正すること。
	(v) 拠点展開前に、機器の増設、撤去及び移設を原則として行わない図面凍結期間を機構と協議し決定すること。なお、業務上やむを得ない事情により増設又は撤去が必要となる場合は、機構と協議のうえ対応を決定するものとする。
	(vi) 拠点展開計画の立案にあたっては、不具合等により予定どおり進捗しない場合も考慮して予備日を設定すること。
	(vii) 拠点展開作業は、複数拠点の展開作業が発生することに留意すること。また、大規模拠点等では1拠点の拠点展開作業が1日に複数回行われ、複数日に及ぶ場合があるため留意すること。各回に展開する機器の台数については、受託者が各拠点における機構担当者と協議を行い、現地拠点との調整を踏まえて決定すること。

	(2) 搬入経路等の確認・調整
	(3) 拠点展開当日タイムチャートの拠点合意の取り付け
	(4) 拠点における事前準備事項の取りまとめ
	(5) 拠点展開における統制要員の訓練
	(6) 拠点展開作業手順書の作成
	(7) 事前申請の取りまとめ
	(8) コンティンジェンシープランの策定
	(9) 拠点への周知資料等の作成

	3.5.3 移行（拠点展開リハーサル）
	(1) 拠点展開リハーサルの計画策定
	(2) 拠点展開リハーサル作業手順書の作成
	(3) 拠点展開リハーサルの全体統制
	(4) 拠点展開リハーサルの現地統制
	(5) 印字テストの実施
	(6) 課題発生への対応
	(i) 拠点展開リハーサルにおいて、本受託役務の範囲で課題が発生した場合、迅速に必要な対策を講じられるよう対応体制を整備すること。
	(ii) 他業者が管理する課題については、情報提供や調整支援を行い、進捗状況を把握すること。

	(7) 不具合解決に向けた対応

	3.5.4 移行（拠点展開）
	(1) 拠点展開の全体統制
	(i) 拠点の進捗状況を管理し、機器導入事業者、各アプリケーション保守等事業者及び端末運用管理事業者とコミュニケーションをとりつつ、拠点展開作業の全体を統制すること。また、作業の進捗状況を適宜、機構の担当職員に報告すること。
	(ii) 現場統制の状況を把握し、当日の全ての拠点展開が完了し次第、機構に対して完了報告をメール、または電話で実施すること。

	(2) 拠点展開の現地統制
	(i) 拠点展開当日において、作業を実施する拠点において各機器導入事業者等と連携し、必要な情報提供や調整支援を行い、拠点展開を安全に完了できるように推進すること。 また、現地での作業進捗状況を適宜、拠点展開本部の要員を通して、機構の担当職員に報告すること。 なお、各拠点に配置する要員数については、別紙3「機器納品場所一覧」に記載の機器台数、フロア数、階数を参照し、拠点展開作業の統制に必要と判断する人数を割り当てること。
	(ii) 拠点展開の開始前及び終了後に、機器導入事業者も交えてミーティングを実施し、作業において齟齬が生じないよう対応する。
	(iii) 展開作業日当日に機構からの要望を受けて拠点内における機器の設置場所について変更の要望があった場合は、機構及び関連事業者と協議の上対応し、最終的な設置場所を機構に図面を用いて報告すること。

	(3) 印字テストの実施
	(4) 課題発生への対応
	(i) 拠点展開において、本受託役務の範囲で課題が発生した場合、迅速に必要な対策を講じられるよう対応体制を整備すること。
	(ii) 他業者が管理する課題については、情報提供や調整支援を行い、進捗状況を把握すること。
	(iii) 拠点展開の立会い責任者からの問い合わせやトラブル対応発生時の窓口としての対応を行うこと。

	(5) 不具合解決に向けた対応
	(i) 機器導入事業者に対して、導入する機器で不具合が発生した場合に備え、保守機の用意について事前調整を行うこと。
	(ii) 不具合発生時に、各関連事業者と対応について連絡できる準備をしておくこと。
	(iii) 発見された不具合について、関連事業者と協議し、原因を切り分けたうえで担当業者を明確に割り当てること。
	(iv) 他業者が実施する対応策については、必要に応じて情報提供や調整支援を行い、進捗状況を把握すること。

	(6) 機器利用開始日立ち合い対応
	(7) トラブルや課題の対応状況の報告
	(8) 運用管理業者への引継ぎ




	機年_03_別紙2_全体概要スケジュール
	全体概要スケジュール

	機年_04_別紙3_機器納品場所一覧
	機器納品場所一覧

	機年_05_別紙4_関連事業者との役割分担表
	R10プリンタ再構築_役務分担 

	機年_06_別添1_システム基盤開発 開発管理標準・開発標準v6.1
	第1章 はじめに
	1.1 目的
	1.2 用語の定義
	1.3 最新版の参照

	第2章 開発管理
	2.1 プロジェクト統合管理要領
	2.1.1 目的
	2.1.2 基本方針
	2.1.3 プロジェクト統合管理の方法
	① コミュニケーション管理要領
	② 進捗管理要領
	③ リスク管理要領
	④ 情報セキュリティ管理要領
	⑤ 文書・データ保管管理要領
	⑥ 品質管理要領
	⑦ 課題・問題管理要領
	⑧ システム構成管理要領
	⑨ 変更管理要領

	2.1.4 プロジェクト統合管理の概念図
	2.1.5 プロジェクトマネジメント計画書作成
	(1) プロジェクト実施計画書の作成要領
	① プロジェクト実施計画書の作成
	② キックオフミーティングの実施
	③ WBSの作成
	(i) WBS番号
	(ii) タスク名
	(iii) 開始日(予定)
	(iv) 終了日(予定)
	(v) 工数(予定)
	(vi) 達成率
	(vii) 作業責任者
	(viii) 対応する成果物
	(ix) 依存関係(着手の前提となるWBS番号)


	(2) プロジェクト実施計画書の改訂要領
	① 管理手続の変更
	② 留意事項


	2.1.6 プロジェクト作業の指揮・マネジメント
	2.1.7 プロジェクト作業の監視・コントロール
	2.1.8 統合変更管理
	2.1.9 プロジェクト又はフェーズの終結
	(1) プロジェクト完了報告書の作成要領
	① プロジェクト完了報告書の作成
	② クロージングミーティングの実施



	2.2 コミュニケーション管理要領
	2.2.1 目的
	2.2.2 基本方針
	2.2.3 コミュニケーション管理方法
	① 対面のコミュニケーションである「会議体」
	② 非対面のコミュニケーションである「質問と通知」
	(1) 会議体
	③ 進捗管理に関する報告
	④ 品質管理に関する報告
	⑤ リスク管理に関する報告
	⑥ 課題・問題管理に関する報告

	(2) 質問と通知
	(3) 質問のフロー
	① 質問票の起票/送付
	② 質問票の受領/確認/回答
	③ 質問票の受領/確認

	(4) 通知のフロー
	① 通知票の起票/送付
	② 通知票の受領/確認


	2.2.4 留意事項
	(1) 効率的な会議運営
	① 会議日程を設定する際には、参加者が効率的に参加できるよう工夫する。(同日に複数の会議をまとめて設定する等。)
	② 会議を開催するタイミング及び頻度については、各作業工程の特徴及び状況等を鑑みて、機構と協議の上、必要に応じて変更すること。
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	・ 共通化のレベルが妥当であること
	・ 将来性の観点から妥当な技術が採用されていること
	・ 保守性の観点から妥当な設計になっていること


	(4) レビューの種類
	① ピアレビュー
	② ウォークスルー
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	・ インスペクションBの事前に実施する中間レビューの実施予定日と実施方法
	・ レビュー方法(対面レビュー、書面レビュー)
	・ レビュー実施者(機構、関連受託事業者等)
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	3.1.3 設計・開発の範囲について

	3.2 アプリケーション開発工程
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	(5) 工程完了基準
	① 「プロジェクト実施計画書」で定めた当作業プロセスにおける成果物の作成が全て完了し、承認レビュー等を通じて機構との合意が得られていること。
	② 開発対象となる全ての機能が定義されていること。
	③ 「機能要件定義」で定義している要件とその他の基本設計書の成果物間の追跡可能性が検証され確保されていること。
	④ 変更が生じた要件については、「機能要件定義」の内容が改定されていること。
	⑤ 基本設計工程の成果物間の整合性が検証され担保されていること。
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	⑫ 技術的な依存関係が定義され検証されていること。また、技術的なリスクが洗い出され対応策が検討されていること。
	⑬ システムの利用を含む業務運用シナリオの妥当性が検証されていること。
	⑭ 詳細設計工程の入力成果物についてベースラインが確立されていること。
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	⑪ 技術的な依存関係が定義され検証されていること。
	⑫ 技術的なリスクが洗い出され対応策が検討されていること。
	⑬ 開発・単体テストのための機器やツール等、必要十分な資源が割り当てられていること、若しくは開発実施までに準備する計画が作成されていること。
	⑭ プログラム開発工程の入力成果物についてベースラインが確立されていること。
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	⑦ 計画された全てのテストケースが実施され、正しく検証されていること。(各機能に対する機能検証を行い、不具合を洗い出し、解決されていること。また、エラーが残っている場合であっても、解決の目処が立っていること)
	⑧ 他受託事業者の支援が必要な場合は、実施計画の内容が受託事業者間で調整の上、合意されていること。
	⑨ 次工程の計画が詳細化され、作業計画(WBS)が作成されていること。
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